
２
せ

平

て
内

ア

成

規
容
北

条

定

海
電
の

年

の

道
磁
２
録

８

整

情
的
関
音

月

備

報
記
係
テ

８

を

公
録
）
ー

〇

１

◇

の

北

北

規

趣
北
方

海

海

則

旨
海
法

道

道

の

道
を

立

情

一

情
定

都

報

部

報
め

市

公

を

公
る

公

開

改

開
と

園

条

正

条

〇

〇

〇

〇

〇

〇 海
め

北
母
の
北
北
北
北
定

道
道
道
る

海
子
一
海
海
海

を
福
立
立
建
規

道
及
部
道

自
寡
改
祉
農
漁
設
則

立
び

の
の

然
婦
正
の
業
業
部
等

学
修
事
一

公
福
す
ま
大
研

規
づ
校
所
務
部

園
祉
る
ち

条
法

〇

〇

〇

海
部
海
定
る

北
一
北
特
す

情
改
税
業
則

道
を
道
工
規

公
す
例
導
…

報
正
条
等
…

条
規
行
地
…

開
る
施
入
…

例
則
規
区
…

日

う

条
開

又

行

開
の
。
プ

金

た

例
示

は

曜

め

の
に

録

日

、

施
つ

音

）

、

ス

の

に
て

ィ

こ

行
い

デ

を

る
事

に

則

す
知

ク

規

関
に

て

定

則
別

い

制

規
が

つ

条
と

す

の

例

す

例
も

例

の

る

及
に

施

施

規

び
公

行

行

則

北
文

規

に

則

規

海
書

関

則

道
開

の

す

第

個
示

一

る

人
請

部

規

を

号

情
求

則

）

報
書

改

及

保
等

正

び

護
に

す

知

る

則規たれさ布公

理
改

例
施
則
く
管
条
処
を

規
施
の
正

施
行
…
り
理
例

…
例
則
行
特
す

行
細
…
条

則
及
…
施
の
規
例
る

規
則

関
則

の
び
…
行
一
則
に
規

を
一
す
…

一
母
…
規
部
の

…
の
改
部
る
…

部
子
…
則

改
祉
…
一
正
を
条
…

を
福

に
…

正
資
…
部
す
改
例
…

規
す
基
…

す
金
…
を
る
正

…

の
…
則
等
…

る
等
…
改

…

行
…
一
お
…

施
…
の
に

関
…
を
る
…

に
…
部
け

目

る
…
正
税
…

す
…
改
道
…

則
…
る
課
…

規
…
す
の
…

規

び
…
則
の
…

及
…
規
税
…

事
…
…
例
…

知
…
…
特
…

則

る

専

こ

部
め

、

る

一
定

は 器

し

法

機

と

正
方

用

と

改

再

と

り

の

よ

。

次

に

た

を お

北

条
つ

た

も

し

た

と

し

り

生

事

例
い

規

が

の
て

則

保

改
所

…

有

正
要

…

す

に
の

…

る

伴
改

…

個

い
正

…

人

、
を

…

情

電
行

報

磁
う

公

の

的
こ

園

保

記
と

下

護

録
と

水

に

道

しまらあの

き
…

規
の
…
正
則
る
づ
…

…
則
市
…

則
償
…
す
…
規

の

規
…
…
町
…

…
還
…
る

…

が
…

…
免
子
則
…
…
村
…

…
…
処
…

…
除
ど
…
…
…

未
…
…
…
理
…

…
に
も
…

…
す
来
…
…
…
す

…
関 る
づ

る
建
務
部

自
条
く
地
農
水
事
設

改
経
の
総

然
例
り
域
業
産

進
祉
良
営
範
務

環
施
推
福

…
関
…

の
…
…
に
…

境
行

有
…
…
す
…

保
…

次

る
…
…
条
…

す
…
…
る
…

人
…
…
施
…

個
…
…
例
…

報
…
…
規
…

情
…
…
行
…

に

…
則
…

す
制

一

関
法
…
の
…

印刷

規
書
務
を
務

る
文
税
部
税

富

発

電

行

話

北

海

の

１

視

第

の

道

１
◇

こ

３

北

公

趣
地
の

海

旨
方
規

施
こ
道

税
則

行
の
税

法
を

期
規
条

等
制

日
則
例

の
し

は

関

開
、

課

す

示
併

）

る

様
イ 人

関

有
こ

録
す
も
る
個
式

と
情
係

す
と
電
媒
る
の
こ

課
課
囲
課

る
と
磁
体
も
の

）
）
）
）
を
）

課
規
室
課

）
則 ア

ビ
視
電

事
電
の

聴

の

知

条
音
は
デ
聴
磁

が
磁
２
録
又

則
課
課
改
課

保
的
関

プ士

の
）
）
正
）

ペ

リ

ー

トン

ジ

イ

の
こ
文

有
こ

録
す
も
る
公

体
も
の
と
書

す
と
電
媒
る

る
と
磁

総

内

務
－

－

部
海

線

法制

－

道

－
文書課

）

）
は
デ
聴
磁

又
ビ
視
電

聴

の

報

の
定

施

改
す

、
行

正
る

平
規

に
こ

成
則

伴
と

の

い
と

年
一

所
し

部

要
た

月
を

の
。

１
改

改

日
正

正

か
す

を

ら
る

行

施
規

プ
し
的
等
の
閲
と
報
）

行

示

ロ
た
記
に
に
覧
し
開
。

し
。
請

グ
。
録
複
限
若
た

ラ

写
る

た
）
は

書

ム

専
し
。
く

求

聴

様

使

機
も
に
視

の

を

用

し

に
の
い
若

式

用

器
の
つ

付
は
く

つ

て

よ
交
て
し

に

電

て

紙

再
に
、
は

い

用

り

記
係
テ
録
オ
又
的

に

生
よ

録

す
録
）
ー
音
テ
は
記

有

セ
プ
デ

る
の
。
プ
カ
ー
ビ

個
開

又
ト
は
カ
、

人
示

は
ッ
又
オ

情
に

録
ー
デ
ッ
又

報
つ

音
テ
ビ
セ

保
て

ィ
プ
オ
ト
は

の
い

デ
複
ィ
ー
に

護
、

ス
に
デ
テ

関
事

に
写
ス
プ
該

に
知

ク

閲
と
開

す
が

つ
し
ク
に
当

に
に
覧
し
示

プ
し
的
等
の

。
録
複
限
若
た
請

ロ
た
記

ラ

写
る
し
。
求

グ

た
）
は

の

ム

専
し
。
く

書

聴

式

使

機
も
に
視

様

を

用

し

に
の
い
若

を

用

器
の
つ

付
は
く

め

て

よ
交
て
し

改

電

こ

紙

再
に
、
は

る

用

り

テ
は
記

録
オ
又
的

に

生
よ

セ
プ
デ

カ
ー
ビ
録

音 ト
は
カ
、

ッ
又
オ

オ
ト
は

ー
デ
ッ
又

テ
ビ
セ

プ
ス
プ
該

複
ィ
ー
に

に
デ
テ

う

し
ク
に
当

写

則

る

こ

す

、

と
第

し

と
則

と

こ
規

と

し

て

。
）

せ

た
号

併

号

定規

外

の

第

整

定
的

要

出

し
る
に
磁

所

備

改

し

も
示
め
記

の

力

た
開

の
実
方
媒

正

た

の
の
る
録

又
等

行

の

閲
施
法
体

を

も

こ

閲

若
す
は
に

う

の

覧
を

く
こ
用
写

と

覧

し
る
専
複

器
た

し

は

は
と
機
し

と

又

の

し

聴
で
に
も

た

写

視
が

別

い
た
に
複
す

の

又
き
よ

し
も

規
に

て
も
つ
写
る

る

、
の
て
た
の

則
定

は
の
い

除

一
る

専
交
は
も
を

の
め

に
専
の
く

部
方

用
付
、
の

正
を

器
よ
用
交
。

改
法

機
こ
器
に
に

次

に
る
機
付
）

る
い

と

り
と
に
よ
つ

の

よ

り

生
し
り
こ
て

お

再
と
よ

る
に
磁

と

と

し
た
再
と
は

記

し

力

た
開
定
的

と

出

し

た

の
の
る
録

た

し

も
示
め

も

の
実
方
媒

を
又
等

記

の

閲
施
法
体

別

複

１

閲

若
す
は
に

第

の

覧

又

く
こ
用
写

号

覧

し
る
専

が
器
た

式

は

は
と
機
し

様

の

係

し

聴
で
に
も

関

写

視

写
る

た
に
複
す

の

又
き
よ

の
て
た
の

の
い
し
も

も
つ

の
く

付
、
の
除

交
は
も
を

る
機
付
）

よ
用
交
。

に
専

る
い

と
に
よ
つ

こ
器
に
に

た
再
と
は

し
り
こ
て

と
よ

を行

号

、めたう

特
再
交

記

交

は
る
り
の

別

に

２

に

磁
性
生
付

第

付

電

る

記
有
た
よ

号

よ

的
を
し

も

し
し
知

し

た
。
生
と
、

の

た
た
事

た ８

視

の

保

第

の

も
。
が

特
再
交

。

交

は
る
り
の

）

を
し
に

に

磁
性
生
付

付

電

る

記
有
た
よ

よ

的

た
た
事

し
し
知

。
生
と
、

の

保

も
。
が

則規たれさ布公 しまらあの



１
◇

追
度

３

北

趣
北
加
の

海

旨
海
や
創

施

道

道
当
設

行
こ
規
立

立
該
等

期
の
則
自

自
地
に

日
規
改
然

然
域
つ

等
則
正
公

公
の
い

は
に
園

、
伴

重
、
整
用

要

課
を

て
点
利

件
半
税

点
適
備
施

を
島
の

整
用
地
設

振
適
万

興
用

備
を
区
を

円

対
に

地
受
の
追

策
つ

区
け
区
加

万

超

１

２

ア

趣
離
等
て
内

除
ェ

合
い

島
適
業

旨
島
を
改
容
離
の

用

興
め
る

振
用
の

振
定
め

省
と

対
つ
に

法
る
こ

興
に

十
令
と

策
い
供

第

◇

３

特

す

定

る

の

と

施
こ
工

規

２
道
し
そ
行
の
業

則

関
民
た
の
期
規
等

係
税

他
日
則

規
導

則

）
の
第
規

は
入

定

、

。
配

第
地

当
条
の

一

２ 内

す

平

容
法
る

成

人
こ
事
と

年

業
と

８

税
し

月

の
た

８

園
風
て

条

条
致
必

公
う
例

例
又
要

布
経
施

の
は
な

の
過
行

改
景
事

日
措
規

正
観
項

か
置
則

に
の
を

ら
を
の

伴
維
定

施
講
一

い
持
め

行
ず
部

、
と
る

す
る
を

道
そ
こ

る
こ
改

立
の
と

こ
と
正

自
適
と

と
と
す

実
い

に
る
域
す

円

に

と
し

に

き

施
て

お
家
内
る

超

引

お
と

引

上

地
、

け
屋
に
こ

不
は
い
と

き

げ

域
適

る
又

お
を

動
構
て
し

上

る

に
用

る

と

け
受

産
築
取
た

げ

こ

る
け

取
物
得

と

し

事
る

得
に
又
第

こ

と

業
設

税
、
は
関

し
税
備

及
連
建
条

と

た
び
結
設

不
構

道
親
し
係

た

第

、
を

、

施
、
る

九
等
し

実
て
す

用
備

の
改
併

地
適
設

条
の

方
に
て

に
を
を

地
正
せ

域

定

け
け
加

税
か
規

お
受
追

設
、

課
が
の

る
る
し

の
ん

免
、
備

業
備
当

税
み
整

事

行

、
旅
設

除
道
を

税
に
該

は
の
う

不
館
備

又
税

区

割
の
整

部

号
等

）

及
４
備

の
に

び
、
を

規
お

株
第
行

定
け

う

を

式

る

等
条
こ

除
道

譲
の
と

き
税

渡
５
と

、
の

所
及
し

公
課

得
び
た

布
税

割
別
。

の
の

に
記

日
特

徴

係
第

か

日

収
第
猶

金

予
条

曜

に
及

日

係
び

）

る
第
手 消

び
取
並

び
３

及
の

続
条

然
正
し

る

公
な
、

し
た
規

園
利
併

た
。
則

の
用
せ

。

る
定

則

別
図
規

規

特
を
て

域
た
の

第

地
利
を

）

お
の
備

号

に
め
整

為
整
た

行
調
う

る
用
行

け

固
法
当
）

動
成
関

産
す

定
人
該
。

第

条

取
る

資
又
法 の

関

）

得
減

産
は
人

条

係
償

の
結
事

係

。

税
価

税
連 法

の

。
び
却

不
子
業

）
及

が
に

固
産

一
人
用

道
資

均
用
す

資
取

税
適
供

定
の

課
間
特

税
価

適
期
る

産
得

の

構

不
課
た

動
業
を

の
額

用

均
税
め

産

こ

得
宿
す

一
の
、

取
下
成

業
減

税
例
の

税
営
る

課
特

伴
適
則

び
を
価

に
の
規

及

制

固
く
却

う
用
を

道
除
償

）
産

置
受
定

定
。
資

措
を

適
る
る

産
及
の

が
け
す

資

と

の
ソ
得

用
要
こ

税
び
取

さ
件

例

ら

る

に

更
号

施
関

正
様

行
す

等
式

す
る

の
の

る
条

通
３

こ
例

知
関

と
施

書
係

と
行

の
）

し
規

様
。

た
則

式

。
の

を

一

定

部

４
知
第

通
記

の
別

し
に

め

び
、
及
て
式

い
様

つ
号

に 所

北

地
め

定
４
規
第
の
記
要
別

の
制
こ

制
区
、

規
条
金

は
た

母

の

資

イ

ア

イ

、

そ
子
特
２
第
貸

申
第
の
福
例
分
例
の

他
祉
児
の

要

つ
に
余

不
の

に
内
定

請

一
件

い
重
暇

均 １

２

特
規

の

趣
母
例
則
内

ア

一

旨
子
児
を
容
母

部

福
童
制

子
所

を

祉
扶
定

及
得

改

資
養
す

び
の

正

し

税
ト
額

れ
等
と

課
フ
価

。

場
つ
た

免
ウ
の

る
に

◇

３

母子

施
こ

条

及

利
ま
風
条
そ
行
の
び

用
で
景
ま
の
期
規
寡

調
及
地
で
他
日
則
婦

整
び
保
関
規

は

を

る

改

こ

正

と

知
に
と
特
係

条

を

れ
こ

関

別
め
事
類
と
別
）

第
特
定

た
域

号
地
る
が
す
し
地
。

関
域
こ
、
る

海

備
式
整
様
を
号

道

２
の

公

業

制

事

を

園

則
容
公

規
内

定

条
を

書
条
規
資
童
１
２
付

養
超
第
受

に
第
定
金
扶
を

整
の
資
え
２
け

市
２
の
等

村
関
備
償
金
な
項
た

町
項

１
の

長
係
を
還
の
い
第
者

還
と
号
当

の
）
行
の
償
額

こ
除
を
す
に
該

発
。
う
免

定
金

す

と
に
免
る
規
資

行

す
す
と
す
の

る

と
関
除
こ

状
得

た
る
る
と
る
償

所

し

金
資
る

寡

す

等
金
こ

婦
況

る

の
の
と

福
に

規

償
償
と

祉
応

則

還
還
し

法
じ

免
。

行
特

規

の
を
た

施
て

す

則
児

第

除
除

細
例

則

免 に

）

す
こ

一
扶

号

関
る

の
童

条
が

改
資

る
と

部
養

福

地
別
護
係
定

、
祉

区
記
協
）
の

平
法

制
第
定
。
整

成
施

制

備

度

行

の
号
度

を

年
細

実
様
の

行

９
則

施
式
実

う

月
及

に
か
施

こ

１
び

関
ら
に

と

日
母

し
別
関

と

か
子

必
記
し

し

ら
福

要
第
必

た

施
祉

要

。

行

な

係
内
と
そ
地

内 お

）
に
と
の
域
第
に

。
お
し
区
の
内
部
関
る

い
た
域
一
条
け

て

の
区
）
可

新
第
へ
の
係
許

た
及
入
を

は

に
条
立
域
。
又

別
に
定

出

制
び
り
指

届

規
第
い
る

要

れ
記
つ
す

を

さ る

報

と

設

と

施

こ

る

る

な

す

と ていつに

。

類

た

種

し

の

則
日

証

。
条
こ
し
規
還

、

書

施
が

で
に

明

例
と
た

き
２
め
け

を

行
で
第
定
お

所
前

付

則
る
条
る
る

添

規

な

一
は
２
得
年

し

の
額
第

当
関
状
所

け

部
、
項
の
の

は
が

ば

正
該
係
況
得

れ

改

特
児

ら

金
。
、
、

な

資
）

き

の

例
で

正
金

な

の

等

の

下
額

還

以
る

償 免

」
め

の

例
定

部

条
を

一

と

受

う
と

を

い
こ

除

と
る

の
る

よ

）
す

け

。

資

事
号
な

す
金

項
様
事

る
等

を
式
項

こ
の

定
ま
を

と
償

め
で
定

と
還

る
関
め

し
の

こ
係
る

た
免

と
）
こ

。
除

と
。
と

に

し

と

関

た

し

す

た

る

第

条

第

て
場

し

行 に
様
事
に

い

為
号
知
合

な

る
関
許
、

為

係
式
の
は

行

可
）
を
の

追

許
係
可
そ

を る

準

す
地

す

基
。
要
土

加

し
有

と

び

と
所

こ

及

る
の

自

申

湿
等

し

可

て
者

と

許

す加追を設施生再然

号

る

外

こ

第

とと

童
養

こ

還

児
扶

い

償

例
童

し

額

養
当

と

済

扶
手

と

未

る

に
、

す

正
め

と

改
た

う

、い
の

者

伴
こ

例

条

施

か

条

行

ら

か

規

第

ら

則

第

書

そ
協

請

原
と

た

の

の
議

第

様

他
す

式

こ
る

条

した

号

２第



２
て

平

規
内

海
式

成

定
容
養
道
及
養

の

成
収
び
成

年

整

課
入
別
課

８

備

程
証
記
程

月

を

及
紙
第
及

８

行

び
を
１
び

１
◇

校

３

北

趣
北
料

布
海

旨
海
、

正
別
施
こ
の
道

道
授

を
表
行
の
日
立

立
業

行
第
期
規
か
農

農
料

う
４
日
則
ら
業

業
等

こ
及

は
施
大

大
を

と
び

、
行
学

と
別

平
す

１
公
を
公
こ
公
そ

第

庫

る

他

共
号
共
除
共
と
共
の

公

し
施
基

的
様
的
く
的
と
的

と
設
た
設
礎

施
式
施
こ
施

の
び
の
と
に

を
的

設
及
設

１

２
公
整
届
を

趣
北
と
内

所

こ

出

道
す

共
備

削

旨
海
と
容

た

工
準

こ
を

福
る

的
基

る

定

と
し

の
め

作
を

と
要

祉

な

ま
、

物

◇

３

海北

施
こ
道

の
行
の
福

全
期
規
祉

部
日
則
の

支

は
ま

給

、
ち

水

公

日

た

究
り
様
究

う

研
は
号
研

金

め

課
付
式
課

曜

、

程
け
の
程

日

こ

に
る
２
に

）

規

る
と
係
る

の

係
こ
関
係

を

校
し
。
校

則

入
と
）
入

定

書

は

制

願
た

料

学
徴

る

は
８

そ

す

に
第

、

校

校
収

し
記

成
る
管

こ

た
第

条
す

理

４

年
と

例
る

規

と

第
号

の
こ

則

改
と

７
様

月
し
の

正
と

条
式

１
た
一

に
し

第
か

日
。
部

よ
た

１
ら

か

を

り
こ

号
別

ら

改

道
と

、
記

施

正

立
に

第
第

行

す

農
伴

８
９

す

る

条
号

る

め
準

新
別
新
し
係
第
改
基

築
記
築
た
る

等
第
等

措
条
る
及
と
誘

の
２
の
第
置
関
こ
び

の
係

届
号
届

し
的

出
様
出
条
規
）
と
導

係
を

た
基

様
式
等
関
定
。

及
係
規
）
適

準

式
関
の

し

表
廃

び
）
定
。
用

別
を

１
し

付

適

な

第
止

添
。
の

た
い

ち
こ

を
め

し
書

用

い

共

く
規

め
こ
公

づ
の

定
る

を

こ
と

５
的

り
則

る
と

第

た

関
設

例
制

と
し

条
施

条

う

改
す

し

係
の

の
定

と

に
こ

４

。
ち

正
る

た
第

）
床 積

い
と

３
及
面

伴
と

第
条

の

、
し

条
び

づ

準

布
く

で

の
り

あ

日
条

る

か
例

状

ら
施

況

施
行

と

行
規

す

す
則

る

る
の

こ

こ
一

と

と
部

と

と
を

と

入
第

額

こ

、
条

の

し

し

、

当

し

検
項

相

と

校
１

に る

。

料
第

す

た

定 の 相
５

の

に
の

面

額
条

額

北

収

る
記

道

す
別

海

当
、

北

業
い

額
第

規

大
、

第
様

こ

則

項
ま

と

学
所

２
式

と た

則

の
の

第
で

し

規

校
要

生
正

号
係

。

第

学
改

１
関
、
）

た し

）

か
行

第
。

だ

号

等
を

入
こ

条

、

ら
う

９

し

第

び

検
と

ら

及

校
と

か

定

を

受

と

係
備

類

を

こ

関
整

め

な

す

。
準

改

け

と

）
基

町

め

こ

公

市

定

る

い

る

を

し

団

を

こ

と

的

村

る

と

共 か

示

に

た

体

告

と

も

所

６

住

る

う

第

ら

す

伴

。

２
表
合

条
た

の
別

条

宅

施

係
２
が

の

関
第
計

例 行

）
関

に

。
係

要

ー

必

メ

し

。
方

関

）
平

を

満

項

未

事

ル

な

ト

改

た

た
正

。
す

第

る

３

規

条

則

係関

第

。

則

）

規 ）号

海

北
様

紙

の
号

証

面
１

入

道

◇

３

北

公

海

施
こ
道

第
宿
第
行
の
建

泊
４

７
期
規
設

施
条

条
日
則
部

関

関

は

入
せ

ま

、

、
併

条

は

料
、

、で

公

１

２

◇

受
の

北

趣
北
講
整
内

納

海

旨
海
料
備
容
研
付
所

道

道
等
を

修
す
長

立

立
を
行

受
る
が

漁

漁
徴
う

講
こ
研

業

す

改

別

融

と

の

、

金

の

要

記

公

３

）
宿
）
行
の

係

係

係
施
こ

。
修
。
泊
。
期
規

研
）
研

の

講

設

は

受

受

施

日
則

修

る

務

め

事

定
条

と

と

に 長
の

の
研
と
入
し
稲
校
条

検

経
が
３

４
修
し
校
た
作

ま
部
た

で
門

定
第
営
授
及

。
成
て

ち
）
養
い

を
係

つ

設

付

程
除

う

課
免

ょ

報

の

使
係

係

、
事

用
）

）

平
務

料
。

。

成
処

は

理

、

年
の

当

４
特

該

月
例

宿

１
に

泊

日
関

施

か
す

設

ら
る

を

施
条

業
収
た

料
と
修

使

行

研

研
す
め

は
と
受

修

修
る
、

、
し
講

所

所
こ
こ

研
た
料

条

条
と
の

修

に

例

例
と
規

を
第
つ

施

の
し
則

受
３
い

行

改
た
を

講
条
て

規

正
こ
制

す
関
減

則

に
と
定

る
係
免

の

よ
に
す

期
）
す

一

り
伴
る

間
。
る

部

道
い
こ

の

こ

を

成

を

は

用

平

料

料

利

、

講 徴

、

料

収

研

の 方

月

る

を

付

４

す

修

納

年

は

す

及

日

修

講

法

１

研

受

限

施

資

期

期

ら

、

る

び

か

取

の

等

行

格

間

専
業
び

及
の
第
料、
条
攻
料
別

び
研

つ
第

第
修
条
入
の
研
に
記

は
関
校
２
修
て
号

条
、
係
料
関
に
い
１

）
る
免
様

の
稲
）
及
係
係

経

授
。
入
除
式

７
作
。
び

検
る
３

係
営

業

校
す
の

関

係

。
攻

を

定
こ
関

）
専

料

す

修

収

、
が
）

研

徴

料
と

究
と

に

研
こ

紙

び
る

用

及

け

に
き

付

程
で

り

課
が

は

に

付

授
合

納

る
場

て

係
る

こ

の
い

る

料
つ

す

業

例

用

す
に

す

る
基

る

こ
づ

期

と
き

間

と
市

の

し
町

初

た
村

日

。
が

に

号

処

納

理

外

付

す

第

す

る

る

事

立
、
と

初

と

改

漁
所
と

日

が

正

業
要
し

に

で

す

研
の
た

当

き

る

修
改
。

該

る

規

所
正

研

場

則

の
を

修

合

則

修
う

係

つ

規

研
行

に

に

受
と

研

て

第

を
こ

る

い

）

す
し

受

め

号

講
と

修

定

つ

る

得

初

に

す

る
、

講

る

と

納

て

と

修

に

い

こ

研

日

る

た

る

す

め

し

す

付

定

と

と

と

と

と

と

こ

こ

。

こ

る た

た

た

し

し

し

と

校
き

、

す

入
で
。

第

第

第

普

修

及
場

般

研

料
る

一

る

業
つ

研

、

授
に

及

は

び
合

び

経

の
て

及

作

料
い

修

稲

方
る

格

専

付
め

資

営

納
定

研

修

及
と

得

研

法
こ

取

攻

る

し

方
め

と

付
定

と

納
て

及
こ

た

法 期
と

第

び
と

１

並

第

等
た

条

限
し

項

び
第

及

に

こ

第

長
の

び

校
条

務

と

の

号

と

範

し

を囲

た

全

と

か
せ

の

と

者
併

料

こ

修
定

を

た

研
規

額

し

ら
て

関

５

２

４

の

の

の

条

条

条 関

関

限
た

と

す

期
し

修

と

び
と

る

こ

並

す

る

こ

と

び
第

が
２

７

料
第

の

業
ら

条

授
か

関

に



第

第

の
１

１

よ
第

条

北

条

北
規
海

う
１
電
の

海
則
道
北
に
条
磁
２

正
次
記

道
の
情
海
改
の
的

公
情
す
に
録
条

情
一
報
道

公
を
開
報
る
次
の
例

報
部
開
改
条
公
。
の
開
第

北

の

海

北
一

道

海
部
平

規

道
を
成

則

情
改

第

報
正
年

公
す
８

号

例
則
日

条
規
８

開
る
月

１

２

◇

と

北

趣
北
す
施
こ

海

こ

旨
海
る
行
の

道

の

及
道
た
期
規

立

規

び
都
め
日
則

都

則

内
市
、

は

市

は

容
公
こ

、

公

、

園
の

公

園

公
２

規
租
規
行

規

囲

道

道
施

の

定
税
則
税
則
期

則
北
を
租

制
道
め
特
第
特
第
日

を
海

別

定
建
る
別
）
置
）

す
設
規
措
号
措
号

る
部
則
置

１
定

趣
租

平

め

旨
税

成

る

及
特

規

び
別

年

則

内
措

８

等

容
置

月

の

法

８

一

条
の
条

条
正
例
開

１
示
２

る
施
例

を
方
第

例
す
の
条

）
項

施
規
行
の

加
法
３

の に

関
行

る

の

行
則
に
施

え

機

す

る
関

施

関

す
に

。

実

の
規

が

規

則
る

関

る

規
す

び

部

に

及

一
則

別

則

行
こ

施
こ

の
を

規

規
る

る
す

す
布

関
公

に
に

事知び及則
。

条
規

布

条

布

例
則

の

例

の

の
を

日

施

日

改
制

か

行

か

正
定

ら

規

ら

に
す

施

則

施

伴
る

行

の

行

い
こ

す

一

す

、
と

る

部

る

信
と

こ

を

こ

書
し

と

改

と

便
た

と

正

と

差
。

し

す

こ
の

法

法

し

と
務
成
規

規

と
事
平
の

の

定

定

し
処
。
の
北
基

基

た
理
年
に

に

優

優

例
道
く

く

特
海
づ

づ

す
第
宅

住

関
則
良

良

に
規

地

宅

る

の

条
号
の

の

日

部

改

を

正

金

改

に

曜

正

伴

日

す

い

）

る

、

規

次

則

に 規

第

る

則

げ

規

掲

る

事

正
成

め

知

改
平

定

が

）

、

す

海

は

有

北

法

保

年

方

第

各

人

則

の

個

規

次

る

道

号

情報

が

護

の

げ

保

）

掲

の

号

に

る

北

す有保

則

高

の報

事

情

知

人

道

個

海

関に

橋

護保

出

た

る

た

箱

。

規

。

に

則

係

規

る

則

使

第

用料

号

に

）

ついて定

事

事

に

定

定

例
）
認

認

め

市

関

関

き

に

に

づ

務

務

基

則

が

規

規

村

る

る

町

す

す

理処

則

る

和

和

す

昭

昭

定規ていつ

）

に

号

則

事

備整の

北

関

部

電

に

一

る

たう行を

る

次

的

す

を

磁

請

住

氏

連

法
事

法
名

絡

そ
所

そ
及

人
務

人
称

求

先

他
は

他
代

の
又

の
び

則規

み

る

る

す

は

記別

別

※

第

北

記
１

第

太

海

号

１

枠

道

様

号

の

知

式

様

ること

す

）

第
ム
聴
第
。

ラ
視

じ

を

と
用
も

」

を
条

が
機
の
条
使
る

」

１
し
に

加
第

で
器
の
第
用

よ
付
項
て
改

え
１

き
に
交

る

範

海

海

の

北

北

務

年

年

有
よ
覧
電
し

用

保
る
閲

若

器
磁
す
う
又
磁
く

ビ
機
電

視

オ
に
的
る
に
は
的
は

デ テ
よ
記
プ
組
写
記

海

こ、め

道

記

公

テ
生

種
音
再

の
録
り

録

よ

に
ー
し

別

団
業

団
者

の
事

の
表

年

あ
名

に
の

に
氏

体
所

体
の

あ
所

月

、

は

は

て
地

て

っ
在

っ
名

、

日

所

）

）

を欄

式

事

記

を
第

入

次
４

様

し

の
条

て

よ
関

だく

公

う
係

さ

に
）

い

改

。

用
め

る
項

開

。

書

るめ

文

性
再

紙
、

。
中

特
り

中

し

文
出
条
写

を
生

公
に
同

し
２
」

す
た

書
力
第
し

有

次

も
の

閲
た
項
の

る
も

を

に
閲

す
の

に

の
の

覧
も
中

限
覧

る
を
閲

し

を
む
」
電

る
若

」
含
覧

的

）
く

。
の
磁

。

の

又

ー
り
録
ロ
み
し
録
聴

プ
再

グ
合

事
電

又
生
前
ラ
わ
交
知
は

号

れ

が
磁

は
し
２
ム
さ
付

ビ
た

も

有
記

デ
も
又
電
た

保
的

の
次
計
の

す
録

オ
の
は
子

プ
体

ィ
視
号
算
を

る
媒

デ

該
に
う

ロ
等

ス
聴
に
機
い

ラ
複

は
当
対
。

グ
に

ク
又
当
ビ
す
す
以

報

の

、
は
の

じ
又
も

応
プ
た

ィ
又

各
デ
聴

該
音
視

当
録

カ

め

音

定
ク
録

に
ス
は

号

話電

法
録
ッ

方
該
セ

る
当

次

書求請示

日月年

号番

録

前
視

文
下
に
記

は

公
以

号
聴

書
こ

に
若

の
又
媒

磁
に
視
等

定
し

電
条
は
体

」
複

る
は

的
お
聴
に

め
く

法
磁

録
て
を
写

方
電

記
い

知
じ
え
た

又
的

を
同
加
し

。
の

当
録

事
。
る
も

は
記

写
電
体

保
を

を

該
媒

が
）

指
同

に
し

該
デ
る
る
下

ム

デ
カ
の
令
じ

よ
た

ビ
オ
も

）

こ
の

オ
セ
を
で
。

り
も

ト
く
っ
を

の
の

テ
ッ
除
あ

に
付

プ
テ
。
て
使

号
交

ー
プ

一
し

掲
に

若
ー
）
、
用

る
る

く
に
当
の
て

げ
よ

し

電
果
紙

再
開

は
複
該
結
用

の

デ
し
磁
を
に

生
示

ビ
写

テ

と
音
ト

オ
た
的
得
出

し

若
に

。
プ
プ

る
ー
ー

す
テ 音

も
録
た

は
し
く
写

し
複

号

デ
の

外

ィ
の

第

ク
付

ス
交

的
に

す
覧

む

磁
等

有
閲

含

録
写

プ
、

以

記
複

る
し

。

専
た

グ
は

同

を
し

ロ
又

下

し

も
施

デ
も
記
る
力

た
実

の
を
と
た

の
を

ィ
の
録
こ

閲
る

ク
交
知
が
も

の
す

ス

が
き
の

覧
こ

を
付
事
で
の

を

専

専

号

に器機用



第

記
８

第

平

録

よ

条

８
電

成

の
録
り

の

条
磁

種
音
再

２

の
的

年

次
記

別
テ
生

８

に
録
条
に
ー
し

月

次
の
例
応
プ
た

８

の
開
第
じ
又
も

第

を
２

次
条

が
知
よ

事

の

知

出

も
の
て

２

保
事
う

の
方

力
そ

く

有
が
に

の
法

の
し

だ

す
保
改

に
交
他
た

さ

る
有
正

よ
付
の
も

い

個
す
す

※

注

の

。

４

５

６

次

あ
１

受

担

備

磁
て

４

電
っ

の

付

当

記
視

ら

的
は

か

年

部

※

６

２

３

希
○

の

の
が

望
印

次
み

請
開
あ

す
で

開

の
記

る
囲

求
示
る

３
入

開
ん

示

の
し

に
が
理

示
で

欄
て

係
公
由

方
く

の

く

１

北

の

海

請
名

道

求
称

情

に
又

報

係
は

公

日

、
は
の

１
示
条
の
条
当
録
の

金

を
方
第
該
音
視

曜

加
法
１
各
デ
聴

日

え
）
項
号
ィ
又

）

。

実
定
ク
録

る

の
に
ス
は

方
該
セ

機
る
当
カ

施
め

音 テ

別
と
音
ト

が
法
録
ッ

関 に
す
テ

こ
方
磁
の

る
の
電

人
る
る

と
法
的
閲

情
個
。

も
に
記
覧

報
人

で
よ
録
又

の
情

き
る
の
は

保
報

し

ま
開
う
写

護
の

の
の
専
を

す
示
ち

に
保

で
実
用
交

関
護

施
、

機
付

す
に

希
を
器
す

る
関

こ

望
す
に
る

規
す

る
こ
る
と

す
る
よ

則
る

と
と
閲
に

の
規

の
又

ま

録
聴

き
が
覧
よ

月

課

は
写

欄

示
複

の

開
は

で

日

等

考

た
録

、

し
、

は

電

も
音

記

話

い

交
プ

な

の
ー

し

の
テ

入

デ

だ

よ
音

く

に
録

で

付
、

は

い
ス

い

行
ィ

さ

り

法
だ

る
益

、
だ

の
さ

公
上

さ

番
い

区

北

文
必

号
。

海
い

を

道
。

分

書
要

）
報情 開公

閲

写

条

覧

例

し

第

の

又は

条

視

交

に

聴

付

当該

る
内

条開

公
容

例

文

第

書

次、りよに定規の条９ の

若
に

め
。
プ
プ

定
る
ー
ー

は

は
し

法

く
写

方

し
複

る

の

の

デ
の

次

音
も

、

録
た

各

ィ

北

げ

専

掲

を

に

ク
付

号

ス
交

一
則

は
で
や
り

部

き
、

視
行い

改
平

特
体

又
ま

る
具

聴

正
成

性
的

は
す

）
６

に
を
電
。

年

２
有
磁

北

す
の

的

海

欄
る
記

日

道

の
媒

の
も
録

本

規

に
体

工

則

あ
等

）

業

第

っ
に

内

規

て
複

に

格

号

そ
、ク

、

。

は
写

記

年

部

の
オ

他
デ

の
ビ

内

電
テ

月

磁
ー

線

的
プ

）

記
又

日

て
デ

っ
オ

あ
デ

に
ビ

録
は ス

用
ィ
は

示開てしと書文公るす 場るすを求請

を示開の書文公りおと すまし求請

海

的

に

磁

器

電

機

る

用

公道

附

っ

写
あ
的

４

則

は
の
た
て
２

て
そ
し
っ
に

用
他
も
は
の

し
、
入

）

た
そ
し

外
部

）

一

４

の

第

事

ス

記

の
３

別

注

閲
写

号

に
磁
に

２

項
電
ク

様

次
的
あ

ク
紙

課

に
に

、
第
。
。

装
う
も
め

じ
じ
）
）

置
。
の

に
）
を
同 第
第

に

よ

の

」
含
条
条

」

出

し

。
２
１

、

り

写

を
む
公
以
項
項

合

）

）

に

第

機
の
条

る
閲

若
と
用
も
９

く
で
器
の
第

よ
覧
電
し
が

は
的
は
き
に
交
１

う
又
磁

組
写
記
視
る
よ
付
項

に

。 デ
器
磁
す

ビ
機
電
有

用

保

テ
よ
記
プ

オ
に
的
る

報

に
電
の
そ
の

紙
の
の
、
欄

出
磁
交
の

内

し
記
の
法
）

力
的
付
方

記

も
の
法
よ
に

た
録
方
に

し

の
ち
よ
こ
入

の
う
に
る

く

覧
用
開
も
て

閲
専
る
と

覧

は
器
の
き
だ

又
機
示
で

の

２
録
て

又

式

の
記
っ

し

項
開
視

視
交

事
の
は

は

中

加
は
又

を
示
聴

聴
付

。
音
写

閲

る
録
複

え
、
は

、
の
プ
も

ー
た
テ
し

覧

」

こ

る

し

を

文
下
中
中

係

力
書
た

公

の
公
公

公

書

書

又

文

電
条
文
文

文

物 は
的
お
等
等

等
書

磁
に
書

録
記
い
」

」
の

同

画
し

画
録
て
を
録

を
写

テ
を知
じ
公
テ

係 公
磁

プ
事
。
文
ー

る
電

ー

」
」
及

文
的

若
が
）
書
プ

再

み
し
録
聴
特
り

中
し
保

合
の

又
性 有

し

書

わ
交
知
は
を
生

文

れ

が
磁
す
た

等

さ
付
事
電 記

も
の

磁

た

保
的
る
も

、

閲

テ

の

す
録
の
の

気

も

有

い

プ
体
限
覧

ー

を

る
媒
に

に
。
し

等

う

ロ
等
る
若

プ

録
ロ

以

ラ
複
）
く

か

。

グ

プ
再

グ

ー
り た

号

は
し
２
ム

又
生
前
ラ

ビ

次
計

オ
の
は
子

デ
も
又
電

ス
聴
に
機

ィ
視
号
算

デ
の ビ

す
す

は
当
対

ク
又
該
に

よ
施
す
い

写
に
実
ま
さ

当

交
閲
す
で

を
る
を
の
。

し

と
望

す
や
こ
希

付
覧
る
、

と
又
で
る

こ
聴
が
す

る
視

号

よ
電
る
き

に
は
き
と

外

り
磁
特
は

第

行
的
性
、

付

写

音
交
録
の

い
記
を
開

ク
り

交

ス
よ

の

ィ
に

し

デ
そ
デ
、

）
）

ビ
い
、
行

付

」

オ

め

プ
の

視

改

ー
他

に

テ
の

有
に
に
び

書
記

、

又
電

聴

音

に

は
す
、
改
録

」
録

く

媒

る

め 。
ー

め
体

プ
当
る
テ

改

録

に

テ
グ
公

プ

る
等

音
ロ
該

プ
ム
書

除
複

ー
ラ
文

を

。
し

を
等

く
写 も

下
用
を

以
た

以
使
」

。

し

下

て
当

こ
の

下

ム
写

は

ら

用
該

の
を

公

た
号
聴

に

同

に
し
前
視

現

し

用

。

り
も
に
若

使

じ

よ

を

の
の
め
く

し

）

こ
の
定

付
方
電

い

使

号
交
る
は

て

的

プ

し

掲
に
法
磁

る

用

に

用

る
る
は
記

ロ

て

げ
よ
又

示
該
媒

ラ

紙

再
開
当
録

グ

る
る

出

し
の
電
体

ム

に

生

デ
カ
の
令

ビ
オ
も
指

該
デ

く
っ

テ
ッ
除
あ

オ
セ
を
で

若
ー
）
、

プ
テ
。
て

ー
ト 複

該
結

く
に
当
の

し
プ

一 得

デ
し
磁
を

ビ
写
電
果

は

ま
録
有
示

オ
た
的

す
媒
す
方

号

に
の
具

等
も
を

。
体
る
法

複
に
体

録

式

デ
記

様

ビ
的

同

は
磁

を

欄

ィ
あ

」

尾

デ
に

末

オ

に
文

に
む

書
紙
公

項
含

文
力
」

い
以

」
出
書

お

等

。

い
た
改

同
同

し
に

て
下

と

施
的
に

用

力

た
実
磁
等

を

写

て

た

の
を
記
複

い

し

も

の

閲
る
を
し

印

も

の
す
録

デ
も
記
る

の

覧
こ
専
た

字

知
が

ス
の
を
と

ィ
の
録
こ

専

が
き

を
付
事
で

ク
交



中

第

通
第
申
重
第

第
第

知
２
告
加

条

条

、
項
加
算
条

の

法
の
算
金
の
条
の

５

中

第
規
金
額
見
の
２

定
額
の
出

法第
条
の
の
決
し
第

の
適
決
定
中
３
第

用
定
の

項

条

第

あ
通
第

第

株

条
る
知

条

２
配

の
場
又
号
式

の

合
は
様
等

章
当
４

第
割

第
の
渡

１
に

第
に
法
式
譲
３
所

節
係
法
５
お

に
る
第
項
い
の
て
条
の
得

次
更

中

の
の
正
条
規
は
の
通
割

北
目
第

項

第
次

を
６

に

者
の
第

海
次

条

道
中
条
又
規

の
並

条

税

第
は
定

中
に

の

条
第
１
条
に

３
び

項
例
よ

例

条

施
条
中
第
る徴

第
例

第２

行
の

第

規
３
又
条
収

北

３

海

の

北

道

北

第
規

海
平

規

海

２
則

道
成

則

条
の

税

道
第

税

の
施

条
年

規
行

例
８

条
号

施

に
日

行
８

例

定
の

施
月

こ
第
の則

１
２

よ
以

規
日

の
１
施

平

規
条
行

成

則
の
の

は
規
日

年

、
定
以

８

平
に
後

月

成
よ
の

８

を
の

の
第
が
の
通
行
」
条

５
あ
通
知
う

第
項
る
知
は
者

４

４
の
場
又
、
の
第
の

項
規
合
は
別
」
の
４

の
定
に
法
記
の
条
第 項

規
に
お
第
第
次に

定
よ
い

に
る
て
条
号

の
」

加
第

よ
株
は
の
様
付
５
を

式

る
式
、

株
等
同
第
の
価
３
第

式
譲
項
４
３
値
項

知
に

２
等
の
定
、
に
同
第
書
係

条
の

よ
更

を
通
第
よ
項
４
に
る

規
の
り
正

加
知
４
る
の
項

の
当
定
規
行
等

え
書
項
配

通

。

規
割
に
定
う
の

る
）

係
る
よ
の
知

定
に
よ
に
も

配
す
）

よ
る
加
る
と
書

に

割
。

配
少
後
当
る

る
過
算

当
申
の

項

則
」
は
第
猶
の
の

を
法
１
予

条

」
条

昭

第
項
若

第

次

８

、
し
に
第

和
第

第
く

項

条

２
及

項
そ

び

の

並
項

年
条

５
は
び
」

北
の

の

第

に
の

海
５

項

１

条
次

道
」

第
期

９

第
項
の

」

項

例
に

規
に

７
間

を

」

第

則
改

並

第
め

に
延

加

を
る

お
長
条
び

一

則

改
の

の

規

る
後

則

行

の
に

を

一

後
己

部

の

正
自
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テ

対
離
掲
」

供
ル

策
島
げ

）

す
用

実
振
る

号

を

る
、

施
興
設

第

建
旅

地
対
備

３

物
館

域
策
を く
円

第

及
用

特
実
除
万

条

島
る
に
の
物

円

び
又

別
施

産
号

振
省
改
用
及

を

資
７ ま

興
令
め
又
び

超

の

る

所
で

法
」
、
は
そ

え

項
フ
附

も

得
に

第
に
同
ソ

げ

十

に
ト
属

の

税
掲

二
、

法

備

限

施
る

条
離
次
ウ
設

に

振
各
ア

る

行
も

の
島
の
ェ

令
の

地

下

）

第
に

方
興
号
業
以

。

加
用
こ

を

６
限

税
対
を
の

地
部

地
事
生

を

条
る

の
策

受
税
、
等

け

区
を
租

方
業
産

に
の
特

の
旅
設

る

等
次
税

税
業

備

お
よ
別

課
館
備

設 で

け
う
措
あ

る
に
置

免

ガ

又
宿
の

っ

道
改
法

除
下
ス

は
営
製

て

税
正
第
、

の
す

均
を
又

取

課
る
条

不
業
造

価

の

１

一
除
は

得

税
。
第

報

道るけおに等区地入導

項
第
る

区
第

課の税

又
１
。

等 け
規

第
」

お
の

は
項

に
条

に

税
、

の
め

道
は

条
改

る
定

１

課
成

第
。

の
平

５
る

項

税

」

２

例
月

を

特
４

」

の
年

却
域
）
に

項

そ
は

償
地
。

規

附
易

設
特
」
改

に

の
簡

償
改
る

定

属
宿

備
別
に
め

備
用

を
却
め
。

す

設
所

」

の

設
る

る
物

島
」

準

工
建

離
備
。

基

用

振
を

を

場 建
そ

興

満

等
構

策
島

す

物
の

対
離

た

実
え
に
の

構

を
造

実
振

も

以

税
施
る
供
号

成

第
。

課
る

号
下

免
地
。
す
に

す

１

特

機
い

減

か
こ

除
域

る
お

第
項

は
別

械
て

価

ら
の

又

７
に

不
償

及

償

装
場

資

号
お

均
却

び
工

却
て

課
備

置
用

産

ま
い

一
設 を

物

う

又
同

税
」

建

の

で 法
。

伴

等

ち

は
じ

に

項

課
く
発

人
）

う
離

」

に

以
に

の

例

の

税
。
電

額

特

計

関

の

伴
下
係

合

に

表

に

４

措
じ
設

額

す

第

う
同
る

条

号

置
。
備

が

る 例

又

が
）
を

施

は

適
又
含

さ
ソ
。

円

行

第

用
は
む

万

規

る
ト
で

超

則

条

れ
フ
）

を
第

例特の税

昭

１

場
ウ
あ

え

知

例

道

条

海

る

北

す関に

号

事

施

外

行

第

則

高

規

関
日

第

に
１ 用

５

条
適

の

る
ら

条

す
か

地
対

に

除
及

施
興

の

第

例

る

対
実

。
設

域
策

限

く
び 旅

）

設
地

が
。

象
施

）
備

置
振

い

に

税
の

措
島

と

次

。

げ

施
得

が
興

う

掲

法
取

令
額

用
策

）

る

行
価

適
対

合
ェ
っ

る

第
の
設
さ
実

並

の

等
ア
て

も

和

項 の

定
の
こ

年

表

を
業
、

の

北

島
る
に
を

海

第

め
用
れ

離

橋

の

道

４

一

号

正

み

改

る

を

は

部



第
第
第
第
第
にお

９

平

い

条
条
条
条
条

成

て

中
中
中
第
第
」

１
１

年

を

第
と
第
項
項

８

６
る
６
中
中

月

が

条
」
条

８

第
第

景
則

の
を
の
第
第

目

地

第

施
条
条

次

保
第

２

の
３
６

条
自

中

護協
条

に
然
設
第
第
項
項

第

定
・

次
再
及
１
２

及
第

の
生
び

１
施
良
中
第

条

び

」

公
条

号
設
好

２

る

を

園
）

を

な
第
号

北

北
。

海

海

北

道

北
道

海
平

規

海
立

道
成

則

立

道
自

第

立
然

自
年
然
８

自
公

号

条
日

公
条

園
８

然
園

公
月

に
る

象
が
は
を

備
よ

４

５
過
正
つ
。

平
設
こ
、
経
改

を
規
該
す
後
い

成
備
の
当

日
規
適

年
新
則
申
る
の
て

し
施
の
と
則
用

４
設
の
請

、

１
、
行
期
す
第
し

月
か

間
し
か

３

日
又
の
限
る

い
は
ら

成
お
又
わ

平
に
、 し

こ

４
、
設
、

年
て
増
ず

日
後
者
規

１
正
た
の

月
改

定

日

め

２

２
７
７
ら

第
執
第
条
条

金

れ

３
る
２
第
第

曜

て

項
」
項
４
４

日

お

」
に
」
項
項

）

、

め

を
１
り

を
改
を
」
第

か

第
る
第

号 を
つ

７
。
７
第
」
」

条

条

に

第

第
条

改

３

２
第
第

項

項
４

め

管

加
損
自
６
中

第

理

え
な
然
条

団

る
わ
環
の
第

条

体

。
れ
境
２

」

た
を
第
条

然
出
項
号

に

第

自
創
３
各

、

条

環
す
」
」

４

第

に
た

第

－

境
る
を
を

つ
め
第
第

章

条

い
の
７

施

例

園
例

雑

）

て
施
条
条

行
則

規

施
規

行

例
行

施

条

の

規

則 部

の
和

一

則
昭

を

一
道

す

改
海

正

を
北

改

部
年

る

正

、

の
日

以
は
日
は
。
条
同 に

に
設
ら
同

規
前

後
増
か

た
算
の

は
新

改
し
起
条

定

定

こ
さ

後
者
し
規

、
設

正

、

規
つ
２
に

の
れ

の
に
て

て
を
か

則
又

則
い
月
か

規

、
経
わ

の
は

第

す
ず

行
設

条
改
過
ら

施
増

ら
規
係
の

か
の
に
則

第
正

正
の

の
第
改
行

こ
則
る
施

規

規
ら

の
第
の
か

則
条
後
日

の
に
第
算

行
項
則
起

施
１

の
２

か
定
条
て

日
規
４
し

に
」
第
、

」

」
項
条

ら
す

め
改
項
条

改

改
に
４
同

に

。
る
１
２

る

る
め
第
第

め

改
第
に
ら
」
か

。
号
項

。

北

第
各

項
で
同
ま
、
項
め
８

に

当
が
３
号

則

」

、
設

自
体
」
に

第

改

該
一
項
」

め

環
に
改
め

条

る

然
的
に
改

備
る
。

第

境
整
め
る

・

。

へ

」

荷
る

）

負
れ

条

の
さ
。

低
の

を

を
も

則

る
則

規

す
規

第
第

減
を

を

規
第

こ

則
一

公

道

の

に

海

）

こ

北

号

。

高

次

る

を

す

事

部

布

知

１
後
る
、

の
さ

う

橋

よの

の
の

以
た

項
の
日
こ

日
れ

に
備

規
則
前
規

後
設

に
規

す
６
ま
の

新
に

定
第
日
則

に
行

さ
い

る
条
で
施

設
つ

、
は

島
規
到
の

れ
て

離
の

興
に
す
か

又
、

振
定
来
日

場
起

増
お

対
よ
る
ら

は
な

規
月

実
申
合
算

設
従

策
る

し
島
に
経

算
離
定
を

起
る

申
る

２
興
る
す

て
振
よ
過

経
実
の
と

を
策
請
日

月
対

は
。

す
地
限
る

過
施
期
す

設
条

の
象
同

日
対
、

る
域

前

海

中
中
号
定
６
規
第
の

道

れ
っ
で

な

わ
あ
り

公

第
い
１
域

る
て
な
第
地
廃

特
若
物

の
３
。
種
等
棄

も で
号

る
う

４
５

す
い

あ
及

別
し

風
雑

め
）
た
。

章
章

の
第
加

第
第
８

地

号
条
域

他
７
え

の
号
る

の

民

工
を
。
土
を
条
」
例
住 の

作
第

地
除
第
に
第
改

物
８

を
く

第
常

を
号

階
。
項
め
条
日

る

改

は

に

設
と

段
）
を
、

７
同
と
同
殺
だ
７

す

み

正
第

第
条
条
し
項
傷
し
条

条

よ
中
４

４
第
第
、
第
し
書

同
２

項
４
各
項
項
条
号
う

項
該
７

号
第
中
第
中
と
当
第

す

」

さ
前

を
号
第
項
、
る
植
号

地
の
あ
て

れ
の

施
請
に
し

て
月

設
に

域
期
っ
２

る
例

同
７

条
条
条
に

対
限

め
７

条
条

第
第
第
第
改
第

４
４

第
第

条
項
項
項
、
条

４

条
４

項
項

第
中
」
第
同
第

第
中

４

を
５

３
項
第

号
第
項」

を
規

日
備
の

第

」
７
第
」

１
項
第

の
設
に

で
新
定

ま

改
」

７
」
に
号

第
号
」
１

第

め
に

条
を

同
め

４
第
、
改

項

廃

第
条
条
、

報

物

て
第

域
は
棄

っ
び

地
く

処

５
号

は
然
の

第
５

又
自

及

か
ら

２
地
理

号
か

第
草

清

第
９

特
内
び

ら
第

種
等

に

号
ま

地
お
掃

９
号

別
に

す

で
に

若
て
関

ま
で

域
い

。
同
同
４
生

る

に
掲

し
行

す
、

に

条
項
項
活

置
し

状

同
７
維

る
第

造

第
を
第
の

」
３

成

第
に
の

に
号

す

項
条
号
持
掲
た

改
か

る

と

め
ら

も

し
と
る
に

、
第

の

、
項
げ
め

６

で

同
、
為
要

そ
号

な

条
し
行
必

同
に
と

の
ま

い

第

他
で

こ

動
物
」

土
を

と

項
条
係
認

」
７
中
又

第
を
条

は
物
」
を

第
第
」
又
を

条
第
４
７
を
は

第

項
条

採
当

第

動
第

４
条
第
第
若
取
該
条

く
若
植
４

項
第
９
４
し
し

」
第
は
し
物
項

各
４
号
項

」
第
を
８
」
く
」
第

号
項

号
に
は
に
９

に

め
」

改
号
第
」
改
損
改
号

を
め
傷

め
及

号

に
項
を

」
７

に
条

を
条

改
第
条
改
中

第

め
４
第
め

第

第
４

、
項
４
、
第

項

同
第
項
同
７
条
第
４

条
第

号
４
」
条
条
第
４
項

第
３

エ
号
に
第

４
号

中
」
改

項
」

を
め
項
項
」

第
を

に

、
中
各
に

３
お
第
同

号
改

条
第
」
め

第

いて
条
第
７
を
、

号

条

１
第
第
同

」

号
４
」
項
項
第

を
第
か
１
ら
項

第
号
第
中

」
で
条

第
改
ま
７

条
に
項
第

第
同
規
４

項
、
の
第

４
め

れ
法

掲
げ

く
わ

１
項
定
項

る
基

第
る
律

げ
る

は

和

準
に

種
の
昭

基
準

３
も

に
適

特
で

法

合
す

地
い
年

適
合

別
な

律

す
る

域
こ

号

も
の

う
。
第

る
も

の
と

外

の
に

ち

第

）

又
つ

植

号

地
１

中
第
る
め

は
い

生

許
ら

を
号

農

の
基
る

階
ず

林

第
項
可
れ

繰

業

条
次
準
も

段
つ

漁

７

、
若

に
り

を

第
に
は
の

状

む

項
の
次
し

造
下

営

４
次

は

す
、

た

第
１
の
く

成
げ

号
を
お
農

る
第

め

６
項
と

め
号

必

」
加
り
林

た
２

に

る
す
業

」
の

要

を
え
と
漁

、
び
条

、
し
、
に

を
次

と

同
第
第
第

よ
同
改

と
う
項
め

４

項

同
同

を
号
項
条
す
と
を
、

植
る
条
項

同
」
第
第
る
す

４

条
に

２

第
改
号
項
物
卵
第
第

め
」
第
」
に
の
係
項
号

項
、
に

動
し

と
同
改
号
次
る
と
中

し
項
め
及
に

、
を
、
び

物
、
を
条
築

同
同
同
第
、
」
同
建

捕
を

条

同
条
条
項

条

」
第

を

改
第

を
４
項
第
第
項

に
４

項
中
４

項

が
第

項
条
同

め

第

同
第

定
４
第
第
第
条

、 項
３

め
号
７
５
４

号

ら
」
条
号
項
と

１
」

れ
に
第
」
各
項

第

項

」
し

号
に

て
改
４
を
号

改

お
め

改
同

め

り
、
第
第
に
、

中
、

、
同
４

第

７
同

か
項
号
条
め
条

第

号
第
中
第

条

つ
第
の
第
、

」
７

２
条
を

改
イ
７
」

に
号
第
号

、

第

め
中
同
第
４
第

条
７
項 号

４

９
第
１
第

第
条
第
条

」
を
第

中
項
」
項

項
４

公
て

の

第

第
を

２

益
は

復

２

号

困

１

必
こ

が

第

上
、

元

条

で
限

難

項

要
の

。
付

削
に

認

第
。
る
に

り
次

め れ

第

だ
し

、
の

ら

条

た
随

、
行

項
号

る

４

し
て

同
１
中
を

も

項

る

第
第
を
号
獲
加
第
す

同
」
し
え
中
を

項
項
条
に
若
、
項
」

め
く
号

中
と
第
改
し
同

し

条

第
、
項
、
は
た
第
そ

第

」
３
２
４
同

に
号
」
項
項
項

第

３

項
項

改
中
を
第
第
中

４
中

め

６

、
第
第
号
号
第

」

」
中
７

第
を
同
７

７

第
号」

条
第
条
に

第

項
、

項
第
４
め

４
条
第
改

第
４



生
景
風
る

引
い

は
植
風

す

景
険
の
地
景
事

き
。
風
危

保
は

き

地
な
保
の
地
項

続

竹
又
護
護
、

耕

保
木
全
保

生

の

協
の
は
に
協
植

作

護

目

定
伐
復
関
定

第

式ま
第

し

条

景

風
風
く

で
３

風
第

地
条
景
景
は

」
章
４

保
例
地
地
家

に
の
章

の

め
に

護
第
保
保
畜

改
次

護
護

、
次
風
協

定
牧

同
の
景
定
条
協
協
放

第
第

例
記

条
１
地
の
第
定

第
第

理

第
様

集
支
集
を
条
条
条
号

切
第

３
式

積
障
積
適
を
中

し
木
又

第
項
、

、
の
は
に

、
別

又
伐
貯
行
条

例
第

は
採
蔵
う
と
条
条
記

貯
が
に
こ
す
第

ら
集
利
集
集
れ
集

め

園

そ
し

然
れ
積
用
積
積
以
積

自

、
の
、

的
る
し
地
し
し
外

か
又
又
道
又

、
も
、
点
、

で
は
ら
は
は
路
は

社
の
又

経
あ
貯
明
貯
貯
の
貯

会

規
申
も

に

る

平

定
請
の

成

す
に
で

る
係
あ

年

廃
る
る

８

棄
場
こ

月

物
所
と

８

し
域
保

的

区
採
元
連
区
の

内
木
歩
て
内
全

等

域
、
、

自
は

供

の
竹
道
必
の
又

に

本
施
と
然
復

さ

自
の
等
要

の

な

の
数
設
さ
の
元

れ

然

維
る
景
た

い

風
の
の
れ
風

見

地
整
持
も
地
め

と

景
調

で
保
施

込

の
、
又
の
の
の

理
枝
補
な
護
設

ま

管
整
は

目

を
章
保
基
３
区
区
の

れ

は
は
的

第
を
護
準
項
域
域

加
協
）
第

条
え
定

３
、
、
の
に
下

と
る
及

号
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現
以

、

公

規
境
耕

し
。
び

に す
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の
作

第

園

定
界
作
耕

的
目

章

理

る
明
目
の

４

管

第

体

則
に
又
的

を

団

規
確

５

で
定
は
等

僅
係
と
る
３
第

蔵

号
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少
る
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項 条
第
式

る
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さ
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条
様

る
の
て

例
３
又
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あ
地
れ
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別

崩
こ
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第
項
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と
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第
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に
も
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し
記
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は

る

、
例
様

散

る
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項
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号

路
蔵
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こ

条
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式

し

計

蔵
蔵

り
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済
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蔵
ょ

す
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す

う

と
る

る
る
か
る

に
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こ
す
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件
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物

高
土
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土

望

条

の
メ
の

さ

に
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５
地
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外

れ

か

樹

が
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木

ル
線

も

が

そ

メ
周
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周

る
他

ト
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が
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線
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な
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ル
、
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敷

で

、
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園
れ
境
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積

遮
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又
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日
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の
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に
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積
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箱

農

方
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そ
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る

れ
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の
ば
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関
、
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地

に
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す
草
れ
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農

事
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の

る
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す

れ
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項
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類

さ
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施
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を
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栽
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る
さ
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定
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る
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め
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。
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し
う

す
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に
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さ
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畜

ら

る
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お

げ
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掲
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例
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す
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別
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項
に

れ
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号

が
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別
式
第
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つ

第
記
か

い

、

別
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え
事
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該

第
号
記
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物
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線
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に
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５
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設
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ル
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施
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等
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又
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が
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蔵
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い
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な
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で
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木
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備
こ

は

た
虫
、
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関
ら
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に
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第
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に
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な

又
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第
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６
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縦
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と
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の
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。
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又
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岸
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３
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４
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、
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８
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を
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岸
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６
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９
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第

区

事

の
同
河

条

し
る
な

路
、

規

は
査
前

管
法
川

の

く
調

定

定

同
又
調

理
第
予

中
、
加
立

に
保

法
は
査

又

第

第
え
ち

立
安

項

る
入

ち
林

３
付

こ

る
同

号
帯
号
。
る

入
、 第

に
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第
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う

項

こ
法
又
係

め

と
第
は
る

。
３
木
土
条
に
条
の

る

第
項
す

記
６
と

別
第
条

」
。

傾
区
に
化

急
険
め
文

危
た 入

護

地
の
ち
保

斜
域
立
財

の
管

報

と
は
第
、

に
又
こ
又
条
し

項
は

う
木
。
流
１
又

伴
は

規
蔵

の
の

の
に
貯

物
材

通
す
る

積
産

業
定
す

集
生

事
河
と

は
伴

伴
る
こ

又
に

に 生
そ

蔵
発

発
川
。

貯
い

い

の

獲
２
ル

明
す

す
の

で
生

に
項
れ
理

し
を
以

園
１
そ

又
条
の

お
の
ら
由

、
同
下

定
卵
よ

は
第
高

い
規
の
に

さ

て鳥
に
を
り

殺 す
と
、

獣
よ
採
緊

傷
号
で

環
し
に

る
し
か

の
る
取
急

同
、

護
境
、
保

こ
、
つ

保 及
大
若
護

と

び
臣
し
を

。
号

同
同
み
こ

狩
又
く
要

の
平

で
は

よ
条
号
族
と

的
又

に

同
昆

立
捜

る
第
を
、
。

ち
査

検 、
と
第
等

入
、

査
号
条
虫 を

る
遭
こ
難

調
し
そ
同
と
獲

と
者

査
、
号
捕

第
、
、

救

の
条
し
し

。
の

同
若

助

他

そ

こ

地
第
立
第
許

の

れ
号
号
し

を

の
の
に
４
ち
４
可

条
竹

第
る
第
受

規
所
お
項
入
項
け

定
有
け

こ

に
者
る

。
の
行

よ
又
行
号
と
号
た

測
使
を
規

規
為

る
は
為
の

う
に

に
は

量
用
行
定

定
又

り
の

た
び
た
よ

よ
こ

の
及

に
益
に
知

知
条

め
収
め
り

壊
又
こ
第

崩
理
る
法

に
は
と

災
の

１

る
項

第

よ
同
。
条 定

防
に

規

の
定

に

害
規

項

傾

史

関
急

る

に
る

す

止
よ

公

か
根

木
の

ら
る

る
他

す

伐

を
の

風
、

ず
共

に
株

く
供

維
木

積
に

の
採

集
用

致 に
は

、
す

持
又

し

号

障
条

は
水

支
枝

又
る

外

の
を

貯
路

第

な
森

蔵
の

猟
は
は
す

次
方

い
林

す
管

傷
動

次
ー

の
知
損
る

に
メ ル

正
の
す
物

の
ト

適
事
化
許
る
を
と
獲

を
下

に
可
こ
捕

号
以

え
面

す
係
。
し

加
の

関
に

。
で

法
鳥

又

る
積

る
る

、

を

そ

物

律
獣

は

の
く

成
獲

ら

集

平
捕

れ

を

こ

に

次
は

他

ら
中

ら

す
７
次
傷

れ

類
第
に
殺

類

行
第
４
、

に

る
条
の
し

る

を
項
を
は

す

為
４
号
又

務

う
８
え
れ

業

行
第
加
そ

行

め
」
。
の

を

た
号
る
ら

事

事
の

た

立

を

う

に
を

卵

号

ち
目
ち
が

が
各

立
を
立

と
る
定

定
に

入
的
入
指

指

る

る
定

こ
す
こ
す

す
規

る

る

。
権
。
区

区
す

と
る
と

に

隣
為

を

内

の
行

利

域

域
う

る

す

地
行

す

存

接
を

有

る
斜

跡

が

施

お
た

者

る

に

然

第
壊

天

律
崩

勝

法
地

名

域

物

第
区

念

条
険

記

３
危

規
定

理

に
指

管

項
の

の

１

理

る
的

復

す
目

は

定
を

又

も
内

る

の
に

こ
の

号

し

に

積

。
め

集

と
た

、

必

し

の

積

採

又

法
若

を

、

年
、

卵

し

は

す

貯

第
く

取

は

律
し

取

め

ち
第

採

に

入
４

若

ち

こ
第

、

立

る
条

し

そ

設

い
め

る

。
項

し

入

と

条
む

所

維

、
や

の

の

て
、

は

理

第
得

又

管

例
を

有

持

め

斜
る

た

傾
す

の

急
と

旧

壊
の

立

崩
査

に

地
調



定

第

げ
農
森
林
森
規

イ

に

農
る
業
林
道
林 第
る

号
林
行
を
の
の
法
す 保

、
漁
為
営
保
整

第
業

む
護
備

を

た
管
に
条
安

号
営

め
理
当
若
林

第

第

外

尊

の

ア

条

重
利

条

条
が
別
第
保

し
用

者
特

確 す

知
、
調

事
土
整
例
行
地
第
た

は
地
地
第
う
域
条
る

も
内

、
所
区

号
に

利
有
に
条
の
で
６
め

第
と
号
の

用
者
お
第
で
行

し
と
２

第
第
を第

号
、
し
を
土

号
号

７
所

と
の
号
か
第
、
第
地

第

し
７
と
ら

と
者

、
を
し
第
号
７
号
有

の
号

第
第
、第
号
２
の
し
等

ま
を
２
、
と

号
号

第
の
と
号
で
第
を
同
の

る

を

危

は 蔵
中

海
地
集
急
険
港
貯
条

域
法
す
第

岸
す
積
傾
区
湾

保
べ
し
斜

全
り
、
地
の
第
る と
を

区
等
又
の
管
２
こ
号

の
第
。
第

域
防
は
崩
理
条

の
止
貯
壊

砂
す
海

蔵

平

防
る
岸

成

法
こ
法

第
と
第

年

１
。
２

８

条

条

月

に

第

８

っ
く
定

、
む

に
の
た
し
予

め

常
め
て
は
森

第
た

通
た

、

号
に

行
に
必
第
林

、
行

わ
行
要 事
の
法

第
う

れ
わ
な
条
同

第

る
れ
行
る
前
２
第

号、
条

為
行
調
に

１

を
定
に

第
第

為
査
規
条

、
、

う
る
定

号
号

行
す
規

第
要

調
等
け
４
あ
わ
、
必

て
る
７
な

整
と
る
項
っ
れ

定
５
次
行
号
施

地
協
認
第

の
し
等
号
に
為
、
設

区
議

９
係

指
な
を
に
掲
で
第
に

る
に
号
る

定
け
要
規
げ
次

ば
な
す
も
掲

部

に
れ
し
定

当

湾
に

た
な
い
る
の
げ
港
分

す
も
施
限

っ
ら
行
規
と
る

）
で
る
の
設
る

て
な
為
則

第
条
協

は
い

し
の
を

を
議

を
、
３
６
号

第
第
を
号
と
号
第
）

第
ず
し
と

つ
、
し
条

号
号

第
し

と
の
号
繰
第
、
と

し
６
と
り
を
号
同

、
を
し
下
号
７
、

第
、
第
を
条

第
第
、
げ

第
の

第

号
号

号
９
次

の
と
号

９
し
の
号
と
号
に

管
法
蔵
に
た
５
に
に

と

理
第
す
よ
め
項

号

条
こ
災
必
規

し

の
３
る
る

す

第

め
第
と
害
要
定

、

た に
１
。
の
な

必
項

防
物
る

に
集
湾

か

要
に

止
を
港

号

設

第

物
定

関
積
施

ら

な
規
を
す

す
し

集
る

る
、
に

規

２
積
地

法
又
お

号

日

定

項

す

に

金

る

規

曜

砂

定

日

防

す

）

理

共

管

公

の

般

備

一

設

る

る

第
第

こ
保
す

は

岸

又

海

４

と
安

施

、
、

、
安

号
号

。
林
保

５

法
設

第
第

同
区

号
号

第
地

又
、

若
し

は
第

条
若

第
号

し
く

第
法

に
び

は
同

号
及

く
は

び
）

、
。

定
。

及
。

掲
第

区

行

路
第

の

る

航
、

そ

め

域

為

標 の
第

の

、

そ
、

内

は

識
号

土

道

地

立

他 の
第

有

然

舶
、

所

自

船
号

者

公

等

園

交

、
２
の
し
と
次

の

の

通
号

第
第
を
４
、
し
の

を

第
を
第
、

第
９
第
条

号
号

号
６
を

と
の
号

第
の
え

し
５
と
号
を
号
加
３
る

、
を
し
と

第
第
、
し
第
、
号
を
。

第
と
第

号
号

し
８

の
と
号 第
の
第
と

８
し
を
号
、
号

３
８
し

を
、

て

で

し
す

律
は
い

ま
第
第

又
り

３
蔵
荷

を

、
べ

第
貯

は
防

条
す
役

１
こ
目

ず

貯
止

第
る
の

号

に

繰

す
域

項
と
的

つ

蔵
区

下

こ
管

規

必

り

る
の

に
。

、

。
の

す

な

げ

と
理

定

要

め

急

を

第

た

る

物

し

の

若

持

域

維

区

に

傾

集

第

要

法

必

同

に

は

め

く

た 物

３

な

北

第

し

項

積

１

集

第

を

条

げる
号

条

為
掲

２
に

行
に

の
条

捜
路
法
前
入

得

務
は
水

立

ず
国

号
の

通
又
当
査
業
令
各
り

そ
規
に
認

過
は
該
そ
務
の

務
他
の
定
掲
定

す
地
業
の

産

用

安
第

財

利

の
、

る
方

権

者

全
、

を

以

を
号 用

航
鉱
文
測
土
利
利
利

権 係
調
調

路
業
化
量
地
に
用

第
は
る
整
整

標
権
財
法
又

有
護
３
木
土
地
地

識
を
保

の

号
を
号
、
第
６

号
号
と
第
を
第

と
の
し

号

し
４
、
号

、

前
す
急
険
う

岸

事
地

危
行

全
す
調
べ
傾
区
こ

海
保
地

。

法
区
べ
査
り
斜
域
と

岸

止
の
管

第
域
り
、
防
地
の

２
の
等
同

要

地

し

の

必

斜

積

号

な

崩

、

物

壊

又

を

河
を
規
目
砂
さ

定
の
を

定

業
業
川
目
定
的
防
れ

漁
漁

第
土

を
取
法
的
に
と
法
た

る
る
１
地

営
締
第
と
よ
す

む
り
３
す

海

貯

す

は

定

又

規

、

に

道

規
条
と

公

は
保
又
る
項
す
１
定
第
。

基

こ
公
及
の
他
に
げ
の

安

る
行
準

と
共
び
公
こ
よ
る

の
ら
検
為
）

。
団
非
共
れ

、
附

が
災
秩
に
査
に

体
常

令
に
を
す
調
帯

法
害
序
類

持
業
そ
る

に
対
維
る
査
す

他
為

づ
す
す
務
の
行

基
処

れ

そ
た
た
行
こ

き
る
る
を

法
条
竹
地
区
区

の
め
め
う

持
る
第
の
の
に
の
以

維
す

規
所
お
区
外

管
者

内
区

理
が
条
定
有
い
域
の

又
行
に
域

そ
行
第
に
者
て

項
る
は
う
存
に

の
う
１
よ
に
測
使
行
す
お

他
第
の

施
て

船
条
規
量
用
為
る
い

す
行
び

設
、

舶
第
定
を
及

の

益

維
の

交
号
る
う
収

を
こ

管
防
法
区
崩
理

通
又
史
こ

に
は

第
理
止
第
域
壊
又

条

第
条
指
よ
同

２
を
法
３
の

の

に
う
２
第
定
る
項

項
行

項
目
害
規

規
こ
条
１
を
災

す
。
４
に
的
の
定

定
と
第

定
す
止
よ

る

項
規
と
防
に

関
急

般

規
す
る
に
る

一

に

共

す
地
査
す
傾

公

定
る
調

に
監

た
の
条
る
河
も
条
の

保
を
規
視

め
業
第
調
川
の

を
項

全
含
定
を

に
務
１
査

通

る
う

常
行
に
同
区
む
す
行

の
）
砂
こ

行
う
規
法
域
。

す
６
指
を
防
と

わ
こ
定
第

る
。
る
条
定
行
設
。

れ
と

１
は
こ
の

行

河
第
又
う
備

法
。
理

そ
項
同
と
管

為

川 の
に

報

予
規
区
に
地
項
設
３
施
第

管
安

の
保
林
る
森
す

定
定

の
の
こ
ら

し
事

若
設
理
施

務
務
。
類

務
業
業
と
に

任

行

れ
係
交

る

さ
に
、

す

と る
練
安

い
訓
の

為

て
る
通 保

者
む
確

難
含
を

遭
を
全

持
条

助
、
る

救
）
す

を
。

名
。
目

管
の

の
は
跡
と
を

勝

的

理
各

安
第
全

然

す

る
に

を
号
天

と

す
号

為
定

保
掲
記

る

行
規

確
に

る

る
る
物

利

す

す
げ
念

権

為

め
為
管

有

行

た
行
の

を

は

者

行

行

又

る

を

の

理

す

海

る
す
を
る
斜

復

が

う

為

り
う
律
崩

岸

地
べ
行
法
地

３
危

域

べ
防
こ
第
壊

区

す

は

防
区
。
条
険

又

り
止
と

法

工
の

１
域

同

止
域

第
区

３

の
理

に
指

第

事
管

項
の

第

施
は

定
を

条

実
又

規
定

項

当
項

る
的

１

に
同

す
目

し

他
規
第

若

の
定

１

維

共
る
第

は

公
す
条

く

に
区
の

又

用
川
項

持

の
河

に

法

す
の
定

同

供
域
規

は

路
、
る

２

水
定
よ

第

る
指

く
業

管
法
川

の

の
同
河

条

定
当
指
に

の
施

そ
実
は
の

と
必
的
て

目
っ
を
た

号

す
要

外

る
な

第

査
前

調
事

業

た
の
の

る
罪
め

す
犯
た

そ

た

業
又
、

の
防
務

め
予

う

有

や

行

所

、

を

の

め

旧

の

急
と

。と

は

を

こ

又

む

定

斜
る

規

っ
規

傾
す

に

た
よ

崩
査

す

必
に

地
調

定

て

第
予

規

海

な
る

壊
を

る

要

定

定

理又

指

り

そ
第
の

よ

は
条
地

に

又
調

指
項
定

指

の
１

は
査

号

第
う

法
行
同
を こ



４
正

２ 知
号
な

平

立
立
前
事
に
利

成

入
入
３
又
規
用

認
認
号
は
定
を

年

定
定
に
指
す
図

８

証
証
掲
定
る
る

月

の
を
げ
認
注
た

８

有
受
る
定
意
め

第

２

第

指

を

条

定
前
約
立

条

用

る
入

認
項
す
入

利

す
立

例
調

も
り
条
定
の
る
認
条
証
第
整

の
の
例
機
申
書
定

地

で
認
第
関
請
面

に
書
を
の

あ
定

の

る
の
条
提
に
添
記
条
区

こ
申
第
出
は
付
載
第

必
知
る
前
支

エ
オ
カ

入

に
号
を

ご
球
非
要
事
も
各
障

利
で
に
及

み
技
常
以
が
の

場
に
用
あ
掲
ぼ

そ
そ
の
上

他
他
合
大
調
る
げ
す

の
の
の
こ
を
き
整
こ
る
お

な
利
あ

号

方

が

の
ア

イ
ウ 生

に

い
用
る
生
）
野
野
法

２
動
動
よ

も
調
も
き
第
生

と
い
条
物
物
り

の
整
の
て

し
区
し
る
に
に
の
撮

と
地
て
に
て
動
規
え
生
影

第

が

条

調
も
調

条
用
い
用

利
な
利

地
と
地

第
整
の
整

例 第
の
て
の

条
区
し
区

日

の
関
項
必

効
け
も
機
事
に

期
た

金

間
者
の
は
そ
要

曜

の
ほ
、
の
な

日

氏
か
前
他
事

）

つ

そ
の
利
に

名
、
項
の
項

認
整
て

他
入
調
い

の
立
用

類

な
証
区
書

要
定
地
、

必

２
し
、
し
事
４
名

事
の
の

）
項
て
利
な
項
項
称

と
請

者
れ

立

の
行
用
け
）
の

。

前
な

認

定
も
が
ば

入

規
う

第
な

証

よ
と
条
ら

定

に
の

号
。

は

認
る
３
い

に

る
す

第

に

申

ら

次

の

か

、

定
。

れ

汚
れ
除
な
地
と
も
そ

請

ご

の
が

物
に
き
音
区
。
の

す
屋
は
と

ほ
な

又
類
、
又

、
も

廃
る
外
強
に

か
い

は

お
光
め

利
の

物
野
に
い
定

し

捨
ス
い
を
る

用
と

を
外

す
意

整
て

て
ポ
て
発
注

調

又
ツ
火
る
事

地
、

、
ー
花

を

内
事

は
を
、
こ
項

区
知

次
植
定
さ
息
、

放
す
拡
と

知
い
に
物
す
を
状
録

、
お
事
て
掲

る
与
態
音

影
観

が
、
げ
食
身
え
に
、

障
こ
響
察

利
風
る
用
体
る

為
供
害
と
を
そ

用
致
行
に

整
は
を
す
者
。
及
の

調
又

助

す
の

地
景
行
る
補

ぼ
他

の
も
の
犬

方
行

区
観
う
も

と
を

と
維
の
及
を

法
為

ご
域

１
区
、
区

に
持
で
び
除

の
が
の

第
内
事
内

項
域
知

又

に
致
用
致

号
風
利
風

２
景
地
景

定
は
整
は

規
又
調

維

規
の
ご
の

る
観
区
観

す

交
区
の

で
持
に
持

則
維
と

際
の
そ

に
内
付

付
域
交

項

適

、
又
の

て
致
他

し
風
の

者
観
な

用
景
切

利
は

北

よ

し
持
に

対
維
法

に
の
方

ま

る

、

号

げ

は

５

掲

、
及

基

を

第

の

項

記

で

事

別

る

式

遵

す

様

を

載

号

準

記

立

と

請

て

の

申

し

も

の

守

る
声
。
守

の
が

を

ち

す

書

と

致
用

す
こ
機

る

風
利

置

整

こ
。
の

と

又
調

る
と
そ

区

。

こ

に

景
地

と

他

も

は

己

維
と

ら

自

の
ご

れ

、

観
め

す

責

と
定

類

の

持
に

に

お

適
基

も

に

の
る

る

任

そ

て
う

定
と
な
身
く

し
行

の

こ
障
）

、
こ

め
そ
い
体
。

。

期
適
と
害
を

知
と

る
の な

補
意

が

間
正
。
者
故

事

用

犬
持

用

で
利

助
に

利

内 こ
支

込

整

る
に

法
ち

調

あ 。
を

成
こ

区

と
障

平
む

地

と

ご

及

め
そ

定
と
定
と

ぼ

年
。

と

基
適
人
適

る
の
る
の

め
そ

範
利

は
な
の
な

準
正
数
正

に
に
内
に

次
用
囲
用

、
利

る
を

げ
障
あ
障

掲
支
で
支

の
ぼ
と
ぼ

も
及
こ
及

る
を

海

そ
、

第
び
り

第
適
明

条
の
説

道

第

は
止
合

一
す
に

条

認

公

指
を
場
、
定

定

部
る
は
認

又
に
係

係
定
自
合
次
関

関

る

務
定
行
は
掲
事

事
認
ら

は

と

又

こ

事

る

。

知

入

第

２

第

出

計

出

出

し
条

画
条
し
認

条

行

て
業

書
例
て
定

て

し
事

例
う

行
計
条
及
第
行
関
条

う
係

う
画
例
び

の

も
等
第
収
条
も
事
第
も

支
第
の
務

用

て

な
に

を

い

正
準

の
の

２

、

ち

用
合

い

立

利
適

第

関係
条

条

務
第

申
認
申
前
定

事
例

認

請
定
請
各
関
条

者
関
者
号
係
例
の 施
第

が
係
が
に
事
第
実
条

律

定

す

法

に

法
事
条
掲
務

る

そ

第

め

お れ

２

第

出し
前

目
そ

条

又
設

定

て
項
定
申
録
の

指

若
の
は
立

認
条
行
の
款
請

も
請
し
日
こ
時

定
例
う
申
の
書
く
の
れ
に

機
第

そ

そ

す
お

お

と
す
。
す

関

。
れ

れ

る

第

請

を

書
条

事

も
認
条
知

う
入

を

行
立

は

と
証
第
又

の
定
例

す
の

報

場
事
る
を

の
機
う
知
げ
務

項
事

継
は
合
が
事
知

引
関

等
知
同
例
を
に

ぎ
、
、
条

わ
き

）
事
条
第
行
引

が
第
例
項
第
け
ぐ

条
４
条
な
継

許
項
ば
と

第
の
２
れ
こ

第
を
し
ら

条
可
若
な
。

す

と
認
条
予
２
と
の
条
と
４
る

す
可
第
算
項
す
休
第
止
項
。

る
の
２
書
後
る
廃

添
の

の
の

。
申
項
を
段
。

可
定

等
段
え
規

許
規

請
前

よ

規
、
に

の
に

）
の
て
定

許

に
れ
る

請
る

定
こ
よ

申

の

の

る
知
可

可

よ
を
認

）

認
事

関
項

人
務
例
げ
の
条
に
１

施
１
す
後

で
の
第
る
実
第

も

あ
実

規
の

る
施
条
の
に
項
る
段

す
段
程
規

場
の
第
の
関
前

項
か
る
の
を
定

合
方
３
ほ

、
に
各
、
規
規
添
に

は
法

て
る

役
関
号
そ
程
定
え
よ

認
よ
、
認

員
す
の
の
の
に

定
参
可
る
こ
可

の
る
規
他

名
画
に
考
の
認
れ
の

氏
計

に
け

の
条
と
に
は
属
ら
お

附
る
準
る

指
第
す
は
寄
す

。
次
行
事
ず
財

定
２
る
、

目

申
の

に
為
業
る
産

の
項

び
度
の
録

請
規

掲
及
年
も

）
に

る
登
の

）

等
定

げ

る

類
簿
前
請

よ

書
記
直
申

定

添
謄
事
日

指

を
の
の
の

の

付
本
業
の

５
認

。
交
第
定

る
再
条
指

定
に
規
関
の
機

）
項
定

付
入
行
立
て

る
し
よ
出

に
提

項
け
は
い

５
受
く
な

認
う

定
定
項

規
認
３

の
て
第
。

に

り
事
定

よ
係
規

に
関
の

認
務

号

関
全
り

定
の
よ

外

係
部
指

第

事
若
定

提
請

請

可
に
申

申

務
し
を

別

請
し
、

、

申
出
は

は

の
う
第

第

、
行
記

記

は
て
別

その
も

式

式

を
と
様

様

旨
の
号

号

し
。
申

申

載
る
の

の

記
す

を
該
と
申
可
を
申

た

請

請

は

び
記
当
な
請
の
知
請

及

請
に
、

履
載
し
る
等
申
事

い
項

は
提
別

歴
し
な
事
）

第

記
書
こ
を

、
出
記

を
た

載
類
と
記

そ
し

し

を
載

の
て

た

を
う
様

た

説
し

旨
行
号

の
の

類

し
書

記
も
式

書

明

た
す
請

書

し
と
申

た
類

載

な
は
度
す

申

し
又
年
属

類

れ
れ
貸
事

は

け
こ
の
る

請

な
に
対
年

別

ば
ら
借
業

、

な
ず
表
に

第

ら
準
照
度

記 様

。
も
び
立

号

い
る
及
設

申

事
た

の

該
れ

式

の
当
さ

す
の
と

証
の

定
も

請

業
法

、は請申の付
。
交
る

再

の
く
取

第記別

全
は
り

号

し
を
た

若
部
し

部
一
消

く
廃
場

事

書

知

知

請

を

を

申

書

書

る
書

業

提

提

事

に

に

に

事

認

に

に

事

書

知

請
。
を

申

末
あ

を

度
に

書

年
人

定

提

提

産
は

に

財
て

事

の
っ

知

、

申の式様号



記

を
尾
３
よ

別

細
末
の
の

に
外

に
３

第

」
欄
中
う

改
注
第
改

す
お
様

め
６
７
め
申
る
な
号

文
と
、
式

、
の
条
る
請
こ

項
４

の
。
不
そ

同
事
第
。

記

記

別

別
式
中
項

用
の

様

３

第
５

第

な

す
申
る
な
号

事
な
号
、
式

請
こ
お
様
行
項
お
様

地
記
必
そ

文
と
、
式
為
を

用
の
及
入
要
の

の
。
不
そ

つ
か
地
附
」
別
別
外

項

欄
第
３

い
な
所
則
に
記
記
注 の

て
も
有
第
改
第

所
の
者
３
め
１
様
項

有
を
等
項
る
号
号
事

協

式
式
を

権
除
と
中
。
様

、
く

７

の
の

地
。
議
第

中
そ
次

上
）
し

第

２

第

条
よ
の

第

条

土

又
り
実
前

条

の
の
所
知

は
、
施
項
条
地

定
関
規
次
有
事

条
第
指
に

例

等
、

第
条
認
す
定
に
者
は

の
定
る
に
次
の
例

条
申
機
規
よ
の
と
条

第
請
関
程
り
１

認
そ
定認

平

定
の
等

成

関
他
に

係
知
関

年

事
事
す

８

務
が
る

月

に
必
手

８

そ

」

の
３

２
細

字
尾

の
詳
を

文
末

道

抹
外

中
に
第

は
欄

つ
第

自

す
４

第
い
条

立

消
注

こ
事

条
は
４

然

る
の

７
て

４
を
」

園

と
項

第
」
項

公

項

に

」

。
中

」
必
改

の

を
要
め

箇

植

そ
る
応
末

の
１
び
す
に
１

て
欄

字
尾
の
こ
じ
尾

文
末

抹
外
近
。
そ
外

は
欄
付
と

状

詳
６

立

消
注
の

の
注

道

事

然

る
の
況

細
の

自

す
５

と
項
欄

添
項

公

こ
事
」

を

次
は

図

」

。
を
に

付
中

園 の箇

の
、

面
詳

６
中
う

権
を
な
条

第
１
よ

は
す
れ
４

条

に

又
有
け
第

２
７
め

賃
る
ば
項

の
第
改

権

ら
２

第
条
る

借
者
な
第

以
な
号

３
第
。

。
を

」
項

臨
下
い
」

項
４

時設
土

を
」

備
地

第

を
第

そ
所

で
納
条
協
第

の
有

条

７
第

１
書
に

項
に
納
定
付
を
議
え

第

に
、
付
め
さ
加
）
条

る
と
た
る

４

規
そ
す
る
れ

第

す
ぞ
場
こ
手
。

項

定
れ
る
れ
合
ろ
数

手
当
に
に
料

っ
り
、

の

数
該
あ
よ
は

号

れ

域

に
数
て
、
こ

区

料
手

い
の
条
れ
を

の

つ
料
は
こ

関
要
数

日

す
と
料

る
認
の

金

帳
め
納

曜

簿
る
付

日

及
事
）

）

所

生

に事知を類書び
項

に
、
じ
様

は

」

第
応
同

に

等

第
そ
そ

当

条
て
式

、

を

項
詳
３

道

生

４
の
の

該

植

に
を
尾

自

周

」
細
末

立

等

め
に
外

公

」

改
」
欄

然

辺

同
め
３

の

、

、
改
注

園

に

に

所

よ
地

に
細

様
、
の

名

い

は

に
、

示
つ

に

う
形

表
は

当

め
生

る
て

、

改
植

す
を

道

。
周

と
」

該

る
等

こ

自

の

立

辺

。
応

園

を

に

公

況

要

然

状

必

名

す

じ

の

示

他
者

第

条

時
」

項

３
第

一
等

４

第
条

用
い

２

」
項

使
と

第

項
４

た
。

」

改
に

の
う

号

に
」

設
の

、

る
め

め
）

に

め
改

定
財

。
、 様

さ
産

第

同

れ
権

返

指
こ
尊

」

そ

た
を

項

式

は
に
第
納
還

定

て
額
例
を 付
し

に

、
相
第
な
い

た

道
当
条
し
な

当

れ

て

納
る
１
け
。

っ

に
す

な

、

す
の
に
ば

は

付
額
項

な

の

場
入
定
ら

そ

る
収
規

。

域

に
紙
る
い

区

合
証
す

継き引

っ
は
定

内

あ
を
認

。とこぐ

北

そ
様
項

を

細

式
同
事

称

詳

２
そ
次

入

つ

の
式
を

記

に

立
が
道
事
海
知
北
の

目

内

を

に

そ

称

の

て

然
定
自
指

よ

入

要

詳

記

必

の

そ

北

別
う
の

海

記
に
第
加え

道

な 項
お
様
。

事

事
な
号
る

知

が
し

１

と
重

を

の

を
、
式

尾

明
、

第

末

ら
土

同

細
４
４

式

記
」
第

様

別
を
条

改
項

そ
３

第
に

の

す
申
る
な
号
め
」 改
為

末
請
こ
お
様
、
に
行

て
る
関

の
尾
文
と
、
式
同

務

に

第
と
事

地

は
こ
係

土

に

て

別
外
詳
６
じ

欄
の
の
応

３

第
５
を
尾
そ

記
注
細
末

の
」
欄
の

す

注
細

申
る
な
号
事
に
外
詳

中
め
４
を

請
こ
お
様
項
改

文
と
、
式

道海

は
」
項

て
は
４

い
て
第

公

を

に

」
を
」
必
改

る
公
す

的

要
に
、

必
要
め

へ
第
内
例
域
条
区
園 の

の
項
り

４
入
第
立
条
の

記
必
そ

様
請

定
可

申

規
許

入
要
の

特

す
に て

様

地

こ
じ
同

別

る
応
を の

指

の
そ

内

。
そ
式

域

と

定

詳

区

細

地

へ

付
、

内

添
し

域

を
と

式
、
及

欄
の
。
不
そ
様
め

外

用
の
そ
同
び

注

の

式
の

３

文
末
の
様
そ

の

字
尾 外
同
の
近

事

は
欄
を
そ
付 の

項
道

抹

を
立

消
注
様 そ
尾
況

次
自

す
４
式
末
状

公

こ
事
の
欄
」

の
然

る
の

外
欄

よう
園

と
項

、
の
」

に
」

。
中
と
注
に

の
。
不
そ
用
の
植
同
事
に

等
式
中
め

の
５
生
様
項
改

字

」
そ

、

文
中 ７

６
生
様

は
第
を
の
植
同

道

抹

生

」
そ

立

消
条
植
中
等
式

自

す
第

然

る
４
等
第
を
の

公

こ
項
周
７
」
第
生

園

と
」
辺
条
植
中

」

。
を

報

そ

じ
て
式

応
じ
様

に
応
同

細
末

の
詳
４

そ
の
の

て
そ

」
に
外

を
」
欄

細
を
尾

詳

を

め
、
の

改
め
３

に
改
注

に

地

り
け

住
氏

法
在

よ
受

者

あ
び

い

に
及

、
た

所
名

人

次

は
並

、

て
称

で

っ
名

の

代

自
と

主
に

立
の

、
び

道
申

事
者

公
り

る
表

然
お

た

式

立

面
様

の

図
同

務
の

園

許

示
の

り

表
そ

入

に

可

す
同

書

と
に

請

こ
次

申

る
の

の

し
４
は

のそ式

年

様
。

改

細
同
事
地

め
箇

詳
、
の
、

を
、

。
に

に
様
項
形

る
所

の
生

、

い
そ
次
植

は

つ
式

よ
等

当

て
の

該

は

立

を

に
辺

道

」
中
う
周

自

第
改
の

公

要
条
る
況

然

必
７
め
状

の

に
４
等
第

園

に
第
。
を

」
辺
条

箇

第
、
項
周
７

所

第
細

に
４

に

条
詳
を
」
第

は

」

、

４
に
第
、
項

当

項
つ
に
て
第
細

該

」
い
条
詳
を

道立

改
は
４
に
第

自

め
」
項
つ

同

に
て
第

然

、
を
」
い
条

公
項

、
同
事

園

様
必
改
は
４

の
の

７
そ
次

注
式
を

同
様

及

に

項
中
う

事
４
よ

の ８
７
め

び
第
改

号

の
条
る

外

事
第
。

第

中
項

項
４

別
ま

の
名

特
し

所
氏

の
請

地
す

所）

月

域
。

の

応
４

示

の次て

日

しと

を

に

称

て
」

の

名

じ
項

す

記

の

必

を

そ

の

式
要
め
」
項

入

詳
第

要

の
応
同

に

名

そ
に
、
を
」

称

て
式
要
め

を

５
じ
様
必
改

」

入

尾
そ
そ
に
、

記

末

詳
を

号

細に
第
つい
条



記
注

別
外欄

平

第
３
３

４

成

の

す

号
事
申
る
な

年

様
項
請
こ
お
行

８

式
及
文
と
、
為

月

そ
び
の
。
不
地

８

処

許

５

６

７

８

の
４

用
及

な

名

、

分
な
可
用

氏

等

お
立
及
立
行
備
又
お
の
紙

、
ち
び
ち
為
考
は
、
日
の

必
入
立
入
地
」
届
以
付
大

要
る
入
る
内
欄
出
前
、
き

に
者
り
方
で
に
を
に
番
さ

す

な

１

２
３

４

注 添

天

氏
申
る

事

付
縮
行
然
そ
名
請
こ
行
項

為

図
尺

色
の
欄
文
と
為
を

写
他
に
の
。
地
記

地

面

真
行
署

及
入

及

為
名

び
す

ち

ち
間

立
期

立

立

予

備

び

考

入

の

る

者

入

る

定

ち

入

び及地為

場

行

数

経

人

日

そ

所

日

中
事

文
そ

９
の

の
び

金

項

字
の

曜

第
を

は
付

日

７
次
道

抹
近

）

第
よ
自

す
状

条
の
立

消
の

項
に
公

こ
」

４
う
然

る
況

を
め
」

。
に

」
改
園

と
欄

る
の

は

の
は
必
北
号
は

第
。
箇

、

活
、
要
海
、
、

応
の
期
法
動
他
と
道
付
日

じ
人
間
」
状
の
す
立
け
本

て
数
を
欄
況
法
る
自
ら
工

そ
及
記
に
、
令
も
然
れ
業

の
び
入
は
頻
の
の
公
た
規

詳
氏
す
、
度
規
で
園
条
格

細
名
る
１

を
並
こ
日

４

添
び
と
２
等
定
あ
条
件
と

付
に
。
回
を
に
る
例
等 記
す

図
期

通
記
よ
と
の
を
可
入
る

面
間

行
入
り
き
許

に
」

す
す
当
は

施
た

の
こ

そ
分

の
し

そ
る

近
。

付
１

行
場

付
と

の
の 上

法
、
立

の

近
以

方
合
道

印
然

況

状
の

の
押
自

状

の

欄

を
形

示
を
公

」

況
地

表

ら

必
略
」

に

明
図

に
省
園

に

な
き
箇

、

か

要
で
の

は

る

及

着

完

路

し

図
ま
所

地

了

び

範

並

方

名

は

氏

又

び

郡

状の近付の

に

囲

法

手

所

地

字大
町
村

況

市

生

４

、

植

第

は

、

条

に

形

立

辺

に

道

周

」

該

等

項

当

、

然

状

め

自

の

改

北

す

式

の

示

様

園

を

同

公

況

欄

る
る
該
、
を
す
こ

そ

名

示
に

、
こ
行
そ
受
る
と

表

と

す
は

特
と
為
の
け
こ
。

続
も
。

る
、

定
。
が
手
た

と
請

場

政
の
の

こ
申

の

行

に

の
捗
あ

。
者

所

庁
進
に

ま

可
況
て

含

留

許
状
っ

を

て

認
記
、

た

っ

、
を
は

め

査

そ
す
の

数

調

可
入
そ

人

縮

。
は

、

た

面
す
に

形

、

当

生

尺

、

植

該

等

道

周

以

然

状

１

自

の

の

立

辺

分

す

概

の

示

の

園

を

上

公

況

番地字

称

の

況

名

先地

海

要

末

記

必

９

を

に

の

称

の

尾

入

道

予

備

公

行

他
こ
及

全

を

の
る
旨

定

動
類

施

。

の

う

の
と
び

員

地
の

行

為
近

物

行
付

図

そ

の

び
況

）

方

及
状

卵

内
の

び

入

要

記

必

及

を

に

け
り

海
お
お

北
に
と

目

場

然
物
し

自
動
請

立
る
申

道

同
そ

北

様
の

海

式そ

知

特

の

道

別

記
行
別
を為

）

次

地

の

事

者
第
う

な

式
る

項
お
様
い

事
な
号
が

を
、

報

の

着

完
日

考

方
取採

の

種

法

）
法

手

了

）傷損

捕

の

捕

数
取
獲

獲

採 ）
量

）

）
傷

傷

傷
殺

殺

損

。

園
捕
す

公
の
ま

的

所

）

例条
獲 傷

第
殺

第

市
郡

条
）

町
村

規
卵

の
の

項
物
４
動

物

様

動

同

内

に

様

域

定
の

獲

の

捕

そ

の

式

申

次

）

て

傷

し

殺

と
合

記
必
そ
場

物

よ

請

動

の

応
末
、

す
に
９
は

入
要
の

全

と
て
欄
の

こ
じ
尾
そ

る

名

詳
６
の

の
注
員

。
そ
外 中

」

添
項
を

を
事
前

細
の

付

第外号

に
採

地

り

字

在

よ
取

大

称

）

字

名

）

び

傷

及

、
損

自
を

に

立
可

び

道
許

並

の

者

公
け

番

表

然
受

地

代

に

住
氏

法

の

う

者

の

園
た

あ

採

え

に

の

加

所
名

人

卵

て

。

っ

取

る

る

許

た

）

主

）

、

傷

は

損

図

を

務

申

事

可
年

同

表
等
、

に
件
え

面
条
加

次
そ

る
の
式

す
」
様

示
を

。

９

と
に
の

こ
者
式

請
様
申
同

、
を

号

で

）

名

特
の

先

氏

の
い

地

地
、

別

）所の

書
月

所

請

域
次

外
の
以
そ

日

に 行
、
該
し

当
と



応
そ
そ

北

じ
の
の

海

て
７
７

次

事

詳
て

知

の
し

道

そ
と

別

項

に
う

」
よ

様

を
の

細

改
３

４

第

に

記

」 め

す

な

、
申
る
な

事
な
号
、
式

同
請
こ
お
行
項
お
様

地
記
必
そ

様
文
と
、
為
を

そ

用
及
入
要
の

式
の
。
不

記
注
細

別
外
詳
、

欄
の
め

」
様

処

可
は

第
４
を
同

７

の

式

分
な
の
そ
用

改
そ

又
お
日
の
紙

号
事
に
中
め
の

は
、
付
全
の

様
項

き

そ

、
８

届
以
、
員
大

式

を

出
前
番
の

５

６
を
に
号
名
さ

の
植
同

な

事
な

）

す

な

傷

２
３

４

氏
申
る

名
請
こ
お
行
項
お
捕
）
備

獲

欄
文
と
、
為
を
、

の
考

に
の
。
不
地
記
必

方
」

殺

署

用
及
入
要

法
欄

１注

名

の
び
す
に

、
に

平

添

成

付
縮
そ

図
尺
の

年

他

面

８

行

月

為

８

同
る

別

、
え

特

め
加

改
に

の

の

物

そ

内

式

域

様
。

地

者

同

請

積

を

申

集

７

蔵

式

住
氏

貯

様

そ
る
応
末

の

の
び
す
に
７

て
欄

末

字
の
こ
じ
尾

７

文

道

抹
近
。
そ
外

尾

は
付
と

状

詳
５

外
立

消
の

の
注

欄

事

３
然

る
況

細
の

注
自

す

園

と
欄

添
項

の
公

こ
」

を

は

図
び

項
」

。
に

付
及

事

生
注
同

び
箇

、

面
６

及
の

中
等
５
様

必
北
、
前
は

８

記
日

」
の
式

要
海
付
を
、

そ

と
道
け

項
の

す
立
ら
入
本

第
を
事
９

る
自
れ
す
工

７
生

と

も
然
た
る
業

条
植
中
し

の
公
条
こ
規

第

細
、

で
園
件
と
格

４
等
詳

項
周

を

４

」
辺
に
同

あ
条
等
。

と
の
、

と

を
」
つ
様

る
例
き
許
申

す

に
い
式

傷

の

は
可
請

る

第
、
て
そ

用
、

）

し

文
そ
る
応

使
は

た

字
の
こ
じ

具
の

採

場

は
付
と
て

器
他

の

の
法

取

合
道

抹
近
。
そ

自

す
状

詳

名
令

、
立

消
の

押

規

傷

印
然

る
況

細

称
の

損
添

を
定

）

を
公

こ
」

を

等

。
に

付

記
に

）

省
園

と
欄

方

で
の

は

図

入
よ

の

略
」

に
法
る
当

き
箇

、

面

す
り

ま
所

地

分
の

日

の
施
１
行

金

以
方

曜

上
法

日

の
の

）

図な要必
図
に

形
示

地
表

申

と

可

８

許

の

）

そ

所
名

のそ

年

式様同

書

、

請

し
事

４
所

地

に
の

次の

月

６
中

事
は

、

示
項

の
に

形

表

を
当

生

る

項
、

植

す

の
道

周

と
細

次
該

等

こ
詳 い

う
自

の

つ

よ
立

辺

。
に

園

を

は

改
公

況

て

に
然

状

は

。
名

す

を

る
の

示

」

め

、
を
者

こ

を
中

そ
受
以

と

条
詳
」
７

た
に

４
に

の
け
外

。

第
細

手

い
要
７

続
も
当

項
つ
必
第

に
行

に
て
に
条

の
の
該

」

じ
４

捗
あ
為

改
は
応
第

進

行

、
を
て
項

状
っ
を

め
」

を
は
う

同

そ
」

況
て

式
要
詳

記
そ
者

様
必
の
を

入
の
が

」
こ
該

す
旨
い

そ
に
細
第

。
は

、

示

と
行

す
に

形

表

生

る

が

に

、

植

す

。
為

欄

周

と

政

、

該

等

こ

行

は

当 自

の

の

獲

立

辺

。

庁

捕

道 然

状

許 認

）

園

を

、

傷

公

況

可

殺

名

す

可

の

示

面

称

の

そ

採

北

に

な

内

２
３

４

５

式様同

日

氏
申
る
な

事
な

容

す

具

名
請
こ
お
行
項
お
関
を
行
体

欄
文
と
、
為
を
、
連

称

の

に
の
。
不
地
記
必

注

入

要

に

記

必

要

を

に

必

１

予

備

尺
尺
の

付
縮
縮
縮
そ

定

添

他

図
尺
面

る
及
る

の
応
を
て
に
第

こ
び
場

８
じ
」
条

施

。

尾
そ
改
４

と
許
合

末

他

を

に

の

取

方

類

行

種の

記

必
目

場

行
付

集

内入

要

損

の

地
の

お

為
近

積

に

）

物

び
況

蔵

る

及
状

貯

け の

そ

道海

北

公

及
入
要
為
的

然自立道海

署

用

応
概
記

名

の
び
す
に
の
に

字
の
こ
じ
要
入

し

文
そ
る

欄
る

場

は
付
と
て
」
す

た

の

の
に
こ

合
道

抹
近
。
そ

押
自

す
状

詳
は
と

、
立

消
」

を
支

印
然

る
況

細
、
。

木

省
園

と
欄

添
障

を
公

こ

で
の

は

図
の

略
」

。
に

付

行

日

考

為

分
分
１
１

の

施

の
の

分

の

着

完

上

法

上
上

以

方

以
以

１

行

地

表

手

了

概
平

の

の

の
の

及
及

図

に

図
図

形

示

況
面

す

関

集

法

天
立
要

び
び
必

積

地
集
る

連

積

集

土
び

使
積
高

行

蔵

用

さ

為

貯

貯

積
蔵

概

設

）

）

面
貯

の

蔵

的

所

の

物

法

及
）

要

備

方

積集 受を可許

市
郡

の）蔵貯 た

町
村

け

報

第例条園公

、

面
伐

定規の項４第条

形

表
、

ま
所

地

に
採

き
箇

植

す
石

。
は

、

示
転

す
に

去

該

等

こ
除

当

生

る
の

、 自

の

当

立

辺

。
等

道

周

と
に

園

を

為

公

況

行

然

状

該

写

面

色
図
図

然
面
な

の

示

字

の次、で

字

の

大

い

真

ま

番

し

地

請申りおと
に

す

び
に
及

、

人
地

り

法
在

よ

、
び

道

は
並
て
称

っ
名
あ 主

に

立

号

た
代

自

外

る
表

然

第

務
の

園

事
者

公

為

を

に

行

称

の

う

名

す

伴

の

）先

。

地

入

要

の

記

必

所
氏
の
名

特

号

地

所

別

）
域



第
の
該
せ

平

決
職
、

条
実

成

地

定
員
又

調
知
若
を
は

年

査
事
し
し
実

８

）
は
く
て
地

月

、
は
、
調

８

る

別
条
。

第
規
行

記
」
第
を

定
う

条
公 団
第
、
園

号
第

共

は
公

様

の
条
例
業

式
条

体
３
条
事

に

行
か
第
に

中
」

２

３

じ
び
し

あ

検
対

、
帳
質
前
る

公
査
し

又
簿
問
項
と

園
を
、

は
書
を
の
き

事
拒
虚

当
類
さ
職
は

業
み
偽

該
そ
せ
員
、

者
、
の

職
の
る
は
こ

は
妨
陳

別
うよ

第

７

記
に

許

第
改

条

め

報告

可
用

日
の

様
同

の
知

の
紙

号
、 式

北
収
は

付
大

式
様

徴
事

６

番
さ

を

海
及
、

、
き

中

な

分
有
な

処
所

、
考
は
係
、

お
備
又
関
お

要
欄
出
つ
前

必
」
届
に
以

道
執
他
査

に
に
を
い
に

日

海

立
行
人
の

北

自
に
の
障

金

然
関
土
害

道

曜

公
し
地
と

立

日

園
、
に
な

自

）

指
地
ち
木

公

の
実
立
る

然

、
査
ら
若

条

定
調
入
竹

園

園
た
、
く

公
の
せ
し

例

画
必
識
垣

粋

計
め
標
は

抜

改

う
ら
７
つ

園
８
第
て

第
め

公
第
条
い

、

業
ま
項
用

条
同

事
条
２
準

規
る

係
式

）
で
の
す

関
様

、

裏

）

に

）

」
裏

第
定
。

を
）を

条
よ
後

次

、
り
段
町
略

第
の

第
市
省

よ

他
こ
、
れ

、
げ
述

条
村
）

員に
の
と
そ
を

正
、
を

公
物
が
の
提

当
若
し

園
件
で
身
示

な
し
て

事
を
き
分
し

理
く
は

業
検
る
を
な

由
は
な

に
査
。
示
け

の
忌
ら

係
さ

す
れ

な
避
な

る
せ

証
ば

い
し
い

施
、

明
な

限
、
。

設
若

書
ら

り
又

に
し

を
な

、
は

立
く

携
い

第
同

び
公

ち
は

帯
。

１
項

立
園

号
は

別

道

第

自
入
事

、
、

第
記

立
検
業

付
日

然
査
者

け
本

条 係
様

園
）
に

ら
工

関
号

公 条

対

れ
業 格

」
と

例

裏

し

た
規

）
式
を
す

施

）

、

条

園

等
４

る

行

公

件

事

を
と

。

規

業

記
す

第

則

の

入
る

じ
、
要
も
海

応
は
必
て
北

そ
の
す
入
立

て
他
と
記
道

詳
令
も
る
然

の
法
る
す
自

を
規
で
と
園

細
の
の
こ
公 の

付
に
る

例

添
定
あ
。
条

当
は

可

面
り
き

許

図
よ
と

決
が
設
さ

の
要
を
、

）

に

せ
を

又
る
さ
等

定
あ
置
く

園
は
測
採

公
き
、
伐

は
と

業
当
さ
せ

事
、
量
さ

北

改

び
の

関
に

及
そ

条
う

、

の

）
め

第
他

係 」
、

１
団

改
様

第
共

に
同

条
公

同
別

の
が

、
を

項
体

め
式

式
第
様
記

表
号

入
公

し

項
の

ら
園

、

の
規

せ
事

関

規
定

、
業

係

定
に

そ
の

者

に
よ

の
執

の

よ
る

設
行

請

る
質

備
に

求

立
問

及
関

が

入
に

行

る
と

関

粋

執

す
こ

条

抜

。

」

関

と

）

に

こ
。

係

）

同

命

、

を

め

告

改

報

に

し

式様

け

示
行
そ

受

表
該
、

を

裏

行
続

も

る
が
手

た

す
為
の

あ

。
庁
進

に

と
政
の

の

こ

を

は

可
況

て

許
状

っ

の
捗

そ
し

の

可
入

そ

認
記

、

、

道海

２

公

著
し
る
著
の

な

発
せ
に
道 該

該
法
し
、
よ
し
当

当
方

中
式
）
様

道
で
く
展
う
く

と

る

第
す

別
条
。

第
人

記
」

も

第
を

条
利用

、

の
道
み

号
第

た
立
だ

様式
条

第
す

者
の

り

る
条

第
又

は
設
正
そ
次

は

、
置

。

条

当
の
の

標

の次を）

３

４

５

と
と
者
い

く

が

き
き
に
。

第
等
第
あ
土

は
は
そ

１
で
１
る
地

、
、
の

項
囲
項
と
の

あ
そ
旨

の
ま
の
き
所

２

の
地

び

他
土

及

の
、

旨

く
調

事

し
地
。
知

若
実
る

除
に

、

は
査

は

報

仕
惑
員

立
、
悪
望
な
迷
職

み
を
、
方
を
は

自
ご
臭
所

け
特

公
そ
発
休
で
か
、

然

さ
所
引
る
別

園
の
散
憩
客

域

利
の
せ
等
き
こ
地

の
他

ほ
し
。
又

用
汚
、
を
を
と

集

に
又
声
し
、

は

者
物
拡

廃
、
ま
の

団

著
は
機
い
そ

に
当

設

く
物
ラ
ま
他

施

し

然
に

中
」

め
自
り

不
を
ジ

規
公
次

に

の 制
園
に

改

北

、

道
）
の
掲

第
め

海

特
げ
地
行

関
様

自

別
る

条
同

立 公

域
為

係
式

然

裏

又
を

）

て

を
）

条

）

は
し

」
裏

園

団
は

を

例

集 施
な

次

の
号

略

の
第

な
他
各

省

識

理
為
い

置
の

由
行
の

）

設
項

拒
れ

の
定

な
を
ず

そ
規

が
、
に

の
違

限
み
か

他
に

い
は
当

為
し

、
又
該

行
反

り
げ
る

拒
、

１
妨
す

を
て

第
は
は

、
条

の
て
者

み
同

項

ら
の
を

職
れ
職
は
有

規

か
占
通

員
た
員
、
者

じ
有
知

は
土
は
こ
若

め
者
し

、
地
、
れ
し

、
）
、

日
に
そ
を
く

土
及
意

出
立
の
提
は

地
び
見

前
ち
身
示
占

の
占
書

及
入
分
し
有

所
有
を

び
っ
を
な
者

有
者
提

日
て
示
け
又

者
並
出

没
は
す
れ
は

び
す

後
な
証
ば
木

所
に
る

に
ら
明
な
竹

関

当
有
木
機

お
な
書
ら
若

る
規

員

せ
る

職

さ
す

該

去

前

が
あ

て

と
が

し

こ
定

を

は

規

る
き

の

き
と

項

で
る

し
該

よ

だ
当

に

た
、

定

。

等
拠
道

区

快
捨
オ
占
該

地

自

に

念
、
に
し
立

内

の
て

起
は
り
嫌
然

お

を
又
よ
、

し
の
園

て

こ
放
著
悪
公

い

利

項

せ
す
く
情
の

前

さ
置
る
る
騒
を

号

よ
こ
音
催
用

第

外

。
う
と
を
さ
者

２

第

よ

粋

設
ら

第
の

抜

地
な

改

内
。

関
に

区
い

条
う

）

に
同

い

」
、

お

）
め

に

係

何

、
を

、

め
式

は

改
様

て

な
、

又
第

式
第

様
記

同
別

は
１

定に
ら
る
い
円

げ
の

よ
な
万

妨
項 に

入

下

者
定

立
。
以

た
規

に

立

は

金

る

又

罰

よ

り

の

識

処

入

標

者
竹
会

い
い
を
な
し

の
又
を

て
。
携
い
く

住
は
与

は

帯
。
は

所
垣
え

、

し

垣

が
、
な

宅

、

、

明
さ
け

地

関

さ

ら
く
れ

又

係

く

か
等
ば

は

者

等

で
の
な

垣

の

の

な
所
ら

、

請

所

い
有
な

さ

求

有

を

路
の

為

道
定

行

、
規

る

と

よ

の
る

せ

そ
め

さ

法
定

律
に

す

法
ろ

と

の
こ

う

他 に
よ

る

号

と
中
式
）
様

表
号

第
す



第

３

の
土
第

を
と

の
条

４

必
地

検
が
前
請

項

要
若

査
で
項
求

第

な
し

さ
き
に
が
次

６

限
く

せ
る
規
あ
の

号

度
は

、
。
定
る
各

若

に
建

又

す
と
号

２

第
き
を
は
状

前

は
受
必
況
知
条

条

は
規

告

、
け
要
そ
事
の

報

措
他
、
定

の
知
第
た
な
の

者

徴
事

よ

収
は
条
又
置
必
第
に

及
、
第
は
を
要

る

記
」

別
条
。

第

第
を

号
第

１項
省

様
に

号

中
」

２
）

式
条

第
略

第

３

す

の

に

第

る
条

道
第
道
２

前
請

立
項

項
求

。

に
が
次

立

規
あ
の

自
条
自
の
公
定

定
る
各

省
然
第
然
規

項

す
と
号

略
公

号
こ

平

に
と

成

掲
を
げ
指

年

る
示

８

行
す

月

為
る

８

し

お
物

は

る
き
の

く

い
内

こ

職
は
い

は

て
に

れ

員
、
ず

第

、
立

ら

は
こ
れ

当
ち

の

、
れ
か

条

該
入

行

そ
を
に

第

職
ら

為

の
提
該

員
せ

の

身
示
当

を
、

風

分
し
す

１

し
又

景

を
な
る

項

て
は

に

示
け
者

各

、
第

及

す
れ
は

号

ぼ

証
ば
、

に

道

掲

第
執
な
条
る

立
条

す

明
な

る
事
第
処

北
び
道
４

立
立
項

道
入
自
若
条
べ
項
４
分

海

す

立
検
然
し
第
き
に
項
を
第
る

自
査
公
く
２
旨
つ
、
た

然
）
園
は
項
を
い

の
第
の
命
て

規
ぜ
報
条
め

公

保

必

条

護
条
定
ら
告
第
に

園

求
項
要

例

の
第
に
れ
を
４

項
り
者
め
第
が

た
４
よ
た

め

る

粋

に
第
行
に
る
６
あ

抜

必
６
為
対
こ
号

改

に

、

げ

第
め

掲 を

係
式

為

関
様

行

条
同

る

裏

）
を

者

を
）

た

）

」
裏

し

次 よ
第
の

の
よ

第

る
き
の

）
園

園
に

職
は
い

の
に
別
当

員
、
ず

特
号
特
る

れ
か

地
掲
地
該

は
こ
れ

別

又
員

そ
を
に

域
げ
域
職

、

当

は
行
は
の

の
提
該

又
る

示

分
し
す

集
為
集
指

身
示

施
し
施
に

を
な
る

団
を
団

す
れ
は

設
た
設
従

示
け
者

区

区
な

証
ば
、

地
者
地
わ

を
こ

明
な

日

し
と
て
が

金

い
で

曜

る
き

日

者
る

）

が
。
あるときは、そ

自
第

影

書
ら
万

げ

然
４

響

を
な
円

る

公
項

を

携
い
以

行

園
各

調

帯
。
下

為

の
号

査

し

の

の

区
、

さ

、

罰

実

域
第

せ

関

金

施

る

係

に

状

内の
条
況

こ

者

処

第
認

要
号
を
し
と
、
と

）

め

が
の
制
、
が

あ
規
限
当
で る
第
と

る
定
さ
該
き
条
る

よ
、
為
。
２
き

と
に
れ
行 実

又
、

め
る
若
の

項
は

認

う

と
可
く
施

は
そ

る
許
し

同
」
、

）
め

係
改

関
に

条
記
同
別
、
を
め
式
改
様

に 式
第
様 表

号

円

に

に
で

書
ら
万

内

内
い

い
み

携
い
以

お

お
、

を
な

り

し

の

て

て
だ

帯
。
下

い

同

関

金

み

第
に

、

罰

、

、

係

に

だ

者

処

り

条
条

の行為をやめるべき

北

立

道
認

道

海
定

海

北
指

北

関

然

事
機

自

知
定

別

公
改

記

園
め
別
第

北
紙

」
、
記

海
ち

の
同
第
号

道
ょ

箇
様

様

収
う

所
式
号
式

）
様

は
別
式

入
付

に
を
様

と
中
式

第
す

す

記
第
。

記
第

別
条
る

別
条 項

４

第
６

３

第
１

項

す

す

様
に

申
る
号
」

申
る
号
」

文
と
式
改

請
こ
様
に

請
こ

す
文
と
式
改

記
第
。

別
条
る

第
７項

者

又 忌

号
」

第
は

様
に
式
改

条
避

道海

す

公

第

る。

条

第例条園

様
）

公

証
欄

申

定規の項２第条

当
記
の
第

該
第
次に
条

道

）
利

自
様
の
係

立
号
次
関

す
式

調

公
と
様

用

然
式
６

区

名
。
加

地

の
る
を

整

園
め

の

、

。

へ

を

る

内

称

え

、

、

の
。
中
め

の
。
中

同

同 式

第
様

第
様

式

道

関
尾

道

関
尾

条
末

条
末

注

自

）
注

立

係
の

立

係
の

を
の

然

」
の

然

」
３

自

）

園

項

園

事

公

を
事

公

」

に

」

項

た
略

中
め

第
し
省

項

、

の

同

者
）

式

規

第
様

定

注

る

係
の

よ

関
尾

に

条
末

査

項

検

を
事

入

」
の

立

）

又

に

報

に定規の
）
項
略
１
省
第

よ

請

に

ずせを告報るよ

自立道

所
名

、

住
氏

り

者

え

り

加

入

を

立

」

園公然

申定

、

認

を

年

」の物作

書

工

請

、

の

第
次

の

第
中

の

箇

箇

う

に

関
請

所

条
よ

所

条
申

）
の

は

係
に

は

係
文

に

関

当

」
え

当

」
」

、

）
加

、

同

道

、
次

該

に
、

該

に
の

立

様

立

に

道

、

自

第
式

自

第

然

７
を

然

９

園

第
記

園

第

公

条
別

公

条

の

は

第
次

立

加

査

係
に

調

関
う

入

条
よ

、
同

み

に
、

拒

」
え

を

）

妨

様

、

第
記

条
別

、

７
を

げ

第
式

を告報の偽虚は又、

号

し

外

た

第

整調用利の 地

の

１

に」

日

の物作

月

工

名

項

の

６
第

名

項
様

を

を
立

称

」
号

称

」
道

記

式

記

自

を

を

７
第

入

第
と

入

第
然

項
式

を
様
」
号

第
と

号



北
紙

北

平

海
ち

海

成

道
ょ

道知

収
う

年

入
付

事

８

証
欄

月

様

第記別

８

５

６
７
８

９

の

に

を

号

な
認

記

氏
申
遵
用
様

お
定
立
入
立
名
請
守
紙
式

大

、
基
入
す
入
欄
書
し
の

利
準
り
る
り
に
に
て

用
が
の
こ
の
署
は
立
き
第

注

調
異
目
と
方
名
、
ち
さ

及

行

う
こ

る

称

１

２

３

４

手
う
ま
場
ろ
申
こ

数
場
た
合
に
請
と
立
び
立

料
合
、
に
よ
文
。
ち
当
ち ろ

に
に
指
は
り
の

入
該
入

つ
は
定
、
、

ろ
利

４

５

い
、
認
指
納

う
用
う

ち

入

入

の

立

立

立

そ

２

３

方

考

ろ

の

の

参

入

り

り

他

区

１

す

な

と

的

法

と

う

目

う

入

ろ

立

入

の

ち

へ

立

内 認

す

の

と

り

日

利用

金

調

曜

整

日

地

）

定認入立のへ内区

整
な
的
。
法
し
利
入
は
条 係

地
る
」

」
た
用
る
、
関
本
）

区
こ
欄

欄
場
調
こ
日

地
を
工

ご
と
に

に
合
整
と

、
押
区
約
業

と
か
は

は
、

、
自

徒
印
ご
す
規

に
ら
、

め
当
然

歩
を
と
る
格

定

定
面
４

る
該
観

、
省
に
書

期
察

カ
略

添
す

利
間
、

ヌ
で
め
を
と

な
ま

付
る

用
が
自

ー
き
る

の
変
然

整
す

て
手
定
定
付

と
調
と

る

る
地
る

は
数
機
認
す

す

機
こ
道

利
区
期

、
料
関
定
認
関
と
立

用
の
間

道
の
が
に
定
が
。
自

調
名
」

が
額

に

定
相
関
定

然

整
称
欄

認

区
記
は

関
当
係
め

公

地
を

務

」

の
入
、

係
す
事
る

園

事
る

る
入

務
額
を
認

の

名
す
立

所

」
こ
り

を
の
行
定

箇

称

間

項

期

事

る

る

行
北
う
関

た

整

け

調

受

用

を

利

定

る

次

称

、

名

で

の

の

区

い

地

申付交再の証

おと
記
の

書請

北

適
更
探

ど
す
利
す
こ

月年

こ
。

正
と
勝

と
。
用
る
と

る
風

体

適
と

化
な
、

具

の

鑑

に

化

図
場
景

的

正
。

を

、

入

図

た
が
賞

記

を

る
合

真

る

た

の
り
写

す

る

め
あ

影

と

の

画
す
撮

こ

め

計
ま

を
よ

ど

画

に

な

。

計

」
。

に
。
予

う
海
利
係

に

欄
と

調
務

、

は

定

利
道
用
事

は

て

調
入
整
の

当

、

し

用
収

施

道

体

い

整
証
地
実

該

具

区
を
へ
に

立

的

る

地
紙
区

然

当

を

へ
は
の
関

自

に

日

こ
入
る

公

該

記

の
る
立
す

立

す

入
と
り
規

園

道

入

立

認
」

名

自

る

り
。
の
程

の

請申り

認

定
の

称

然

こ

の

。すまし

海

日

道

北

北

公

」

然

事

自

知

立

道

道

海

海

的

準

入

体

基

立

具

の

り

と

り

第記別

４

５

６
７

及

た

号

び

事
氏
用
様

立
認
立
情
名
紙
式

認
具
に
大

入
定
入
を
欄
の

園

。

定

申
定

を

公

と
認
証

名

請

を
る

入

の

申

請
め

記

る

び

１

２

３

注
を

行
と

す

請
ま
を
る
申
こ

当

申

請
め

手

利

数
を
た
行
と
請
と
認
該
を
用

料
行
、
う
こ
文
。
定

区

１

２

３

に
う
指
場
ろ
の

定

入

入

海
へ

認

立

立

北
内

受

定

定

立
立

を

認

認

道
の

然
認

け

証

証

自
入

関機定認定指

報

第例条園

様

公

申

定規の項２第条

定
の
定
体
署
き
第

証
交
証
的
名
さ
た
、
関

の
付
を
に
し
は
条

月
失
入
場
日
係

番
年
亡
記

、
工

及
日
し
す
合
本
）

号
記
又
こ
押
業

指

び
を
、
る

格

認

付
入
は
と
印
規

定

交

定

年
す
立
。
を

日
こ
認

略
４

機

月
る
入

省

に

受
調

の

」
と
定

で
と

関

つ
場
定
合

り

た
地

い
合
認
に
よ

け
整

は
機
、
、

利
区

て
に
定
は

調
名

、
、
関
指
納

用
の

は

す
立

整
称

道
手
が
定
付
道

定
定
る
自

地
を

が
数
認
認

定
の
関
機
こ
然

区
記

認
料

名
す

関
額
係
関
と
公

の
入

定

」

称
る

係
に
事
が
。
園

務
当
を
め

の

」
こ

事
相
務

園
証

利

番

亡

公
定

た

の

を

例
再

調

及

し

条
の

用

号

失

付

地

交

又

第
交

整

び

、

第
受

の

年

立

条
を

区

付

は

項
た

称

日

認

５
け

名

月

入

記

定
で

が

規
の

証

の
い

定

よ

請

に

申
）

名

人
地

、

住
氏

法
在

り

者

並
て
称
っ
名

あ
び
に
及

所

は

号

主
に

立

、
び

道

外

た
代

自

第

る
表

然

る

指

欄
。
証

き
す

事
者

公

と

の

は

滅

す
こ

定

に

が

ま

入

た

請

立

し

。

申

、

失

。

に

定

欄

認

」

の

情

り

事

書

欄
と

た

亡

け

、

年

受

は

を

る
う

所

に
。

を
す
行
る

箇

行

用
定

は

、

う
額
利
認

に

は

当

体

用
北
調
関

、

具

利
の

整
道
地
事

該

的

調
海
整
係

へ
の

立

当

地
収
区
務

道

に

然

道

へ
証
の
実

自

該

区
入

立
を
入
に

公

立

の
紙
立
施

定
す

の

然

入
は
認
関

園

自

の

し

よ
次

失

に
、

滅

認
る

請申り

情

お

事

、
と

た

り 園公然
。
自
す
立
ま

道
し

務
の

園

所
名
住
氏
者請

所
氏

の

号

調

所

用

の
名

利

）
整

日

の

滅

証

は

定

又

月

認

失

定
こ
証
る

名

公

号

し

番

失

再
程

を

の

証
と
の
規

称

園

の

入

称

再

交
」

記

名

の
。

用利の

付

申
定

す

及

交

付

地整調



に
ま

海
区
し

北
地
請

整
申

定
然
認

自
る
。

立
係
す

道 園
関

公

記別

北

第

海

５

６

７

さ

規

道

号

れ

程
用

知

様

事

認
た
認
の
紙
式

関
称
関
可
大

定
名
定
認
の

認

係
を
係
等
き
第

様

る

事

２
３

４

事
記
事
に
さ

財
あ

氏
申
こ

務

っ
申
認
申
そ
名
請
と
認
所

請
定
請
の
欄
文
。
定
の

産

者
関
者
他
に
の

関
所

目
て 、
が
係
が
参
署

係
在

録
は
又

注

は
そ
法
事
条
考
名

事
地

１

２

３

関

関

付
定
申

定

定

添

認

認

事

事

類
若
の

係

係

書
款
請

地

１

を

を

く
の

務

務

し
日

の

認

区

平

指

定

成

定

関

認

係

年

定

事

８

機

務

月

関

を

８

の
第
務

例
事

条
係

後
す

項
関

１
に

第
施

条
実

定
の

請

規
程

申

の
規

段
る

者

、
関
関

務
入
務
要
は
条
定

る
開
る
日
係
係

を
す
を
す

工

務

お
こ
始
期
本
）
事

行 と
。
よ
な
業

の

う
と
し
間

る

と
を
格

施

す

う
ど
規

実 に

と

す

用

る
ま
４

関

利

す
踏

る

規

整

月
適
す

る

調

年
え

人
務
例
と
し

務
を

地

日
切

設
で
の
第
な
た

を
略

こ
の

る
場

行
す

れら
立
あ
実

に
時
る
施
条
事
合
道

お
る

準
に
場
の
第
項
、
立

う
こ

ず
お
合
方
３
を
押
自

と
と

る
け
は
法
項
記
印
然

す
な

も
る
、
に
各
載
を
公

る
く

の
財
役
関
号
し
省
園

事
記

産
員
す
の
た
略
」

務
入

申
目
の
る
規
書
で
の

所
す

請
録
氏
計
定
類
き
箇

の
る

属
の
）
名
画
に

ま
所

所
こ

し

附
る

お

始

寄
す

行

開

は
年

す

う

為
業

と

よ

行
事

う

る

登
の

利

す

び
度

る

と

及
の

整

月

簿
前

調

年

記
直

用

行

の

本
業

区

謄
事

地

日

の

の

日

指

お

定

う

金

を

と

曜

受

す

日

け

る

）

、

所

で

の

の

所

い

務

た

事

氏

法
在

に
変

の

地

次

在
記

及

り
の

所
名

人
地

よ
更

住

称

を

っ
名

可

あ
び

、
認

に
に

道
た

、
び

け

は
並

受

て

で

る
表

自
の

た
代

立
い

主
氏

園
次

務
の

公
、

事
者

然

欄
時
と

の

区

」
な
こ

程

所

称

は
と

更

名

に
期
。

変

の

こ

可

欄

認
る

認

」

、
す

の

、

係
。

請

は

関
と

申

に

定

定

実

指

の

域

務

年

地

事

書

及
を
該

す
に

在
と

を

施

月

」

の

び
記
当

。
は

地
。

日

歴
し
な

当

欄

属

履
載
し

、

こ

道

は

る

を
た
い

該

に

す

認

業

載
類
と

立

、

事

記
書

関

度

た

説

然

定

年

し

を

自

事

設

類

し

園

係

に

書

明

公

類

称

を

さ

書

名

務

立

た

の

貸
こ
の

称

は
度

名

又
年

れ
及
ず
表

準
照

に
対

ら
借

れ

おと

業事該
の
当
も
び
る

。すまし請申り

北

用
お

所

利
と

の
名

の
の

）
変

変

る

１
２

２

３

注
調
り

し

の

名
請
と

更

更

氏
申
こ

に

う

由

に
の

よ

理

欄
文
。

整

１

示

る

告

す

日

け

関

受

係

し

道
に

更

海
区

変

北
地

た

を

取

然
事

う

自
る

よ

立

に

す

う

人

入

扱

法

記

り

記別

北

第

海

４

５

６

適

い

道

号

用

具
用

知

様

事

変
年
変
体
紙
式

し
日
の
理
大

更
月
更
的
の

２

３

１
２

３

注

の末度年

変

変

氏
申
こ

体

る

具

。
更
に

更

更

名
請
と
変
的

よ

理

に
の

し
記

し

の

欄
文

道海

１

公

と

署

よし更変

合
道

月

場

年

た

る

し

す

名
園
を
公

印
然

押
自
、
立

日

計

す

公
業

と

で
の
略
」
省

第
の

項

例
等

事

条
画

る

園
変

後
を

項
可

２
認
第
の
条
更

記

申

の
け

段
受

よ
を
理
由
き
第

様

う
記
由
を
さ

欄
入
、
関

と
入
」
記
は
条

本
）

る
る
に
す
日
係

す
す

月
と
、
こ
工

事

年
こ
は
る

定
。
規

計

日
。
認
と
業

業 等

欄

関

格

画

」 、

務

と

変

は

事

４

の

に

係

う

由

署

よ
入

す
こ

す

し

と
る

と

名

う
す

合
道

事
。

年

場

る
と

る

た
然

欄

押
自

」

日

、
立

項

月

略
」

、

省
園

は

を
公

に

印 で
の

認

報

所
き
箇

記
項事るすとう

立道該当、
。
は
す
に

ま

定
く

請

規
た

の園公然自

地

よ
次

住
氏

法
在

に
、

者

び

、
と

に
及

り
の

所
名

人 は
並

申

て
称

り

っ
名

お

あ
代

立
ま

主
に

道
し

、
び

請

更

事
者

然
。

る
表

自
す

た

施

こ

認

更

実

る

の

変

の

す

請

認

関

。

申

の

に

と

可

後

を

事

程

係

規

関

る

書

定

す

に

な

施

し

年

実

更

の

変

務

事

す
に

係

ま
所

関

き
箇

定

道

施

該

実

当

の

、

務

。
は 園

規

公

る

然

す

自

関

立

に

の

程

第外号

園

務
の

公

す入記を称名

用

所

利

の
名

の

所
氏 ）

規

な

る

ば

す

れ

月

関

け

調

更

称

変

名

の

の

な

程

ら

日

す

を

入

分

記

部

を

号



４

５

６

７

平

し

年

始

を

成

く

月

す

記
用

は
休
日
休
る
休
入
紙

年

全
止
を
止
日
止
す
の

８

部

記
し
か

る
大

月

と
廃
入
よ
ら
廃
こ
き

８

４

注

具
止
す
う
休
止
と
さ

申
こ
な

休

休

る

１
２

３

３ 止

止

氏

し

名
請
と
お
休

に
の

不

よ

廃

欄
文
。
、
止

う

止

と

）

署

用
廃

北
に区

１

２

す

の

名

の
止

立
認

道
る

止

止

海
係

休

休

）

）

然
関

止

止

自
定

廃

廃

園
事

し

し

公
係

記別

北

第

海

６

道

号

知

用
様

事

紙
式

大の き
第

様

と

こ

こ

る

３
４

５

さ

の

更
更

更
。

変
変
。
変
と

う
う

由

よ
よ

理

し
し

日

の

、

体
）
る
と
止
）
。
は

的
し
こ
す
を

金

に
よ
と
る
終
理

日

曜

記
う
。
場
了
由

本

日

入
と

合
す
」

工

）

あ
日
に

規

す
す

に
る
欄

業

こ
年

っ
ま
は

格

る
る 日

は
を
休

４

と
月

て
で
、

欄

そ
入

す

」

、
記
止

と

。

る

理

し

文
）

に

の
す
廃

る

う

合

場

は
よ

場

由

た

字
し す

あ

、
立

消
と

に

合
道

抹
認

て

印
然

る
る

っ

押
自

す
関

、

省
園

と
定

は

を
公

こ

箇

事

の

で
の

係

そ

略
」

。

条
務

よ

よ

間

ま
所

務

期

き

す

す

第
休

と

と

例
の

う

う

止
条

る

る

関

日

４
止

定

月

第
廃

認

年

可

務

規
許

事

の
の

係

項
）

よ
受

範

に
を

の
記

定

本
）
定

日
係
認

、
関

は
条

の

格

務

規

事

業

係

工

関

請

と

申

止

４

休

す

欄

と
と

」

止

る

者

廃

す

項
月

、

事
年

は

る
る

に

す

画

に
欄

計

欄
」

業

」
日

事

変

変

事
、

を

、
は

等

は
に

と

は

期
る
止

こ

計
更

更

業

し

認

」
と
を

。

、

間
こ
） れ

係

は

け

関

に

な

定

欄
。

関

ら

の

定

な

務

認

ば

事

、

休

北

事

い

止

係

な

範

す
に

の

止

の

体

廃

務

具

道

に

該

欄

当

」

、

囲

。
は 園

関

公

定

然

認

自

、

立

は

在

り
け

囲

称

務

名

事

の

係

の

名

次

び

、

及

く

地

、
た

に

自
り

び

立
お

並

道
と

称

ま

者

園
し

表

公
請

代

然
申

）

こ

住
氏

法
氏

利
す

の

の

可

あ

許

。

に

の

と

所
名

人 るた主、

書

は

請

て

申

っ

の

な

画
後

し

月

所務事

年

更
計

ば

変
業

れ

の
事

け

等

い

を
の

な

分
等

ら

部
画

な

月

的

的
年

体

体
用

具

具
適

入
を

由

記
日

理

に

海

由

適

を

理

の

止

な

）

休

的

用

開

道

い
又
の
さ

を
２

３

公

て
は
帳
せ
前
携
の
し
略

、
そ
簿
る
項
帯
省

職
書
と
規
、
）

指
の
、
こ

注

す

若

入

部

記

一

を

の
定

第

り
こ
す

条 事

紙

徴
知

用
。

告

の
る

報

整調

名

用
。

は

収

）
地

第

年

号

所の

第

日

こ

す

こ
す

入

る
入

記

す
記

を

。と
る 記別

別
第

記様
号

式
様

に
式

の次

報

そ
で
に
係

認
員
類
が
定
関

る
に

機
、
の
き
よ
者

定
に

に
定
必
。
立
提

関
指
他
る

し
定
な

検
し

対
認
要

入
示

そ
関
件

を
け

、
機
物

査
な

認
事
検

る
ば

の
の
を

す
れ

関
所
さ

員
ら

定
務
査

職
な

及
は

係
に
せ

は
な

７

北
立
第

列

び
、

入

し

立
査
か

と

道
検
条

番

海 公

条

厚

然

次

、

自
）
ら の

用

条

）

で

を

園

裏

ま

紙

定

、

規

い

例

身

月

分

日交付

所

職

氏

証

属

名

名

明

を

す

書

定

明

規

証

に

の

条

者

査

る

検

す

入

帯

立

携

る

海

う

北

行

、

を

は

等

１
第
様 。るえ

）
加
係
を
関
式
条

若

そ
。

事
立
、

、
い

）表

関
り
く

身

に
入
し

の

務
ち

係

示

報
指
関

を

し
、
は

分

求
定
に

証

を
認
者

す

告
定

号

め
機
質

明

外

、
関
問

書

第

点

行

の

）

施

央

粋

の

中

抜

知

所

要

道

の

必

海

線

に

北

つ

に

印

二

度

ら

限

事

か

な

折

お

書

公

。

然

す

自

で

立

員

道

職

例条園

号



正

よ

母

６
に
２

及

す
附
北
北
う
第

子

第
道
道
改
条

び

る
則
海
海 幌

す

婦

５
野
野
正
中

寡

。
条
幌

祉

の
森
森
る
第

福

表
林
林
。

請

施
３

４

５

備
公
公

条

法

海
海

に
こ
行
支
支
環
北
北

長
生
道
道

つ
の
規
庁
庁
境

に
事
事
活
環
環

い
規
則
長

は
の
基
務
務
部
境
境

て
則

響
響

、
施
づ
委
委
の
影
影

規
中
評
評

な
行
く
任
任
項

う
４

１

２

お
の
身
規

の
過

）
の

施
こ
経
こ
。
項

行
附

定

規

期
規
措

第
規

の

日
則
置

則

則 よ

、

の
よ

に

）
は
）

条
に

成

定
許

る

平

規
る

又
若

第
は
し
同
く

条
項
は

略
１
規
問
略

省
第
の
質
省

第
す

平

る
条

成

。
次

年

の

８

各

月

号

８

１
記
記

を

行

考
園
園

」

施

の
念
念

細 及

オ
施
施

第

則

の
設
設

項
区
区

」

母

事
地
地

条

び

理
理

改

福

中
管
管

に

子

７
則
則

る

資

第
規
規

め

祉

条
の

。

金

際
分
則
則

価
価

第
一
昭

等

従前
現
証
の

第
条
条
施
施

の
に
明
一
昭
６
例
例

の
行
行

例
交
書
部
和
条

に
付
は
改

則
則

よ
さ
、
正
年
２
規
規

正

海
１
の

る
れ
改
）
北
第

。
て

規
」
部
成

い
後

道
項
一
平

る
の
こ
規

則
を
改

の
則

第

正
年

第
）
北

規
の

は
可

改正
の
請

の

９

こ
申

後

年

、
の

道

日

則
つ

海

１

規
に

北

月

行
適

自

ら

施
て

立

か

の
い

園

す

日
し

公

行

の
用

然

施

に
）

例

。

後
同

条

る

以
、

て

規
よ
し

に
に
対

）
項
定 検

を

る
入
述

す
立
陳

定
る

せ
拒
、

を
を
ず

告
査
せ

報

は

若
妨
く

、
、
し

ず
み
若

の

し
げ

日

いず

金

れ

曜

か

日

に

）

該当する者は、

償

１
部
和

の

項
改

海

免

を
）
北

の

」
正
年

還

規

に

第

道

除 る

第

第

す

条

則

関

１

行

に

の

施

」

）

例

項

号

条

）
条

道

則
規

号
７

海

改

一

一
１

則

よ
に

の
第

規

に
定

を
」

７

改
る

部
項

第

る
よ

の
改

）

前
分

次
に

号

正
身

う
る

一

北
明

よ
め

の

の
証 み

改

を

道
と

に
。

部

海
書

日

然
す

す

の

自
な

正

次

立

る
さ

規
れ
に

行
さ
前

施
に 海

た
北
れ

則
自
の
立
項

下
道
同

以 の
園
に

後
公
定

正
然
規

改

若
偽

く
、
虚

例
る

規
条
よ

の
は
述

偽
く
陳

虚
し
の

は

者

を
し
た

告
避
し

報
忌
を

、し
、

万円以下の罰金に処

北

一

。

次

の

る

を

則

め

部

規

道
成

月
に

の

海
平

こ

北

の 規
附

が
規
１
定

則

福

は

祉
年

則

公

ま
月

か
る

、

の
８

月
す

に

園

。

う

公
。

る

よ
ら
扶

例

改

条

第

資
並

２

３

第

は
本

び

条

当
に
金

に
金

２
条
、
則
資

中
第
該
次
の
条

第
の

条
例

付

２
資
の
償
例

４
貸

」
第
許

則

条
金
１
還
第

条

可

い
第
申
条
の

と
第

の
２

る
に

一
条

母
母
を

付
め

金
て
子

部

貸
改

市
祉
子
次

金
、
所
の
の
福

の
還
町
資
福
の

の
同
得
償

部
に
状
日
村
金
祉
よ

一
項

北

第

正

海

１

す
第
第

条

母

道

母
の
子

る
２

規

子
一
及
母
。
条
条

則

及
部
び
子

第
第

第

び
を
寡
及

１
１

寡
改
婦
び

号
項

号

道海

改
平
を部

公

正
成
す

養

布

ち
８

則
月
規
８
る
年

ま
族

日

く

月
親

の

づ
日

７

施

例

の
又

ら

条

で
等

か

り

に
童

す

行

合
児

行

施

場
は に

の

っ
数

。

則

あ
の

る

規

を

、
じ

部

は
応

一

て

条

１
受

以
第
の
条
を
２

第

加
除
第

項
け

下
２
償
を
免

の
未
え
す
２

及
た

」
項
還

の

次
規
済
る
る
項

び
者

の

１

２
児

に
定
額
。
こ
第

第
童

に
の

と で
に

の
扶

こ
よ
２

が
号

項

項
同
の

き
規

規
養

の
り
分

す

に
当

に
項
１

る
定

定
手

規
超

得
る

よ
法

お
に
を

所

の
次
況
の
長
等
資
う

施

い

等
改

償
の
に
属
の
の
金
に

行
還
の
正

還
１
よ
す
発
償

貸
月
す
の
償
す

」
号
り
る

改
加
付
が
る
免
還
る

に
を

に
免

め
え
金
１
所
除
の
。

償
か
証
関
除

、
る
を
月
得

る
関

条

還
ら
明
す
に

同
。

る

２

る
月

条
す

第

す
７
書

婦
正
福
寡

中
中

項

こ
ま

例

福
す
祉
婦

施
祉

む
は

祉
る
法
福

含
又

）
部

施
則
行
法

。
一

法
規

の
償

細

則
行

」
の

行

細
施

に
」

及

一
則

次
還

則

の
細

び

部

母

改
昭

を

子

正
和

及び
若

福

）

報

るす布公にここ
日
を
８

年
に

正

々
項

改

前
同

を

。

北

所
る

規

の
め

る

）
定

す

満

こ

道

の
未

を

海

得
額

則 公

同
あ

に

事

が
で

こ

知

額
り

２
況

す

第
状

布

高

令
る

な

状
則

計
行

て
定
え

の
規

を
る
い

況
で

算
令

」
す

と

め

た
昭

加
資
額

）
定

し

、
の
す

る

前
和

え
金

条
還
。

得
年

同
償
る

所

年
政 第

次
免

状

該
令

に
を

の

当

の
除

況

資

１
す

は

金

を
こ

同

償
）

項
る

、

の
号

が
の

行
例

中

と
で

施
条

１

き
合

則
行

第

で
場

規
施

又

く
あ

一
則

号

な
に

の
規

は

な
っ

部

２

た
は

正
和

第

っ
て

改
昭

号

場
、

）

年

海

」

は
々

北

の

合
前

年

く

祉

年

第
し

前
）

道

を

、

道

」
一

金

海

項
は

資

北

２
償

償

則

加
の

の

規

を
部

等

る
還

還

第

え

の に

の

同

除

）

は

免

号

。
又

北

る

を

２

す

部

第

関

一

条

知道海

号

事

第外

高

４
る

は

の
す

。

条
と

る

橋

と

項

還
第

項１

み

第
。

る

で

規

の
条

え
が

に

日
３

加
る

す

す
１

。
き

定

属
第

る
額

る
項
る

に

所

則

次

年
の

規

掲

当
得

第

げ

該
に

次

項
」

付
い

）

る

貸
つ

号

行

う

定

施

よ

規

例

の

の

条

橋

則

改

よ

規

に

に

号

みるは



第

第

る
第
号

た
場

平

公
条
だ
合
条
を

成

共
第
し
に
中
削

的
２
、
お
第
る

年

施
項
前
い
１
。

８

設
に
項
て
号

月

整
次
の
は
を

８

め
備
の
規
、
削

第

第

第
る

基

第
第

９

第
準
第

。

条

条

８
整
９

条
か

第

条
備
条

条
条
ら

１

第
計
を
削
中
か
第

２
画
次
除

ら

項

項

の

別
第

中
条

第
変
よ

記

ま

１
更
う

第
条

誘
で

る

の

基

号
）
に

４
ま

整
７

模

第
。
第

前
第
準
第

条

号
条
備
条

様

４

５

２
６

１

え

の

第

」
第
計
第

替

条 見

１

を
２
画

以

出

号

項

号

号
１
更

下

し

を

前
第
変
中

を

削り

」
号
）
基

第３

第
第

条

信
バ
案
公

２
３
公
の

号
ス
内
衆

条
条
共
２

工

機
の
標
電

中
中
的

例

留

所

第
第
作
条

停
識
話

第

２

条
条
）
第

所

２
２
物

に
第

北

北
改

海

正

道

北

す
海

規

海

る
道

則

道

。
福

第

福
祉の
祉
号

ま
ち
の
ま

日

準
だ
に
１
、

基
た
定
第
り

金

整
し
よ
号
第

曜

備
書
る
に
２

日

計
を
申
掲
号

）

え
が
る
第

画
加
請
げ
を

更
。
条
類
号

変
る
、
書
１

付
、

表

第
添
し

）

例
の
と

中
表
改

号
で

導

別

条
は
第

」
め

様
を
削
的

、
の

準

公
に
る

式
次
除
基

う

を

的
め

別
よ

」

共
改
。

設
。

第
に

施
る

記
る

基

礎

号
め

備

基

５
改

整 に

準

又

」

基

式
。

準

的

様

増

整

は

築
、

に
中
表
礎

等

整

同

改

」
的

共
改
準

」

備

条

め
公
に
基

準

２

同
的
め
」

と

基

第

、
設
。

う

）

号

号
施
る
を

い 。

」

中

を
）

に

同
基

整

築

第
的

基

」

改

増

条
礎

備

準

」

改

、

等

２
基

準

に

め

、

条

を

と
整

に

め

同

」

号

号

」
」

５

号
号

第

２
３

条 に

を
を

る

条
条

す

２
２

定

第
第

規

」

で

号
号

則

３
４

規

第
第

く
り
づ
く
ち
づ

に
に

定

」

行
規
施
行
例
施
条
例
り
条

規
則

要
３

年
部
９
一
成
の
平
則

２

項
な
か

第

１
し
号

記

第

様

規
。
第

号

の
い
ら

式

定 届

を

る

で

よ

ま

）

に

号

北

」

改

時

つ

同

ず

と

号

出

１

る

同

画

削

、

計

を

め

備

第

表

項

）

２

更

第

変

。

条 号

を

１

」

中

す
備

改
的

の

共

次

公

を

増

る
計

め

同

礎

、

。

を

基

築

。
画

る

号

）

第

基

築

更

条

的

改

変

同

を

規

」

号

」

大

表

１

準

、 模

を

と

整

の
し

的

条

基

繕

共

同

備

修

公

、

、

工

め
め

る

改
改

め

準

及

次

、

の

は

条

物

。
同

作

る
条

る

１

げ

の

掲

次

に

に

次

道
正
海
改
北
を

加

の

を

も

則
第
規
則
る
規
す

を部一の）号

海

、

れ

げ

わ

上

行

り

に

繰

道

こ
も

整

１

１

公

類

物

下
に

築

の

備

廊
れ

建

項

そ

改

整

に

設

う

施

よ

の
す
以

備

別

う

表

別

別
と
に

第

す
表
し
加

表
２

校
２

共
老
る
第
、
え
学
第

同
人
も
１
同
る

次
４

住
ホ
の
の
項
。

を
第
の
条

宅
ー

１
中

大

設

３

」

び

施

第

、
ム

の

る

め

模
中

備

改

規

整

号

に

ン
し
援
ー

別
ス
、
護
」
。

施
に

務

工
第
ー
を
設
改

事

表
ホ

、
め 同

の
そ
と
知
、

所

場
１
ル

と

の
他
、
障
項

１
の
し
的

る

駐
は

。

。

る

る

す

え

別
車
理

第
た
店
自

表

表
の
髪

別
。

１

葬
社
１
め
」
動

第

火
神

施
改
教

の

場
、
の
の
に
車

次

の

院
の
設
め
習

１

寺
１

うよの 第

用

第

し
条

適 外
事
こ

を
除
知
い

条
用

な

）
は
と

第 条

、
と

報

表
段

整

多
ア
イ

目

他
る
下

の
、
け

者
は
設

の
面
を

数

は

に
と
合

用
面
場

利
粗
る

関

る
又
当

備

す
、
、

供
し

う
係

寄
、

項
を

よ

と

に
）

宿
保

の

、

、

め

又
所

中
し

改

舎
育
は

る

宿
体

貨
を

。

下
身

百

福

、

者

を
し

害

」
と

障

店

害
の

ホ

売
を

祉

卸

項
こ

施
を

の
れ
を
者

ら 類
し
」
項

中
に
と
設
同

飲
す
、
を
の

食
る
同

」
の
の
人
し

店
も
項
老
と
福
、

加

セ
項

次
を
中
祉
同

の
」

に
え
老
ン
中

の
に
同
又

項

又
項
」
、
所

改
項
は

中

は教

習

を

会
中
め
の
学

そ

、
般
項
同
、

と

の
一
同
を
塾

の
道

、

こ
の
の
項
華

し

他 れ
公

教

ら

に
の
同
と
室

か

ら
共
を

類
用
項
し
、

る

と

条
な

を

す
に
の
、
囲

町

、

第
市

し

例

第

条
村 す

次

定
示

の

規
告

条

の
を

条
の

の

り
も

次

よ
る

に

に

下
滑
段

廊
は
該

条

例
と

１

の

、
く
２

は
に
、

等
り
は イ

定
料
の

基

に
材
項

次
い

め
で

号

る
仕
か

外

造
げ
コ

構
上
ら

第

と
る
ま

は
、

、

又
し

ム

場
と

ー

市

知 障

貨
を

的

百 改
、

更

に
し

者

」
と

害

店

そ

同
に

設

、
項

施

め
同

正 の

項

は
同
福
ー
を

又
、
人
タ

し

ャ
の
施
児
と

キ
項
祉
、

設
童

同
児
生
同

レ
を
、
厚
、

バ
の
福
設
の

、
項
童
施
項

ー 料

祉
、

し
設
体
次

店
と
施
身
の

理
同
身
害
次

ナ
、
、
障
に

、

同
碁

イ

室

り

も
さ
と
項
教

削

る
供

そ

、

の
れ
し
の

る
、
動
項
次
他

を

自
同
の
の

次
れ

と

車
の
に
こ

」

よ
に

、

庫
中
の
ら

し

車

次

髪
に
す

の

を
理
う
類

次

動
」
え
も

に

自
店
加
る

第

え

章
。

加

３
る

を

第
す

節

。

１

る

第

す
こ
で

。く除を条

こ
。
定

る
と
に

号

。

る

と

め

準

し

他

の
と

に

項
の

ら

同
次

れ

を
て

こ

福
よ

ト
項
体
者
の

類

の
よ

害
祉
う

ク
中
障 更

ン
加

ブ
を
者
セ
に

ラ

車
を
る
の

ダ
と
正
タ
え

、

よ

の

。

の

又

加

又
局

に

留
便

う

停
郵

適を定規の）

え

は



階
り
下

踊
以

２

路斜傾３

を
じ

段
場
同

。
の
む
）

そ
含
。

廊
う

平

下
。

成

等
）
」

年

と

８

い

８月

傾

床
合

ル

多
と

ケ

コ

造
ア

の
る
斜

階
材
は
縁
以

数
す

は
立

者
こ
路

段
を
、
端
上

設
の
、
ち

の
と
が

の
敷
こ

一

端
す
限
つ
上

利
。
同

上

が
る

に

平

及
る
り
え
げ

用

下
と
な
脱
こ

供

面

び
こ
で

。

る

交

端
。
い
落
と

す

で し

近
だ

な

傾

差

に
た
。
し

る

エ
オ

カ
キ
ク

接
し

い

斜

要
る
主
表
踏
り
こ

必
す

よ

側
な
こ
た
面
面
段
と

け
両
み
に
箇
と
る
は
の
を
。

込

を
別

の
手
所
。
階
、
色
識

点

に
面
け
し

寸
す
に

段
粗

す

は
を
字

は
と
あ
や

法
り

回
、
の
い

、
設
表

、
し
げ

セ
る
を

り
又
色
も

２
け
示

滑
明
と

ン
こ
行

段
は
と
の

す
ル
が

ア

イ
ウ

チ
と
う

を

数
幅
り
を
で
け
踏

端
し

多

付
い

の

が
限
き
あ
面

部
な

、

近
構

者

設
度
る
げ
の

は

法

内

及
造

の

け
と
。
の
寸

法

び
と

利

ら
し

寸 は
、

を

必
す

用

れ
て

法
は

要
る

に

た
、

な
こ

供

場
当

、
セ

セ

箇
と

す

合
該

チ

チ

所
。

る

に
手

セ
ン

ン
っ
り

チ
メ

メ

に

階

あ
す

ン

材
障

物
う

置

エ

オ

カ
点

段

覚
」
が
壁
を
必
建
に
必

視

に

障
と
な
面
設
要
築
設
要
る
応

害
い
い
に
け
な
物
け
利
こ
じ

者
う
場
は
る
措
を
を
用
と
、

の
。
合
、
場
置
は
講
す
。
両

注
）
は
原
合

こ
と
、
ず
る

側

意
を
、
則

喚
設
の
し
視
る
者

に

を
敷

休

す

起
す
限
て
覚
こ
の

手

害
。
憩

り

す
る
り
突
障
と

ウ

こ
で
出

日

造
階
。

構

る

金

と
段
以

曜

す
又
下

日

る
は
同

）

の

。
路
）

と
斜
。

こ
傾
じ

路

、

代
び

に
及

段
端

階
上

び

は

る
視

う

及

又

す
、

よ

の

続

り
障

面

そ

接

踊
覚

壁

り

る

の
者

し

踊

す

場
害

と

は

合

分
利

又

場

場

部
の

、

次

、

は
上

５

、

は

に
用

は

定

該

注
障

ン

に

当

、
支

セ

メ
と
と

設
り
度
し

意
が

チ

く
差
か

ー
し
と

け
に
の
、

当
に

い
い
の
つ

ト
、
も

な

き
つ

以
該
、

こ
材
大
、

ル

部

。
で
い
ま

下
手
端

と
料

の
き

す
り
が

仕
も
ず

と
す

こ
、
出

げ
と
に

る
は
突

上

な

こ
る
い

と
端
し

る
す
く

メ
ー

ー

付
い

と
こ
構

。
部

、

は
な

ー
ト

ト

字

は

て
が

以

以

示

次

、
い

ト
ル

ル

表

す
の

以
上

上

を

に

手
も

ル

す

う

め

り
と

下
と

と

行

定

な

す
る

る

と

る

の
み

と
す

も

造

が
し

る
こ

こ

と

構

幅
て

こ
と

と

に

と

定

。

た

、

す

セ
算

と
。

。

を

る

部

こ

チ
す

だ

端

る

ン

を
の

用

設

た
と
な
物
者

の

の
た
。
設
通

に

け

め
。
い

な
の

す

こ

床
だ

け
行

供

る

全

た

と

、

い
安

る

と

材
し 視

こ
支

の

、

下
覚

と
上

め

し

以
害

や
障

設

当

障

。
生

を

手

意
者

む
が

備

該

注

わ
下

利

得
じ

適

す

喚
の

を

こ
す

は
接

又
近

、
に

り
端

併
下
に
廊
れ
る

北

め

交

も
分
る
部
す
の
設
等

構

又

起
い

ー

る

差

喚
な

メ

等
と

近
構

。
と
造

用
場

ト

と

メ
る

し

び
と

に
す

及
造

出

手
ト
と

突

。

ー
こ

、

が

用
用

ず
な

切

り

起

所便４

支

出
よ

位

、

上

突
い

な

は

の
に
床

海

限
、
に
は

公道

あ

口

口
他
つ

る
便
上

カ

キ

の
る

の
車
に
障
、
車
便
房

に
な
場

幅
い
戸
害
そ
い
所
使
近
い
合

は
す
を
者
の
す
後
用
接
便
に

、
使
設
、
前
齢
に
者
し
所
お

内
用
け
高

場
者
高
用
た
に
い

法
者
る
便
合
等
低
便
位
腰
て

を
用

オ
セ
房
は
が
差
房
置
掛
は

他

イ

ウ

エ

用
っ
の

車
の
車
車

は

い
操
い
い

分

者

便

多

て

の

当

す
作
す
す

の

用

房

数

総

者

該

使
が
使
使

１

便

の

の

数

の

便

用
容
用
用

を

房

乗

数

が

利

房

者
易
者
者

用

の

用
な
用
用

じて

は
に

総

便
も
便
便

当
供

数

房
の
房
房

を
得

、

房

、

多

る
ち
と
確
便

し

ア

以
う
さ

又

数
多
と
１
い
保

は

の
数
き

、
下

５

者
の
は
上
。
れ
以

そ
、
が
か

セ

の
者
、
に
）

ン

利
の

、
い

チ

用
利
れ
車
円
つ
車

す
に
腰
す

メ

に
用
ぞ
い
滑

供
の
を
利
掛
使

ー

供
に
れ

所

度
と

た

ウ
エ

オ

カ
ト

す

す
に
表
傾
の
す
傾
だ
縁

手

は

り
点
面
斜
差
る
斜
し
端
視
、

を
字
は
路
の
こ
路
、
踊
覚
つ

設
表
、
は
大
と
の

い

り
障
え

け
示
粗
、
き
。

と
の
色

場
害
、

る
を
面
そ

と
う
し
踊
と

の
者
車

こ
行

利
す

と
と
、
り
す

部
の
い

し
と
又
場
る

分

報

が

続
。
さ

接
と
高

は
こ
イ

する 幅

ー

踏

メ

に

チ

分

ン

部

セ ト

こ

ン
の
、
円
が
の
に
便
、
及
の

チ
出
当
滑
な
な
設
座
る
び
限

メ
入
該
に
い
い
け
所
こ
手
り

ー
口
戸
開
も
便
と
は
と
す
で

ト
又
は
閉
の
て
す
、
。
り
な

ル
は
、
し
動
通
る
車
た
の
い

以
当
自
便
的
過
こ
い
だ
設
。

上
該

ら

す
房
に
で
と
す
し
け

と

用
車
れ

る
の
開
き
。
使
、

る
す
構

者
い
た

こ
あ
閉
る

該
す

に

の
と
に
の

超
た

と

洗
す
は
出

え
数に

階
る

場
２

の
便

分

浄
る
、
入

る

及

合
を

便
所

の

装
こ
非
口
用
び

に
加

房
が

１

置
と
常

、

の
当

あ
え

の
設

を

は
。

ら

じ

靴

呼
該

っ
た

総
け

乗

以

が
れ

て

べ

出
便

て
数

数
て

得

ら

装
房

は
上

い

た

式

置
の

当

下

す

る

数

、

を
あ

該

以

と

用
便
用

る

階

以

光

設
る

便

所
用
す
座
者

ル

る
す
便
使

所
便
）
し
る
、
用

以

便
る

房

立

は
所
を
て
こ
手
便

上 ち

、

設
い
と
す 等

と

上

次
男
け
る
が
り
」

階

き
が
い

げ

に
子
る
者
で

る

定
用

切
。

こ

め
及
ご
以
る
適
う

に

う
に
）

と

る
び
と
下
よ

。

構
女

分
置
設

造
子
、
車
十
配
を

は
及
こ

に
用
の

と
用
当
い

当
に
滑
び
と

は
上
キ

、
も

障
ス

該
、
り
当
等

、
支
ャ

よ

意
が
タ

手
端
に
該
に

注

い
斜
り

喚
な
ー

す
部
く
傾

は
突
材
路
こ

起
い
等

り
が

合
脱

、
出
料
に
れ

用
場
が

と

材
は
落

端
し
で
接
ら

床

上
る
識

を
、
し

部
な
仕
す

近
構
げ
廊
別

敷
こ
な

付
い

及
造
る
下
し

設
の
い

ル 傾

ー

る

メ

え

チ

超

ン

を

セ

あ

以

が

ル

斜

ト

号

る

上

外

合

踊

場

の

第

に

り

便
使
房

。
便
る
造

用
す
便 １

の
造
し

房
用
が

所
構
と

の
か

あ
用
以

出
そ
、

の
者

場

こ

の

上

感

け
便

房

の

入

の

総

合

と

車

、

知

る
所

の

そ

と
出

数

に

。

い

当

式

こ

け
使
あ
階
に

の

。
入

す

該

使
床
れ
る

す
の
該
す
な
さ

こ
分
所
用
面
て
こ

る
区
便

が
る
。

と
が
の
者
積
い
と

こ
等
や

す
限
よ

。
あ
う
」

必
す
と
の
す

る
り
う

び
と

な
面

要
る
。
色
い

こ
で
壁

明
の

。
い
と

な
こ

と
も

と

は

場

。

。

箇
と

両

設

、

を

号

る

に側

け



６

平

駐

成

車場

８月８年

用
設
ア

通の内地敷
路

５

日

者

し

多

」

下

が

た

数

と
車
の

金

円

い

高

の

い

場

曜

滑

す

さ

者

う

合

日

に

使

に

の

。

に

）

け

用

を

っ

利

用

設

利

）

あ

け

は

で

用

る

に

設

て

用

者

る

車

と

す

る

当

き

駐

こ

供

設

駐

と

駐

駐

施

。

る

こ

該

ま
エ

オ

の

車

。

車

車

水
い
内

え
該
に

こ
排
な
案

。
溝
構
標

高
る
手
、
手
と

部
り

を
造
示

さ
傾
す
端
す

が
は
が
は

設
の
板

が
斜
り

ぶ
設

セ
あ
、
突
、

け
溝
を

期

場
た
け

ン
る
端
出
冬

る

付
な
の

合
を
る

チ
場
部
し

ー
に
近
い
利

は
設
場

メ
合

る
は

ト
は
及
構
用

、
け
合

こ
ア

イ

ウ

ル
、
び
造
に

つ

造
傾
場
定

多
と

と

構

り
に

を
と
斜
は
め

数
。
表
。
段

構

者

は

設
す
路
、
る

の

面

こ
び
の
造

の

、

け
る
及
３

用

面

場
と
そ
項
と

利

粗

る

踊
ア
る

に

と

合
。
の
の
す と

す

、

、

り
、
こ

供

し

は

は

該

を
、
。

る

又

当

場
ウ

地

ぬ

段

設
エ

敷

こ

パ
多
に
の

コ
サ

シ

と
そ

こ
段
表
と
必
ウ
数
、
他

る

れ

と
を
面
。
要
チ
の
当
こ

の
便
に

。
設
は

に
や
者
該

粗

じ
び
利
所
類

け
、

応
し

う
る

い
面

、
ん
用
の
す

な

工
洗
供
ち
小

こ
と

人
の
に

器

。
、

肛
浄
す
１
便

と
し

又
で
男
上
を

又

門
が
る
以

用

車
法
便
子

方

女

ク

ケ

は

り
出
別

す
よ
の
の

い
に
所

便

者
い
口
び

用
車
入
及

使
用
に
の

便
使
近
所

用
す
付

施

あ
用
、
造

が
者
は
構

房

は

に
は

に

数

設

数

場

台

以

、駐

、 に

の
車

次

分

下 す

全

め

を

い

の

定

１

車

場 駐

る

乗

北

得

者

台

造

て

用

車

構

じ

使

配

え
こ
、

が

車

た

用

数

の

要
す
慮

、
と
当

を
両
必
と

え
に
な
る
し

車
。
該

超
側

材

す

内

、
手
箇
こ
た

い

案

り
に
。
質

の

標

か
す
所
と

使

ャ

板

、
を
点

を

キ

示

つ 勾
設
字 示

し

タ

、

配
け
表

用

ス

は

こ
を

た

ー

積

が
る

う

の

が

等

分
と
行

も

等

雪

、

る
び

内

れ

は

け
及

の
と

の

合
に

通

も

２

場
カ

の

て に

、
め

は

り

項

は
定

路

滑

、 に

い

を

該
構

次

く

ケ

当
る

め

料

く

斜
と

定

材

除

傾
造

構

仕

）

及
、

る

で

。

路
し

は
き
子
に
１

造

上

に

び
か

小
手
上

れ

人
る
用
、
以

ぬ

け

も

ぼ
洗
便
す
設

て

工
水

こ
具
の
を
る

滑

う
器
器
り

る
え
と

に

う
等
あ
備
こ

り

床

い

使
設
便
た
。

く

を
を

式

料

し
る
を
置

材

用
け
所

を

仕

い
と
け
の

で

て
こ
設

の
に
し

便
房
要
示

る
便
必

内

は
る
じ
案

に
あ
応
た

所
表
字
そ

そ
を
点
板

、
旨
、

の

入
す
よ
他

出
示
に
の

の
と
子
備

に
こ
男
設

口
る
り

い

数

駐

見

海

車
す

以 、

使
施

以
上

公道

と

す

ち

配

１
し
と

と

落

に

そ
つ

超
当
も

る

込

慮

を
、

踊
次

す

る

め

の
、

と

げ

定

円
経
う

る

こ

る

さ
」

下
化

）
路

以
滑

。

階
便

上

る
。
る
小

利
れ
と

に
構

７

、

る

が

ご
器

げ

者

で
の

害
等
用
造

障
者
利
齢

や
。
用
を

、
円
き
経

者
が

い

は
け

す

又
設

報

ウ
も

す
ず
該
を
幅

安
と
講
当
の

、

を
な
る
る
利
除
は

戸
全

と
円
。
内

設
材
と
こ
用
く
法

け
質
き

る
を
は
。
滑
）

場
使
、

化
は
を

合
用
視

さ
、

イ

に
す
覚

れ
次
セ

だ
場
当
は

他
か
い

た
る

口

造

し
合
該
、
幅
戸
の
つ
構
そ
と

、
は
利
次
は
を
障
、
者
の
す

傾
、
用
に
、
設
害
る
、
前
る

斜
こ
円
定
内
け
法

路
の
滑
め

と

又
限
化
る
を
場
高
後
こ

合
齢
に

は
り
さ
構

は
者
高
。

用
た
い

車
で
れ
造

用
当

下

用
等
路

利

イ

ウ

ア

建
居
。

建
当
滑
利

道
築
室
ウ

築
該
円
該

等
物

に

物
車
さ
円

」
又
当
お

又
い
化
用

そ
使
れ
滑

と
は
該
い

は
す

築
同

の
用
た
化

い
そ
建
て

。
敷
物
じ

敷
者
経
さ

う
の

る
路

）
地
に
。

地
用
路
れ

高
滑

次
１

と

通

る

れ
ア

ウ
エ

オ 要

に
以
建
い

路
幅
車
こ
必

。
に

掲
上
築
う

の
員
い
と

、
使

応

げ
は
物
。

凍
は
す 用

じ

る
、
に
）

結に

者

、

場
利
、
を

ン
慮

用

出

合
用
多
設

セ
配

の
る

チ
し

で

入

に
円
数
け

、
化
者
場

メ
た

あ

口

は
滑

を
車
だ

全
１

る
イ

構

る

ま

く

台
じ
す
短

車
乗
い
け

駐
た
者
る

が
得
用
な

数
て
使

数
用
位 設

え
２
車
に

超
に
駐
置

を

定
チ

お
る
障

た
に
ン

を
施

て
と
者

路
め
メ

い
こ
害

経

の

構
構
ト

当
。
等

を
る
ー

と
以

戸
の
衝

成
造
ル

該
こ

ガ
合
を

る
す
上

に
場
突

す

ラ
に
防

出
る
と

号

ス
お
止

入
こ
す

外

て
る

。
こ

を
い
す

口
と
る

使

第

用
全
た

イ

と

差

ン

い
な
た
と

、
等
低

セ
該
円
が

チ

す
い
経
す

当
が

を
こ

戸
滑
な

メ

使
。
路
る

、

ト

者

構
と

は
に
く

ー

用

す

自
閉
開

ル

が

成
。

、
開 て

時

上

用

る

動
し
閉

以

利

す

能

接

に
通
に

と

可

直

的

上

閉
で
下

る

な

地

開
過
廊

は
た

と

降

に

す
き
等

こ

昇

車
車
、
経

か
に
利
）

に
駐

居
ら

い
施
次
路

ら
車
用
か

該
す
室
当

す
設
に
上

当
い

め
階

利
使
が
該

使
か
定
に

者
利
る
段

用
用
設
車

用
ら

ら
す

用
用
構
又

居
者
け
い

ま
便
れ
使

駐
居
造
は

室
用

す
を

で
房
て
用

車
室
と
段

設
で
る
設

の
を
い
者

施
ま

い
便

を
の
こ
け

経
設
な
用

造

旨

で

ア
さ
の
合

ー

路
け

用
道

ル
と

を

の

か
れ
利

ト

ウ
経
に
又

以
す

積

経

ら
た

等

に

ま
路
供
は

上
る

雪

路

す
と

に

つ

で
と
す
公

と
こ

居
、

る
。

配

い

に
す
る
園

誘

め
こ
室
広

こ
慮

て

定
る

た

導

る
と

場

と
し

路

下
の

方

標

経
。
以
そ

。
に

を

の

他

法

示

と

合
え
は
る

場
加
設
け

る
以
の
も

あ
数
７
と

に
た
、

屋

は
と
に
、

て
上
項
に

っ
こ
る
を

該
る
め
根

当
す
定

る

台
。
路
け

車
と
経
設

駐

す
面
め

に

。

数

の

と
ガ
措

定

る
を
の

規

号

、は
ス
を

る

き
ラ
置

す

ず

構
構
突

。

機

通

る
る
に

出

そ
と
し

併

る

造
造
出

を

経
と
な

、

す

入

の
し
な

設

き
ま

け
路
。
い

る
と
房

設

、
の

場

と

合
は
で

る

こ

場

よ

行

う

利
の

利
道
経

合

。

表

こ

そ

居
地

り

う

ち

用
空

示

と

れ

室

さ
積

に

長
等

す

。

ぞ

」
以

が
雪

の

き
は

分

で
又
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か
ー
か

す
造

用
停

メ

供
構

ご
車
す
ご
ト

る
）
か
駐
止

設
す
は
施
る
及
ル
ご

施
と

上
奥

に
る
、
設
こ
び
以
の

。
降
と
行

設
こ
利
が
と
昇

。
居
る

路
す
き

け
と
用
あ

出
こ
、

場

室
階

の
る
は

る

法

は

車
び

入
と
内

合

、
及

乗
カ

踊
当
降

定に

勾
高

り
該
ロ

セ

よ
幅
ン

ン

は
る

配
さ

場
利
ビ

セ

は

チ

チ

、
ほ

は
が

を
用
ー

設
円

メ

内
か

、
セ

け
滑
、

メ
法
、

ー

ー

に

ト

ト

を
次

分
ン

る
化
次

に

の
チ

こ
さ

ル

ル

定

１
メ

と
れ
定

内

め

を
ー

。
た
め

セ
）

以

オ

ご

る

超
ト

経
る

ン
以

開
こ
該

こ
ル

他
か

の
る
当

面
閉
と
利

と
）
戸
の
つ
側
そ
に
に
。
用

が
以
を
障
、

け
者
の
廊
よ

円

で
上
設
害

る
す
る
、
前
下
り

滑

き
と

行

さ

構
る
場
高
後
等
通

化

高
向
の

れ

造
こ
合
齢
に
に

、
等
低
か
安

た

の
と
は
者

エ

分

当
が
差
っ
全

経

部
。

定 よ
幅
区

い

安
と
講
当
に

び

る
利
る

間

構
戸
全
す
ず
該

は

造
を
な
る

、

と
設
材
と
こ
用
ほ

ー
内

す
け
質
き
と
円
か

メ
法

る
る
を
は
。
滑
、 に

ル
を

こ
場
使
、

化
次

ト

と
合
用
視

さ

。
に
す
覚

れ
定

以

る

ご
ン

お
る
障

た
め

内
セ

い
こ
害

経

日 金

他
か

曜

戸
の
つ

日

を
障
、

）

後

る
、
前

け
者
の

設
害
そ

等
低

は
者
高

合
齢
に

場
高

当
が
差

、

す
接

の

を

、

い
直

口
。

か

使
地

幅

者
へ

、

ン

ら

用
上

は

セ

で

便
ず

れ

メ

ま

用
通

そ

チ

ス

又
出

れ

ト

、

房
る

ぞ

ー

法

以

及

は
入

内

ル

び

車
口
い
の

を

上と

セに

す
あ

メ
と

と

構

え
ル

路
構

チ
上

超

構

ー
す

に

造

な
を

を
造

踏

と

い

ル
こ

幅

す

こ
え

成
主

ト
る

る

と
る

す
と

と

こ

。
傾

る
し 自

ン

を
と

斜

エ
て

セ

段
。

設

メ
に

ベ
動

チ

併
。

路

レ

る

ト
っ

タ
の

す

ー
あ

ー
車

に

路

は

及
車

場

ル
て

ー
駐

滑
な
開
支

を

を

該
円
が
て

成

け

は
に
い
く
障

構

設

戸

と
を
な

す

る

、
開
こ
戸
の

合

動
し
。
設
い

る

場

自
閉 通

る
う

斜

は

的
て

け
よ

傾

開
過

場
必

路

、

に 閉
で

合
要

は

は
措

３

ン

す
き

に
な

、

セ
と
チ

構
構

、
置

の

チ

る
る

等

を
造

に
メ

て
と
者

路
構

ト

該
こ
の

構
と

２
ー

当
。

す
る

の
ル

戸
の
衝

成
す

人

ガ
合
を

る
こ

車

に
場
突

。

す
下

ラ
に
防

廊
と

い
廊

を
い
す

等

使
等

ス
お
止

下

た

、

者
末

使
て
る

は

用
の

す
の

す
面
め

１

が
端

用
全

戸
滑
な

該
円
が

る
を
の

の

閉

自
閉
開

、
開
、

は
に
く

過
廊

に
通
に

的
て
時

動
し

開

北

突

る
る
に

す
き
等

閉
で
下

階

ン

る

定

使
る

セ

す

構
構

の

合

以

る

者
に

チ

こ

め

用

の

の
に

は

高

そ
用

上
、

び

の

ー

造
造

当
を

項

メ

、

さ

ト

の
し

戸
ず

規

そ
と

該
講

の

違
近

と
ガ
措

項

れ
付

、

、は
ス
を

規

及
う

き
ラ
置

造
造
出

海

、
の
し
な

そ
と
し

公道

勾

幅
戸
使
後
傾

は

す
前

は
を
用
に
斜
幅
、
配

は

、
設
者
高
路

は

け
が
低
は

セ
、

る
円
差
、

、

セ

ン

場
滑
が
次

チ

メ

合
に
な
に

分

セ

ン

チ

高

項

キ

ク

に
開
い
定

の

ン

能

ス

セ

差
該
規

ら

認
当
な
低
当
の

降
が
利
定

せ
か
か
す
該
昇
用
機
な
用
に

る
ご
ご
る
利

に
と
円

い
円
よ

装
内
内
こ

置
に

ほ

が
は
は
が
滑
エ
も
滑
る
さ
か

設
、
、
で
化
レ
の
化
す
れ
、

け
手
か
き
さ
ベ
と

ら
す
ご
る
れ
ー

サ

シ

置
乗
せ
の

入

除
こ
位

ら
路

が
を
降
る
出

か
口
か
く
と
）
で
知
ロ
装
入

ご
の
ご
。
及
は
き
ら
ビ
置
口

内
戸
内
閉
び
、
る
せ
ー
を
の

に
の

、
鎖
乗
点
構
る
に
設
戸

は

開

か
を
降
字
造
注
は
け
が

ご
音
ロ
表
と
意
、
る

ご
乗
設
か
か
と

位

か

を

こ

ご
の
降
け
ご
ご
。

か
置
か

内
制
内
現
ロ
る
の
の

ご
に

面
面

及
御
に
在
ビ
こ
床
平

に
。
積
形

び
装
は
位
ー
と

を
か
を
は

は
状

乗
置
、
置

ロ
設
ご
表
、

、
は

降

報

ぞ
ロ
れ

降
そ

。
乗
、

と

は 法
は
内

ー
れ
ビ 、

は
閉
こ
め

１

チ

メ

ー

高
を

、
し
と
る
メ

ー

ト

ル

）

自
て
。
も

消

ー

ト

ル

で

雪

ル

以

以

動
通

の

融

ト

に
で

あ

装

上

上

的
過

に

す

す

開
き

る

置

段

と

と

構

と

設

併

る

る

閉
る

こ

を

と

と

る
造

。

け

設

こ

こ

す 造
し

い

る

。

。

構
と

て

す

鏡
た
タ
る
た
次

そ
、

な

場

び
を
経
ー
こ
経
に

れ
り
及
設
昇
設
路
を
と
路
定

て
を
る
け
降
け
を
除
。
を
め

い

成
も

場
る
路
る
構
く

構
る

す
）

す
の

合
こ
の
こ
成
。

入
。
る
の

る
で

は
と
出
と

地
る

こ

口

車
乗

敷
あ

、
。

限

戸

す
部

内
こ

の

の

い
降

用
接

通
。

り

の

使
に

の
と

声
ビ
示
し
喚
到
こ
い

で

開

到
に
ー
を
、
起
着
と
た

が

に

着
よ
に
行
か
用
す
。
時
だ
か

す
り
設
う
つ
床
る
た
ご
し
ご

る
知
け
等
、
材
か
敷
の
、
の

階
ら
る
視
乗
を
ロ
設
昇
か
昇

並
せ
制
覚
降
害
ビ
す
降
ご
降

び
る
御
障
置
者
ー
る
方
内
方

に
装
装

ご
を

が
に
こ
向
に
向

か
置

円
は
と
を
、
を

け
の
滑
、
。
音
か
音

及
設

、

び

ビ
け
が
示
到

車

ー
る
停
す
着 る

方
す

に
こ
止
る
す

平
い

。
る
置
か

メ
の

は
と
す
装

の

ト
回

車

予
を
ご

ー
転

、

支

す

の
け
昇

ル
に

い

定
設

を
こ
方

上
障

使

階
る
降

以

を

す
な

者

表
と
向

と
が

用 利

す

表

る
い

が

示
。

低
ー
も
メ
い
チ
な
ン
が
セ
差

以
し
ル
と
ト
の

号

上
、

外

の
と
そ

第

る
幅
す

合

あ

他
つ

場

に

の
か

い

合

い
の

て

あ

車
そ

に

っ

の
、

い

状

が
る

は

な

閉

者
す

路 の

を

用
分

５

。

況

利
部

、

制
に
制

声
ご
声

、

確

可
は

降
こ
御
操
御

に
及
に

昇
る

昇
り

路
と
装
作
装

よ
び
よ

の

知
降
知

の
。
置
す
置

り

と
の

用

る

示

こ
も

出

を
る

装

す

や

置

る

。
と

し

装

す

こ
及

い

び

置

る

す

及

奥
と
び

号

き行
。



下
と

平

い

成

浴
う
室
。

年

等
）

８

」

８月

び及
室

室
ー

浴
ワャ

９

設内案８
路経ので

シ
以
れ
ア
イ

ウ

ま備

日

１

そ
か

設

以
出
出
の
つ
出
け

金

上
入
入
他
、
入
な

曜

）
口
口
の
そ
口
い

日

設
の
に
障
の
に
こ

）

後
、
。

け
幅
戸
害
前
は
と

こ
、
設
、
に
障

る
は
を
者

る
齢
低
者

と
内
け
高
高
害

法
。

合
等
が
高

を
場
者
差
、

室

イ

多
浴の

セ
は
が
な
齢

数

覚
更
当
喚

る

の
等

視
変

意

１

障
す
該
起
車
段
部

者
を
利
以

害
る
経
用
路
が
分

の

者
必
路
床
に
あ

に

を
要
を
材
近
る
視

用
上

誘
が
構
を
接
部
覚

子

導
な
成
敷
す
分
障

供
男
る
用

す
い
す
設
る
又
害

す

の

浴
及

る
風
る
す
部
は
者
斜
利

室
び

設
除
敷
る
分
傾

備
室
地
こ

ロ
の

道
に
と
る
こ

ア

限
に
当
ッ
少

等
限
す
こ
の
が
り
掲
該
ク
な

か
る
る
と
と
で
で
げ
経
」
い

ら
。
こ
の
。
き
な
る
路
と
道

当
）
案
う
た
る
い
経
に
い
筋

該

連

内
ち
だ
場
。
路
、
う
に

導
）
続

設
１
し
合

は
誘
。

の

次
用
等
的

備
以
、
そ

、

は
時
他

に
床
を
に

ま
上
常

の
、
勤
視

定
材
適
敷

で

り
規
地
せ

建

よ
の
空
寄

定

」

築

ひ
の

又

設
直
さ
ア
の
の
以
と

物

る

は

け
接
し
に
ク
適
下
す

る
地
又
定
の
用

の

こ
上
は
め
規
に
道
。

そ

い
」

敷

と
へ
消
る
定
つ
等

路
よ
て
と

地

。
通
融
経
に

当

る
装
を
る
は
い

に

ず
雪

。

該

出
置
構
こ
、
う

入
を
成
と

は
さ
え
ル

て
高
超

っ

を
ト

も
内

、
が
る
以 ご

チ
限
に

の
ン
に
と

分
セ
の

が

を
ー
。
幅

）
メ
る
踏

１

チ
当
滑
も
等

ン
、
円
い
者

ー
戸
開
と
通

メ
該
に
の
が

ル
、
し
る
す

ト
は
閉
す
過

上
動
通
と
際

以
自
て
こ
る

と
的
過
。
に

北

る

と

る
開
き

障

す
に
で

支

が
用

等
女

と
す
構

な

こ
閉

の
。

あ
上

を
子

を
内
内
と

の

け
お
通

る
支

設
用

設
に

分
が

る
区

る
い
路

部
障

け

と
は
次

の
な

場
分

こ
て
の

部

は
あ

。
、
に

上
い

合
が

の
げ

及
分

、
る

た
こ
掲

端

に
き

し
限
る

び
を

次
と

だ

分

端
く

定
は

、
り
部

下
除

設
行
な
に

に
。

め
、

進
で

び
に
し

経
視
務
覚

め
及
切

害

構
注
組
、

路
覚
す
障

る

障
る

合
は

多
害
者
者

造
意
み
又

す
起
わ
音

数
者
に
の

と
喚

り
導

る
用
せ
声

の
が
よ
誘

の
滑
視
上

こ
床
、
そ

者
円

き
他

利
に
覚
支

と
材
で
の

用
利
障
障

。
下
限
方

に
用
害
の

以
る
の

す
き
を
い

り
法

供
で
者
な

ア
」

築

口
設
す
が
の
）

建

る
敷
難
中
と

物

に
け
る
困

す
こ
地
で

あ

の

接

又
の

内

る
と
内
あ
道
る

案

分

通
場
は
は

設

部
。
の
る

が
に
園

を

に

路
合
公
、

備

は

け
広
該

け

、

地
お
、
当

設

築

場

根

の
る
場
建

る

屋

形

そ

超
ト
）

若

特

え
ル
に て

チ

い
超
っ
ン

な
を
あ
セ

。
も
、
ー

と
る
は
メ

こ
え

さ
ル

の
高
ト

勾
が
以上

配
ン
踊

が
セ
の

。
る
造

る

海

、
造
し

を

構
と

段

道

タ

公

は

近
）

る
そ

レカスエ
ー

造
ぞ

向
。
、

接

構
れ

方
い

る
る
誘
場

点
曲
に
を

注

す

ブ
り
り

も
構
導
合

字
が
よ

、

の
造
す
は

の

は

し

殊
及
の
物

合

室客

の
車

、

く

性
び
他

ー
を

の
メ
場

分
チ
り

は

に

１

報

る
ー

聴
利
上

数
と

以

多
こ

障
円
、

者

に
覚
用
は

の
。

者
化
の

利

げ
害
滑
７

の

掲
配
れ
に

に

客
に
さ
項

用

る
し
経
め

す

は
慮
た
定

供

室

ウ

エ

オ

カ
非
た
路
る

る

、

ス
と
便
す
浴

高
後

か

こ

と

、
イ
。
所
る
室

齢
に
車
つ

低
す
手
ッ

及
こ
に

者
高
い

、

が
差
使
す
チ

び
と
は

等

は

室

非

円
が
用
り
類

浴
。

い
が
適
、

は

常

滑
な
者
を

障

の

開
も
円
切
車

、

用

に 閉
の
滑
に
い

別
室

以
数
総
と

７

客
ア

イ

以
数

項

表
を
イ
下

。
出

の

場

口

上
に

か

に

第
設

の

入

ら

、

定

１
け

め

の
る

合

の

ま

室

る

１
こ

に

幅

分

カ

客

、

１

で

の

構

の
と

あ

は

の

の

て

内

を

に

総

造

項
。

っ

法

乗

定

数

と

は

操

と

キ

ク

ケ

コ
サ

め

が

す

表
。
シ
作
浴
。
必
利

い

と

に
円

こ
面

ャ
で
槽

要
用

る

ー
る
、

応
滑

と
は

ワ
き
は

、
さ

粗

及
も
障

じ
化

。
、 と

水
を
者

非
れ

面

び
の
害
設
、

常
た

齢

の
路

、

器
け
高

用
経

し

は
手
車

き
エ

オ
カ

又

具
る

使

口
安
り
す

入
、
す
い

出
材
適
者

戸
な
を
用

に
全
等

滑

け
を
に
円

設
質
切
が

を

か
構

エ

場
用
け
に

る
使
設

と

カ

時
常
ら
造

ス

常
非

掲
る

ー

避
報
に
す

レ

に
警

る
と

ー

し
置
げ
こ

タ

難
装 設

室

、

す
を
客
。

は

や
等
い

号

場
け
ま

次

外

に
こ
の

定

所
る
で

に

第

設
と
経

め

使

者

出

し
と
に
設
す

害

呼

る
用
る
用

、

装

て
す
利
け

齢

を

過
こ
で
こ
者

高

置

通

る
。
円

者

設

で
と
き
と
が に

が

る

る

よ

滑

等

け

き
。

用

滑

と

造

十

利

円

こ

構

う 床

き

利

し

な

で

に

。

と

分

か

面

る

用

、

る

に

当

を

じ

る

て

こ

掲

該
構

ン

た
超

造

と

げ

客

セ

得
を

客

建

の

チ

数
え

の

。

る

室 数

ー

２
場

室

築

総

メ

に
る

加
に

数

に

に

ト

を
合

の

物

ル

は

は

の

上

た
っ

、

、

分

以

え
あ

以
は

室

に

１

と

数
て

客

次

は

の
こ
者

呼
か

の

定

を

し

。
が

装
浴

ぬ

１
と
等

出
ら

滑

を
等

て

上

円

置
室

れ

以

利

け
で

滑

、

に

設
ま

も

は

で

こ
経

に

害

用

る
の

り

障

る

。
の

い

、

き

と
路

く

者

で

者

さ

ち

料

齢

高

う

材

高

と
で

に
る
こ
用

合
す
る
利 よ

て
。

る

い
と
。
き

お
こ

空

ガ

な

に

分

戸

十

該

う

当

け
。
路

る

を

が

ス

間

ラ

こ

う

造

る

の

構

号

。

１

す

と

ち

と

と

る

、

を

造

き

つ

積

構

で

前

し

る

造

の

保

す

構

そ

確

障

と
該

総

め

乗

、

上
当

、

室

が

構

て

害

す
客

数

る

じ

造

得

者

る

た
の
こ

、

の

け

上

上

が

設

以

仕

等

に

１

こ

に

こ

、

る

滑

る

は

げ

円

と

て

る

れ

す

さ

用

保

使

確



客

と

席

席
。

覧

覧
う

席
観

観
い

の
い

は
下
」

又

等
）

以

」
住
等
）

同
戸
。

共
住
う

等
と

宅

同
舎
住
室

共
宿
の

寄
宿
住

住
又
戸

、
下
は
下

宅
は
又
以

所面洗

成平 ８月８年

に

設

別
用
。

イ

ウ

利
と
ア

る

第
供

浴
配
居
け

表
に

車

の
し
、
こ

１
す

い

室
慮
間

１
観

使

浴
た
便
と

の
る

す

は
の
、

の
覧

用

槽
も
所
。

室

の
等

用

、
と
浴

項
席

者

を

の

縁
す

画

高
こ
に

、
設

区

の
る
等

け

さ
と
は

こ

う
主
戸

ウ
エ
オ
カ

住
ア 関

と
玄
便
浴
入
、
と
等
玄
、
、

。
関
所
室
居
手
し
は
便

の
の
は
者
す
て
下
害
に
所

床
便
、
の
り
障

入
体
地
者
定
、

の
座
出
身

面
、
口
状
を
、
め
浴

表
は

ほ
等

は
腰
の
況
設
高
る
室

る
者
か
に

、
掛
段
等
け
齢

を
応
等
等
、
は

ぬ
便
差
に

れ
座

、

共

こ

と

設

者

ア

イ

イ

ウ 面
高

同
出
と
玄

。
車
け
洗

す
こ
器
齢

住
入
。
関

い
る

等
に

土

使
と
の
者

宅
口

の

者

以
が

の
は

間

用
。
１
等 滑

戸
構

上

が

上
円

住
、

と

上

り

滑

は
に

等
造

が

円

に

利

必
作

、
や

か

に

、
操

は

ウ

エ

を
ア

用

要
で

次
む

ま

踏
を

数
け
表

い

段

多
設

イ
み
料
み
識

の
る
面

乗
踏
材

、

口
段
で
段
別

者
場
は

降

利
は
粗

に
及
仕
及
し

の
合

く
す

用
、
面

は
び
上
び
や

し
る
し
い

に
次
と

、
く
げ

、

意
板
こ
板
も

供
に
し

注

る
め
又

喚
の
と
は
の

す
定

明
す

洗
る
は

起
表
。
、
と

ア

床
は

度
る

面
構
ぬ

用
面

日

乗
、
を

に
示

金

降
当
行

曜

口
該
う

日

に
固
こ

）

動
り

移
す

、
手
。

は
定
と

及
る

に
現

り
、

す
は

手
に

等
。
、

合

を

必

び
場

以

害

に

に
は

下

障

要

い

、

じ

げ
次

車

者

応

掲
、

使

齢

非

建
定

す

高

、

る
に

者

等

用

物
る

用

者

常

築
め

席

安

呼

多
造

用

の

の

に
構

じ
の
の
次
、

」

全

出

数
と

す
き
必
措
利
に
手

て
と
で

り

滑
る
る
要
置
用
定
す

も

供
る
を

り
こ
限
な
を
に
め

修
ず
す
構
適

に
と
り
改
講

い

さ
を
る
る
造
切

く
。
小

合
す
設

材

く
行
こ
場
と
に

る
こ
。
の
る
け

料

す
う
と

同
と
こ

仕

こ
と

共
こ
る

で

ち

げ

。
で

住
。
と

上

と
が

応
る

定
得

の

で

に
き

に
を

る
い

差

る

じ
水

め
な

段

き

合

、

さ

手
器

構
場

は

高

、

洗

り
を

と
を

で

の

す
具

造

け

る
き

る

面

を
設

す
除

き

段

り

及

け
る

こ
、

限

器

設

鏡

か
と

。
を

小

び

、
こ

と

の
こ

所
造
れ

を

つ
。

設

さ

を
粗

差
と

の
て

材
、

所
面
滑

敷
面

の
。

便
洗
も に

す
し

き

に
所
り

設
と

大

又

色

設
１
く

る
、

い

併
を

る
上
材

と
は

と

す
以
い

こ

け
で

れ

る

も
設
料

。
ぬ

す

こ
上

も

と

を
る
仕

て

こ

の

及
し
置

続
位

連
在

滑

等

含

向
す
方

手
転

定
運

固
び

て り

北

の
す

る
て
け
い
設
つ
を
に

の
こ

い

利

置

者
る

と

な

装

用

を 及

ン
い

下
ー
。

内

び
カ

以
タ
う

案

ン

等
）

標

記
ウ

等

る

き

宅

。

タ

カ
」

示

載

１

、

け

く

。と

よ

の

こ

る

上

害

い

る

以

障

な

す

る

り

に

む
と
げ

話電衆公

点

、

く

り

）

こ

に

よ

。
。

と

海

も
表
と
字

公道

ー
台
ウ
と

及
る

案
と

カ
さ
す

造

高
有

そ
ウ

標
る

ン
び
カ

内
す

ウ
下
タ

板
と

ー
の
ン

示
こ

タ 設
に
等

設

を
部
ー

を
。

等

以

場

る
い
１

る

け
車
を

け

場
す

け

使
設

け
必
を

ウ

エ

オ

リ け

出
な
車
用
け
難
る
要
設
応
る

入
い
い
者
る
聴
こ
に
。
じ
こ

口
こ
す
が
こ
者
と

。
び

、
と

に
と
使
利
と
及

、

者
し

視

聴
。

は
。
用
用

い

円
す

障

障

車

が
や

覚

覚

所

す

滑
く

害

害

観
聴

建
話

に

る
補

電
ア
イ

別表
覧
装

築
所
出
出
開

ン
第
席
置

物
を
入
入
閉

セ

て

チ
１
等
を

内
１
口
口
し
戸
通

メ
の
を
１

に
以
の
に
は
を
過

ー
１
設
以

公
上
幅
け
、
設
で

ト
の
け
上

衆
設

話
る
内
け
き

ル
項
る
設

電

法
る
る

以
の
場
け
合
る

所
こ

車

と

に
と

７
踊

イ

ウ

エ
オ

場
い

す
観
は
。
イ
の
り
車

通
の
を
す
い

る
覧
、

の
項
設
使
す

こ
席
車 す

に
の
け
用
使

と
等
い

路

者

あ
使

高
オ
る
者
用

。
の

と
席
用

る
用

低
の
こ
用

の
が

が
か
。
の
席

室
者

差

報

を
場
あ

）
の
に

。う
下
合 観

る
あ
は

け
に
て

設
合
っ

２
等

と
は
席

と
て
覧

こ
っ

け

、

は
用
設

は

合
使
上

合

い
利
こ

該

車
が
る

当

、
者 や

標

使
し
。

内

す
用
と

案

円
す

は

が
く

板

者
す

示

用

に
す

者

者

に
た

次

滑
る

、

用
た

円

が

用

利
る

が

等

使

き
の

に

滑

が

で
め

滑

円

者

高
間

用

利

過

る
空

利

に

通

及
有

き

で

る

さ
を

で

用

す

そ
る

電

る

に

び
す

る

き

際

下
話

機

衆

障

の
電

話

公

支 と

と
に
は
こ

を
と
を
場
構

上

合
造

掲
、
と

設
。

す

る
げ
聴
。

け

セ
は
と

す

場

チ
当
る

こ
る
覚

る

ン
、

。
築
害

合

メ
該
こ

と
建
障

、

ト
は
。

物
者

は

ー
戸
と

に

以
車

多
円

次

ル
、

に
が

め

と
す

の
に

定

上
い

数
滑

ら

床
の

の
用

る

す
使

者
利

は
幅

出
通

あ

口
す

場
ま

、
は

入
行

る

際

は
に

平
セ

か
る

合
で

水

め

す
チ

車
に

、
定

と
ン

ら

ー

す
障

の
る

る
メ

い
支

３

な

の
造

と
ト

使
と

項
構

こ

か
傾

以

者
る

ア
の

。
ル

用

の

し

、

席
を

ら
斜

上

用
段

に
観
の

数
、
そ
上
総

、
以 覧

数 覧

１
の
観

の
等
、

分
席
は

総

号

数
席

を

外

じ
が
等

乗

第

の

て

総

る

で
空

め

用
の

定

利
め

に

な

部
台

を

フ

る
を

構

き
間

段

車
１

以

ク

る

に
を

１

ァ

設

す
上

設

ミ

を

い
以

上

シ

用
き

造

こ
者

利
で

構

る
用

供
よ

公

。
円

に
る

の

と
が

及

奥

に
設

ウ
路

す
う

衆

滑

そ

き

る
な

で
び

行

至
け

ま

得
を

路
こ

び
の

は

通
い

及

数

数
え
が

た
超

号

以
る
以
場
上



成平 ８月８年

ブ

乳
替

字

授
つ

点

む
所

ク

お
場

ッ

び
の

ロ

及
え

と

お
い

い

る
。
札
。

売

け
う
改
う

券

通

口

機

）

）

を
下
」

路
以
等

通
の
う

改
ジ
等
払

レ
品
支

及

金
所

口
路
代
場

札

イ

ウ
エ

オ

び
商
を
に

日

こ
材

と

色
と
と
十
安
。
壁

金

は
。
識
分
全

面

曜

、
た
別
な
で

又

日

黄
だ
し
強
、

は

）

く
を
き

か

色
し
に
度
で

床

限

の

原
周
い
有
る

ら

を
、

と
の
合
、
り

突

則
囲
場
し

、
れ
が

物

し
床
は
ぬ
曲

出

に
ア

色
と
黄
て
り

か

、
材

場
出 口

築
字
日

ッ

建
所
入

建
点

ク

築
を

ロ
工

の
を

物
設
付

物
ブ
本

に

部
ッ
業

イ
適

内
け
近

内

は
か
は

並
ク
規

に
切

に
、

め
敷

、
つ
、

び
を
格

定
に

設
定

る
設

必
、
そ

に
敷
に

旨

の
す
め

構
す

要
当
の

５

応
場
を

項
る
る

造
る

に
該

券
と

じ
所
表

及
場
形

の
こ
売
。

、
に
示

び
合
状

表
必

券
上

使

以
ア

イ

ウ
エ

い
者
覚

面
要

売
設
車
用
視

応

を
る
す
が
障

は
に

機
け

用
者

粗
じ

設
こ
使
利
害

、

る
。
者
し
が

面
、

け
と
用

す
滑

し
字

場

が
や
円

と
点

又
ロ

は

滑
く
に

、
ブ

合

円

次

利
る
用

は
ッ

、

に
す
利

け
ア
イ

滑
ク

に

札
こ
幅
車

ウ

呼
滑

改
る

表
し
利

口
と
は
い

定

別
出

築
第
を
用

等
。
、
す

め
建

用

標
物
１
行
で

を

内
使

る

法

準
全
の
う
き

設

が

案
体
１
も
る

け

を
者

内
の
の
の
措

る

ン
過

用
案
項
に
置

場

セ
通

講

は

チ
す

図
内
の
お
を

合

い

号
示
及
て
ず

、

メ
る

記
標

ア

イ
を
に
び
は
る

次

ー
際

さ
者
示
内

高
齢
表
案

高
字 う

記

び
が
行
図

及
等
を
用

の
に
と
を

字
滑
こ
号

文
円

さ
で

す

き
用

用

大
利
。
使

適

彩
の
色
も
の

ら

そ
き

る

度
外
り
な

切

や
明
以
滑
少

く
道

距

状
差
と
に
い

な

形

を

統
確
る
い
筋

離

の
が
す

に
で

料
連

確

一
保
。
材
に

配
き

と
続

保

北

し
い

る
に

て

慮
な

す
的

し

敷
周

と
設

設

て
等

こ
敷

敷

の
、
す

機

円
は
す

７
は
と

に
ビ
こ

項
次
る

を

滑
ベ
る

定
と

け

授
ー
と

に
に
こ

設

及
ッ

め
め
。

る

乳
ベ
。

定

お
等

構
構

当

び
ド

る
る

に

つ
設

の
と

っ

む
を

造
造

た

え
る

地
る

は

替
け

敷
す

て

に

用
た
で

点

の
と

内
こ

、

の
る

に
敷

定

で
め
き

り
を

い
す

る

る
空
も

く
設

め

き

造

さ
を
と

材
る

構

高
間
の

す
る

で
と

の

及
有
す

料
こ

と

上

売

そ
る
こ

仕
。

券

び
と

る

を

下
の
。

げ

機

の
も

に

ト
に

と

れ

に
す

こ

そ

部

、
こ

用
、
に
視
と

定

ル
支

使
は

上
と

す
非
掲
覚
。

め

以
障

る
害

構

と
な

る
常
げ
障

る

段

と
を
建
者

造

す
る

こ
口

び

改

こ
を

。
明
築
及

の

る 。
け

す
で
聴

札

と
設

示
物

い

こ
用
障

等

な

る
利
覚

口

場

。
に
者

１

こ

と
者
害

を

と

、

の
の

は

他
も

合

の
る

容
か

な

内
、

能

示
し

可

表

本

慮
必

日

配
、

り

に
つ

限

す

す

障
応

業

て
に

工

し
要

設
囲

。

海

る
床

こ

こ

す
の

る

る

公道

ブ

き
も

通
。

字

で
と

の
と

車
る

路通３
、

ロ

る
に

路

２

。

１

す
と

れ

い
こ

。

ぞ

場

プ
ム

。

ー
場
降
う

乗

と

ッ
び
下
」

ラ
及
以

）

ト

円

設

す
が

上

。

対
等

以

と

交

札

共

備

改

公

整

１

２

る

者
、

格

害
じ

規

機通

項

口

、
点

に

の時常非
備

報

ア

次
う
す
の
と
ア
イ
ウ
エ

等
の
の
の

に
ち
る
道
ア
ア

げ
れ
と
か
経
経
経

掲
そ
こ

か
か
か

る
ぞ
。
ら
路
路
路 乗

路
１

両
ら
ら
ら

経
れ

車

上

の
い
い
車

を
以

等
車
車

け
は

乗
す
す
券

設

で
。

害

め

と
ッ
こ
路
と

ウ

を
に
あ

者
両
の

通
し
ク
れ

は
か
敷
代
る

の
端
さ

路
、

は
を

、
つ
設
わ
と

転
に
く

は

又
、
設

１
、
し
る
き

落

又
置
、

は
注
け

の
障
、
装

築
者
は
を
同

進
意
る

建
害

起
と

物
、
音
設
表

入
喚
こ

い

防
用
。

の
高
声
け
の

を

。

と

イ
ウ

と
ア

イ

ホ
船
乗

端

車
表
。

降

表
。
縁

と

乗

は

す
は

を

は

に

い
面

場

面

ホ

用
粗

け

粗

、

使
、

設

、

ム

が
と

場

と

ー

者
面

る

面

ア

過
、

は

、

ド

通
し

合

し

こ
ア

の関

目

す
又

、

又

非
必

札
。
幅

設

整

改
と

施

設

内

口
に

を

、

常
要

口

は 法

の
応
戸
じ

け

は
、

る

を

、
一

場

チ

備

開
放

は

ン

外
斉

合

セ

設

き
送

、

導
は
示

。

誘
又
標

と

者
字 る

自
障
よ

、
覚
に

灯
聴
等

避
を

災
の
備

火
者
設

動
害

る
、

降
使
使
等

知
難
設

報

ま
者
者
売

場
１

口
用
用
販

駐
、

に
建

で
用
用
所

合
の

、
物

経
房
車
待

は
築

の
便

表

で
設
所

ア
の

路
ま
施
合

ら
の

の
ま
又

か

号

エ
７

経
で
は

外

で
項

経
内

ま
の

路
の
案

第

に
に

路
所

よ
こ
の

ぐ
床

表
齢
に
る
３

を

１
等
り
と
項

た
材

の
者

こ
イ

の
敷

の
が
視
。
の

め

の
滑
障
の
及

設
設

項
円
覚

カ

を
、

ア
に
害
場
び

備
し

行
を
に
に

敷
か

、
通
者
合

す
、

及
で
誘
お
定

設
つ

イ

す
て
る

る
転

び
き
導
い
め

を

に
よ
る
、
構

こ
落

エ
る

ぬ

該

ぬ

さ

る
は

当

は

、
と

て

降

て

、

に
れ

乗

れ

く

際
滑

は

滑

意

障
も

場

も

注

支
に

次

に

起

な
り

、

り

喚

と
い

定

い

床

段
く

に

く

用

る
料

る

料

そ

設
材

め

材

材

を

と
で

次

メ
な
で

構

で

の

け

め

ル

る
る

定

ト

す
き

に

ー

難
を

構

上

避
備

る

以

等
設

る

や
置

の

す

基

し
設

造

と

こ

口

と

い
る

札

こ

す
す

改

に
け

と
。

１

の
と

を

。

も

の
と
と

等
要
こ

備
必
る

設
る

設
れ

を
ら
備
め
設
認
。

ま

は
音

合
に
場
所

る
場
け

定
定
る
る

の

め
め

で

号

路
造

路

経
構

経

置
路
と

。
防

定
う
装
通
造 る

す

る
字
そ
が
す

止

め
点

造
ロ
他
斜
こ

る

構
ブ
の
傾

上

と

上

の

い
仕

造

仕

他

た

る

る

る

覚

と
げ

す

げ

視

こ

設

る

上

す

以

こ

こ

こ

障

。

視
光

、
、

。

る

と

け

準

こ

害
文
障
は
覚
又



目項

道

路

備

歩

道

整

１

３

４

備設

他

憩

の

休

そ

５

６

平

案

成

内設

年

備

８月８

と
視

す
の

帯
な
下

エ

オ

カ

横
よ
す
覚

排
る
溝
歩
を
い

た
の
切
う
る
障

水
と
ぶ
道

を
も
を
巻
る
切
こ
害

溝
と

。
の

設
に
設
込
部
り
と
者

、
の
げ

円

け
、
け
部
分
下

場
え
こ
横
段
る

滑

る
つ
る

は
と

通

合
、
と
断
差
こ

な

、
い

道
車
と

行

は
車
。
歩

と

ア

イ
ウ

歩
す

に
い
し

を

面

道
有
場
表
表
。

整

歩

い

、

幅
設

は
は
は

効
を

合
面 平

粗

員
け

、
、

は
る

坦
面

合

性
と

セ
、
場

ン

は

を
し
保
又

ン
メ

備

、

確
、

セ
チ

る
ぬ

メ
ト

該

す
は

チ
ー

当

だ
限

公
の
築

た
の

外
建

歩

の

に

害
し
り

共
部
物

イ

障

通
が
表

公
示

者
、
で

交
分

客
い

機
あ
に

共
す

、
旅
な

め

齢
の
。

関
る
規

交
た

高

合
す

機
の

者
円

の
場
定

通

の
な

設
に
る

関
点

等
滑

施

備

施
に

休
流

に
お
整

の
字

に

の
て
基

設
よ

憩
動

１
い

構
案

用
支

項
は
準

の
る

の

標
道
札

容

と
を

機
る

改
ア

」
識
等
口
昇
易

。
得
昇
等
機
と
を
に
）
降
に

た
な
降
場
、
い
設
直
の
機
視

だ
い
、
合
便
う
け
接
付
等
認

し

き

電
は
所
。
る
通
近
の
で
置
る

気
、
又
）
こ
ず
に
配
、
を
場

設
こ
は
の
と
る
は
入
次
表
合

備
の
乗
付
。
出

券
に

口
に
示
を

が
限
車
近

い
で
等
は

掲
し
除

な
り

日

車
す示

金

両
る

曜

等
た

日

の
め

）

備
行
設

運
の

む
に

含
声

を
音

航
び

運
及

す
使
そ

保

道
の

接
す
、

確

す

る

切
ャ

る
用
の

す

の
キ

げ
タ

分
が
り

上

下
ス

部
者

び
行
け

必

部
ー

及
通
つ

で

勾

要

分
等
に
が

横
す
歩
際
は

部

位
落

断
る
配

な に

し
込

道
に
、

分

置
ち
な
ま

が
支

こ
れ

ー
ル

い
な

中
障
分

は

。
も

ル
上

は

と
て

ト
以

道

る

に

り

上
す

次

滑

以
と

、
、
と

め

く

し
こ

定

に

基

と 者
造

料

行
構

材

歩
。

る

い

、
を

る

上

往
す

仕

の
と

で

供
を

ら
そ
準

造
内

に
障

か

す

び
そ

す
及

５
れ
用

及
板

す

項
れ
る

昇
の

る
ぼ

の
ぞ

機
の

備
お

ま
当
。

降
他

設 １
れ

に
部

等
設

を
そ

で
該

あ

げ
に

配

以
の

掲
分

の
備

場

整
応

を

設
る

る
対

置

上

覚

る
合

備
す

視

け

案
。

場
な
販
、

鉄
げ
た
く

駅
案
内
）

合
い
売
当

道
る

の

昇

に
内
板

そ
。
所
該 機

っ
備
の

他

以
降

あ
設
そ

備
の

術

こ
等

て
を
他

技

下

の

項
あ

、
え
設

上

の
が

は

お
こ

該
こ

理

に
る

当
る
備

由

を

入
。
該

に

い
と

出
と
当

関
供

に
提

）
り

。
よ

よ

て

を
の
報
め

情
た

る
る

す
す

北

の

、

に
備
等
を
字
備
文
設

う
構

分
な
１

誘

よ
い

央
と

公

整

１

４に
造

離
ら
以

導

準

こ

げ

来

項

口入

園

備

出

標内案３

。
多

こ

と

る

の

と
、

目
１

障

こ
は

項
る

示

り

表

口

設

者

。
こ

以
の

害

む

降
す

は

を

や

昇
示

又

備

よ
え

断横体立
設
２

海

表
こ
り
る

公道

く
と
車

整

出

さ
上

ア

イ

目

設
る
す

員
口

を
す
い

入
幅

る
と
用

、
１

け
こ
使

は
の 以上

場
。
者 過

チ
、

は

通

ン
は

合

が

セ

ア

イ

ウ

に

そ

す

メ

備

次

、

要
案
る
当

案
す

配
必

め

と
該
し
に
内
標
該

内
る
当
慮

示
と
案
て
応
用
準
案

標
こ

内
標

板
。
内
障
じ
図
案
内

者
点
号
用
示

を

標
害
、
記

は

け

板
、
字
を
図
板

設

示

示
用
号
、

る

は
高
表
使
記

合

高
者
を
す
を
積

場

、
齢

と

と

よ
る

喚

ウ

エ

オ

カ

キ

手
。
表
。
踏
り
こ
視
起
必
床
に

す

面

面
段
と
覚
用
要

識

害
材
応

り

は

の
を
。
障

、

粗

を
別

者
を
じ

は

、

色

安
設
屋

冬

面

け
し

の
敷
、

し

げ
す

全
す
根

期

と

あ
や

こ
は

利

、

の
い

な
る
又

の
行

構
ア
イ

施

用

又

色
も

通

と
階
階
と
う

口
注

立
造

こ

喚

横
す
段
段
と
と

等
意

体

も

視
起

断
る
に
並
し
と

で

に
当
に

覚
用

施
こ
は
び
、

。
回
傾
該
、

障
床

設
と
、

者
を

設

り
斜
手
端

害
材

を

及
り
が

の
敷

け

段
路
す
部

す

場

設
び
は
突

通
設

る

を

行

報

び

材
道
及

床
歩
橋

用

道
キ 部

横

設
込
下

敷
巻
地

を
の

と
断
道

こ
横
歩

る
、
断

す

さ

際

ト
定

の

る

ー

。
歩
を

上
構

ま

支

以
る

く

に

ル
め

間

な

す
と

の

と

と
造

で

障

こ

は

段

こ
る

隔

る

基

る
す

を

と
と

チ

な

だ
ン

け

た
。

セ

設

。

場
用
等

は

さ
等
行
る
使
雪

び
円
こ
合
す
に

、

及
が
う

こ
慮

該

文
滑
と
は
る
配

当

の
利

可
と
し

案

字
に
。
、

で

な

高

標

大
用

能
。
た

内

る

り

と

板

さ
き

限

さ

示

き
の

本

る

、

の
も

日

す

は

そ

行
と
消

に

の
と

工

こ

次

他

ぬ

明
と

を
。
融

に

は

と
の 、

保

装

慮

れ

度
し

確

雪

配

を

た

も

差
か

す

置

し

て

の

り

大
、

上

設

材

滑

の
つ

る

ま

必

る

を

に

き
つ

で

け

質

と

用

い

も
ず

要

こ

使

く

い

料

と
に

部

。

し

材

の
き

な

け
そ
、
出

も

で

す
く

分

た

安
こ

は

な
の
端
し

の
る

合

り
付
い

全
と

、

い
踊
部
な

確

該

と
場
近
構

を
。

当

こ

体

は
び
と

保

立

。
に
及
造

断

両
要
る

る

横

、
必
す

す

設

に
箇
と

で

施

側
な
こ

上 な

、

す
に

要

は

手
所
。

必

る
下

す
以
接
。

に
う
道
い

立
）

、
。
分
じ
部
同

号

体
及

外

断
地
横
び

第

施
下

準

ト

と

車
ー

こ

、
メ

い

し

定

表
し

業

と

め
以ル

。

止

に

る

内
か

格

め

示
、

規

。

る
い

に

造

に
、

定

構

容
つ

と
造

、

と

上

こ
構

は

の

仕

に
す

意

る

る

等
と

注

す

げ

分

に

を
字

部

次

り
点

こ

こ

る
を

は

め

け
示

に

定

設
表

設
歩

、

る

道
横
の

号

歩
降
断
昇



４

５

平

駐

改

成

車

札

場

口

８月８年

カ

あ
場

路園２

段階３

日

注

駐
っ
に

改

階
意

車
て
あ

札

金

段
喚

場
は
っ

口

曜

の
起

を
１
て

を

日

上
用

設
の
は

設

）

る
築
の

る

端
床

け
建
５

け

外

合

び
を

場
物
路

場

及
材

端
設

は
表
駐

は

下
敷

合
の

別
６
場

１

に
す

、
の
車

、

エ
オ

接
こ

表
の
の

の

近
る

踏
り
こ

必
す

と

よ
る

イ

ウ
面
面
段
と

要
る
手
。
回
表

り

段
は
の
を
。

な
こ
す

り

別

所
。
は

を
、
色
識

箇
と

冬

け
面
け
し

に

、

設
粗
を

し
げ
す

字

期

な
と
あ
や

点

も

示

利

こ
、
の
い

表

の

い

に

。
は
と
の

を

用

と
又
色

カ

キ

ク

ア
う

配

滑
明
と

行

に
手
。
便

段
両

ブ

所

と

階
に

ッ
要
は
す

所

を
側

ロ
必

は

公

け
手

ク
に
、
り

等

設

敷
じ
字
、

園

る
す

を
応
点

の

合
を

設
、
表
冬

内

場
り

す
を
の

建

は
設

す
手
示
期

当
る

こ
り
行
利

築

、
け

る

こ
に

の

該
こ

と
を
う
用

物

エ

オ

け
と
配

出

階
と

。
設

排
な
視

と

る
降

ま

ア
イ

ウ

を
水
い
覚

幅
表
。
高
構
機

差
の
設
溝
構
障

員
面

低
造

、
、

が
傾
け
を
造
害

は
は 粗

あ
斜
る
設
の
者

面

る
路
こ
け
溝
の 滑

ン
と

場
及
と
る
ぶ
円

セ

合
を
な

チ
し

合
び
。
場
た

又

、
の

は
設
通

メ
、

は
そ

る
を

ト
は

１
踊

、
け
行

ー
造

と

１
構

ウ

る

ぬ

の
り

つ

る

は

に
す

面

項
と

表
。

の 構
。

面

る
と

粗

め
こ

、

定 口

は

入

又

出

、

の

し

造

と

、
に

築

す
と

第
項
表

建

ぬ

定

の

園

の
別
規

物

る
。

１

る

の

等

の
第
す

表

路

１
表

及

項
１

び

の
の
整
５
備

の

り

に
の
基

項

踊

北

の

げ
に
を

規

場

掲
項
準

に

分

駐
げ
用

す

部

る
掲
準

定

と

し

に
の
、

と

慮

り
度
し

に

材

い
の
つ

も

た

く
差
か

端

を

料
き
つ

、

質

材
大
、

が

用

仕
も
ず

部

使

で
い
ま

出

た

げ
と
に

突

し

上
の
き

な

の

こ
る
い

し

も

る
す
く

。
慮

入

段
と

い

と

と
こ
構

た

の

、
、

こ

し

口

は
し

る

質

近

に
該

と

材

付

次
当

と

使

、

め
す

、

を

は

定
手

し

し

坦

構
は

該

用

平

る
り

当

も

す

と
端

す

た

と

造
、

手

と

こ

る
付

の

の

る

す
部

り

保

以
れ

建
場

え
こ
確

ル

必

は

車
。
す

上
て

築
又

、
と

上

す
滑

の
車

い

る

と
も

物

に

の
す

の

で

る
り

表
い

す

用

ャ

要

と
く

７
使

キ

必

こ

タ

部

材

項
者

ス

な

。
い

の
利

ー

分

料

の
が

オ
可

が

は

仕

の
用

等

に

で

園

滑

る

も

ず

て

通

れ

に

上

上

材

以

い

１

く

の

に

路

り

る
す

る

上

次

仕

、

で

は

料

に

車

海

、

に
車
。

備

は

場
駐
る

整

公道

す

造

る

等
と

構

す

。
と
造

備

駐

路

外

整

路

５と

こ

に

と

こ
近

場車

項

場

駐

車

外

こ

。
び

な

る

。

と
及

要

す

定
な

ち

点

げ

に
能

落

、

箇

築

７

８

９

こ

め
昇

込

字

る
外
み

と

園

内

場

ベ
卓

ベ
い

公
物

案

チ
び

チ
。

内

標

ン
及

ン
う

定

げ

に

、
水

等
）

の

示

以

機売券６

こ

め

る

報

高
構
機

イ

設

車
施
の
の
低
造
を

車
そ

の
が
傾
け

い
設
通
エ
差
の

あ
斜
る

す
に
路

用
る
、
に
る
路
こ

使
至
は

合
び
と

者
経
１
定
場
及
と

の
建
る
は
そ
し

用
路
の
め

踊
当

車
距
築
構
、
の
、

駐

全
１

車
ア

目

施
離
物
造
１

外
設
車
の
駐
を

整

路
施

下

設

合
台
じ

い

駐
を

場
車
乗

が
得

使

場
け

に
数
て

す

車

た

用

を
る

あ
者

設
こ

っ

数

駐

る
。

は

に
を

用

け
と

て

合

該

を
え

備

車

場

当

２
超

施

利

ほ

に

め

か
必
代
案
る
定

で
に
、
要
わ
内
標
に

用

図
案
め

き
定
園
に
る
用
準

じ
置
記
内
る

る
め
内
応
装

案
要
、
を
号
用
案

も
る
の

標

と
内
所
音
設
を
図
内

の

用
号
示

し
標
に
声
け
使
記

よ
こ
す
を
板

、
示
設
に
る

野
飲
下
」

建

か
板
け

物

案
大

必
を

公
築

の

等

建

さ

に
け

内
の

内
き

要
設

園

こ

別
に

示
そ

応
る

に
表

標

定

を
他

、
と

表
規

板
の

じ

け
表

害

１
す

設
の

障
。

第

場
内

、

１
整

る
示

者

の
る

準

売
を

基

券
準基

高

の
理

る

用

設
す

準

を
用

を

機
準

、は合

。

場

る

る
。

す

け

建
場
車

設
が
の
と
の
り
該

き
の
る
築
又
い

は
で
表
す

車
使

出
る
５
こ
物
は
す

、

項
。
表
い
用

入
だ
の
と
の

が

か
短
の
こ
の
す
者

口
け

場
の
用
利

ら
く
ア
の
７
使

当
な
、

号

該
る
イ
合
項
者
用

外

利
能

車
位
、
に
の
が
可

い
置
エ
お

第

す
に
及
い
の
用
な

の

、

車

え
場

設

は

駐

加
る

は

に

数

数
に

数

次

台

た
合

上
っ

、

定

に

以
あ て

駐

め

場

構

の

す

基

は

車

る

分

と

全

の

を

こ
該

の

造

１

る
当

車

い

じ

。
車

駐

車

乗

と
駐

り
と
る
使
は

数

台

す

て
台

、
こ
視
。
場
用
、

つ
は
る

る
雪

必
１
と
聴

合
す
積

、
項

害

、
こ
等

要
の
。
障

は 能
。
配

応
に

者

可
と
に

に

限

し

、
め

誘

な

慮

じ
定

を

日

高

字
構

す

り

た

点
る

導

工

と

示
の

装

本

さ

表
造

る

は
に

齢

項
基

合
容

を
出

置

当
慮

等

掲
を

、
配

者

に
準

案
て

円

る
用

該
し

が

げ
準

標
害

に

築
る

内
障

滑

建
す

設

板
、

用

を

示
者

利

物
。

者

る

る

、
齢

き

け

は
高

で

表の物築建の１

構

場

高

の

設
び
て
オ
可
昇

規に項の

使

定
な
機

用
け
７
、
に
能
降

者
、
の
通

号

る
降
出

用
か
項
路
め
昇
の

、
駐
つ
の
に

が

用

た
に

数

使

得

者

数

準

用

以
分

行
入

そ

業

す

、

駐

以
上
の

こ
付

他

格

こ

う
口

の

規

る

。
の

れ

定

。

と
近

こ

に

と

び
円

の

は

及
が

造

合

さ
等

チ

の

字
に

ン

１

文
滑

ベ

、

備整るす定



備

等下廊

整

１

段階２

別

そ
記

の

備

第

１

考

号２

１

建
様

築

の

式

か

物

表 ５

６
）

ら

第
用

成平 ８月８年

オ

カ

キ

ク

オ

カ

ア

イ

ウ

エ

の

条

敷

な

ア

イ

ウ

エ

目項

こ
さ

ま

第

、
高

表

・

し
た

規

・

場
す

に

条

の
と

で

８

に
こ

定

第

合
る

す

係

て

整

関

い
。

る

条

お
と

ウ
エ

標

準

内

基

）

案

備

日

口
幅
車

入

金

に
員
い

曜

接
は
す

日

す
、
使

）

用

る

者

、

あ
チ
は

で
ン
分

用
セ
部

段

と

を
ト
平

旨
ー
水

る
メ

、

側

部

り

面

は

両

端

回

粗

別

手

近

を

は

識

に

付

段

又

や

り

び

け

り

し

す

及

設

滑

く

設

要

い

く

す

の

必

な

に

つ

所

料

か

箇

材

、

置

な

い

端

内

け

踏

け

点

上

、

に

仕

法

あ

面

込

利

必

用

要

部

寸

法

寸

す

に

付

幅

げ

寸

み

る

応

近

法

法

者

じ

及

２

の

、

び

以

以

憩

側

要

以

上

以

上

休

両

必

下

下

す

所

す

用

手

箇

手

の

に

な

幅

す

の

点

の

供

り

に

り

に

を

段

面
な

粗

段

階
設

壁
ら

面

覚

は
措

整

又

設

又
視

に
い ）

滑

る

傾
障

、
置

は

け

は

に

合

路
者

出

り

場

斜
害

突

、

上
利

が

く

は

の
の

物

備

の

及
に

い

材

２

端
用

な

い

基

仕

階

び
支

料

地

を

、

識

は

上

段

下
障

や

は

合

く

場

し

る

若

け

形

設

状

共

雪

の

公

積

地

、

敷

は

以
す

見
ル

、

施

に

況

的

等
方
す
と

い
と
こ

す
上
る

や り
。
よ
と
に
こ
法
る
。

北

ず

表

ま

字

げ

つ

るす示表

構

、

い

い

く

行

に

を

き

示

設

字

なし出突は部

造

端

た

置

表

は

る め

示 、

不

備

い

で

設

行

ま

の

を 突は

）

置

部

入

設

端

算

の

な

を

げ

の

端
が

む

なし出

接
場

な

準

造

近
い

得

構

に
除

合

の

る
を

場

２

す
合

い

等
。

、

の

下
く

は

の

項

廊 分

障

除

部

覚

を

の
）

視

ア

設

配

）

注

者

。

に

害

内

く

整準基

物

備

し

築

整

慮

建 第

表
記
記

画

別
別
別

計備

そ

第
第

一

を
号
号

更

の

４
１
２

変

を

る
式
式

表

部

削
様
様

）

こ

海

とと

公道

よ

造
な
に

構
難
準

の
困
基

い

び
合
る

及
場

）

置

材

措

げ

た

上

じ

仕

講

い

法

法

法

法

講

内

寸

寸

寸

じ

の

置

）

措

法

た

寸

）

）

）

床

支

用

上

起

行

容

喚

通

意 の

と

材

障 置

材

措

げ

た

上

じ

設

仕

講

１
の

用

の
次

適

。
そ
を

）

こ

欄
に

い

尾
う

な

末
よ

し

。

で

考
る

が

備
め

と

外
改

項

。

の

る

１

き

の

報

同

そ
当
と

途
は
合

用
又
場

基
上

や
備
以

他
整
等

の
該

な
定
害

得
に
障

を
準
に

む

）

由
れ
高

理
ら
、

い
め
者

）

合

合

合

合

合

内

）

計

合

合

合

合

合

合

合

容 適

合

合

合

合

合

中 。る削を」つか定特不

が

り
な
等

よ
い
者

に
て
齢

若
に

該
造
滑

当
構
円

、
い

準
は
で

基
く
用

備
し
利

整

号

に
設
き

外

よ
備
る

第

こ
よ
合

る
に
場

否

否

否

否

否

・

・

・

・

・

否

否

否

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

否

否

否

否

状

否

否

否

否

考備※況

と
り
に

が
当
あ

号

く
備
は

し
整
て

著
該
っ 、



成平 ８月８年

４

所

所

便

便

路斜傾３

い車

日 ）日曜金

し

ウ

エ

オ

カ

て
キ

ク

ケ

コ

イ

）等房便用者用使す

カ

ア

な

ア

イ

ウ

エ

オ

入

が

車
設

車

出

段

障
ケ

コ

す

す

口

な

い
置

い

に

用
接

用

近

使
近

使

付

い

い

便

必

用
て

用

は

者
し

者

房
な

房

要

便

北

る

じ

な
場

あ

応

の
い

の

に

車

車

出
、

便
は

旨

、

い
合

す

す

口
後

い

い

い

入
前

車

用

用

戸
高

使

使

使

に
に

す

用

用

設
差

者

者

者

を
低

用

房

房

る
な

便

便

便

け
が

用 洗

は

び

合

の

に

及

場
い

房

便
便

装

非

所

、

浄

、

便

は

の
の

端

ご

い
房
房

縁

階

車
数
数

、

に

使
総
総

は

と

す

面

い

者
が
が

壁

車

用

又

す

用
下
の

５

用

房
以
超

は

使

便

者

の
合

上

便

場
合

以

用

数
の
場

の

房

両

端

粗

踊

傾
い

同

路
合

以
一

側

部

面

り

斜
場

は

、

の
を

上
平

に

付

又

場

す

及

滑

周

踊
除

の
面

手

近

り
交

り

び

り

囲

り
く

踊
で

の
）

場
差

の

必

に

の

場
。

な

い

下

部

の
し

設

要

く

廊

箇

材

等

分

設
、

置

識

注

は

高

所

料

と

に

又
置

点

上

別

意

接

さ

に

仕

の
の

は

段
者

端

階
害

縁

続

又

及
に

面

端
用

壁

上
利

、

端
が

５

下
障

は

び
支 合

の

接
場

上

近
い

以

に
な

所
、

の

点

す

海

便

よ

、
掛

示

に

は
腰

表

字

い
座

る

車

道

等

用
手

板

使
び

内

す
及

案

用
り

の

者
す

公

あ
の
の
房
房
便

置

便
付

設

入

す

は

用

出

い

置

常

の

車

作

装

の

用

操

出

口

使

、

呼

法

が

が

置

内

者

容

の

滑

易

設

幅

円

な

置

に

立

の

通し

上

閉

の

以

開

も

上

設

１
１

げ

置

字

げ

し

喚

上以２
上
＋
以

下

示

す

用

る

以

表

や

起

す

の

合

傾

行

材

の

を

い

床

場

分

端

設

、

部

、

敷

は

斜

い

差

を

部

交

出

障

は

く

突

覚

又

除

は

視

を

立

な

者

続

）

し

害

接

。

）
場
。
り
く

げ

踊
除

上

る 床用起喚意注に分部の

報

し接近に所
）
便
置
る
設

置

）

措

差

た

段

じ

大

講

最

と造構な能可過

講

内

開

法

閉

じた

寸

方

措

法

式

階

置

）

）

寸法）

分

用

部

利

る

い

の

す

階

階

幅

が障

踏

支

に

に

措

）

げ

た

幅

上

じ

踏

仕

講

設敷の材

）

置

材

覚視

）

）法寸

第外号

合

合

合

合

）

総
う
数
ち
）
設置数）

合

合

合

合

合

総
う

総
う

数
ち

数
ち

）
設

）
設

置

置

数

数

）

）

合

合

合

合

）

合

合

合

合

合

合
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・

・

・

合

合

否

否

否

否

号
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・

・

・

否

否

否

否

否
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・

・

・

否

否

否

否

否

否

否

否
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・

・

・

否

否

・

・

否

否
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入

用
使
設

出

利
す
施

い
車

化
用
の

滑
者
で

口

円
用
ま

場車駐６

さ
便
経

５

び及路斜傾

路

小

通

用

の

子

内

男

地敷

便

成平 ８月８年

路
車

経
は

た
又
）

れ
房
路

い
、
用

室
者

居
用

用
使

利
す

エ

オ

ア

イ

階

ウ

エ

オ

車
駐

ウ

エ

ア

イ

場り踊のそ

す手

ア

イ

ウ

器

日 ）日曜金

い

要

又

幅

車

必

段

ん

サ

シ

す

に

は

員

使

応

段

出

け

上

者

、

設

以

用

じ

を

施

ま

車

口

い

駐

入

な

用

７

あ

経

路

で

の

斜

設

で

傾

い
車
車

の

粗

踊

縁

車
駐
駐

又

場

は

す
台
台

経

面

り

端

の
の

が

は

、

、

使
数
数

路

囲

面

者
総
総

で

ぬ

周

壁

用

が

る

て

の

又

用
数
数

き

れ

だ

も

廊

は

駐
が

滑

下

５

車

け

施

の

に

と

以

設

短

以
超

り

等

数

な

の
場

く

識

上

の

く

下 場
合

い

別

の

両

端

冬

案

同

標

に

付

の

以
一

内

側

部

期

及

用

の
面

示

手

近

利

上
平

り
交

は

り

び

に

踊
で

板

す

積

設

要

慮

場
差

、

の

必

配

箇

た

設
、

雪

置

な

し

の
し

等

さ

に

質

は

に

高

所

材

又
置

点

接

配慮

溝

を

面

を

水

り

粗

段

排

続

ぬ

る

は

え

は

け

に

備

又

設

え

置

て

合

つ

床

れ

場

、

た

り

２

車

小

滑

、

、

式

も

は

の

等

く

階

す

器

に

の

い

便

浄

面

要
洗

粗

必
の

の

い

段

、
き

ぬ

じ
で

は

応
が

又

に

滑

肛
洗

も

工
水

て

人
る

れ

北

の

く

は
等

に

又
具

り

門
器

誘

昇

旨

を

は

る

路

又

い

人

等

示

を

雪

標

機

積

導

降

を た

場

し

る

慮

す

配

設

に

併

材

し

立

る

に

除

法

を

方

合

１

仕

す

げ

置

料

や

上

位

合

上

い

に

１

設

げ

置 雪

上

積

以

、

２
上

し

＋
以

字

路通は又

場

高

下

示

る

た

以

表

す

し

勾

い

合

に

は

行

さ

又

を

は

設

部

交

１

端

、

置

配

、

差

は

場

し

の

接

出

下

は

突

以

又

料

構

ャ

設

材

の

キ

合

な

続

仕

造

ス

置 各

上

タ

以

項

が

１

の

等

階

げ

２

ー

除

ま

を

込

）

ケ

ち

上

の

落

材

工
設

）

溝

。

い

く

な

海

げ

う

上

こ

仕

う

料

ぼ
置

道

てし用使を

公

表

）

り

。

よ

く

が者るい

示

凍の

）法

）

方

員

示

幅

表

慮配に結

法

駐
ち

じ

仕

講

寸

全
う

講

置

措

げ

た

）

車
設

た

上

じ

い

す

）

置

数
数

置

材

措

台

踏

）

に

。

分

く

部

除

る

を

幅

ぶ

）

）

）

さ

幅

質

高

踏

材

置設のた

仕上げ材

階

階

階

）

報

びしやチウパ、

）

置

材

措

げ

た

上

じ

仕

講

）

）
）

）

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

設

設

設

置

置

置

数

数

数

）

）

）

合

合

合

合

合

合

）

第外号

合

合
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・

否

否

否

否
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・
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・

否

否

否

否
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・

・

否

否

否
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平成

ま
利
で

年

用
の

８

居
廊

月

室
下

８

で

廊

ま 廊

等

の
の

下

の
下

使
上

す
以

い
１

車
の場

室居用利

か
等

上地接直
口入

日

ら車

金

い

曜

す

日

使

）

及

な

ウ

ア

イ

房便用者用

用利らか口入出物建
等 及

可

ア

イ

室居

設施車
口

駐
入

者
出

用
の

な

ア

イ

ウ

車駐るあの

イ

ウ

口入出の上以１の

可

ウ

ア

物建の上以１るず通に

造

廊

内
び

戸
構

可

ア

イ

出

を

法

下

設
と

に

以

け
し

幅

等 向

内

る
、

上

っ

と

合
後

以

か

ご

場
前

開

設

、
高

て

に

は
に

２

北

の

戸

す

動
差

人

く

置

自
低

い

設

場

閉
な

車

を

る

開
が

を
な

安

全

内
び

戸
能

法

全

面

設
構

材

ガ

以

け
造

幅

な

を

質

ラ

内

る
と

上

と

と

合
、

以

ス

ご

場
し

る

設

、
後

す

に

は
前

き

す

動
高

人

と

置

自
に

２

、

場

閉
差

車

は

る

開
低

の

を
造

を

安

全

内

戸
構

戸

い

法

全

面

け
し

け

な

を

幅

設
と

設

材

ガ

る
、

る

合
後

合

ス

以

場
前

場

質

ラ る

、
高

ガ

す

は
に

で

と

上

が

を

き

動
差

ス

と

自
低

ラ

内

戸
能

戸

、

閉
な

使

は

開

法

を
な

を

戸

安

全

を

全

面

け
造

け

設

な

を

幅

設
構

設

け

材

ガ

る
と

る 合

場

ス

以

場
し

場

る

質

ラ

で

す

は
前

で

合

と

上

合
、

ラ

と

自
に

ラ

ガ

る

、
後

ガ

を

は

開
低

を

ス

き

動
高

ス

を
な

内

戸
能

使

、

閉
差

使

法

け
造

幅

設
構
る
と

、
後
は
前

上

合
、

以

場
し

そ
い

閉
差
開
低
動
高
自
に

け

合

海

の

用

場

、

他

使

る

は

の

す

合

車

者

は

道

使

れ
上

通

す

す
以

、

い

が

安

者

う

の

用

違
）

行

公

で

支

滑

の

に

円

と

全

が

こ

は

の
な

す

視

合

そ
が

障

に

の

用

障

、

他
い

使

覚 害

障

者

者

、

れ
上

の

者

す
以

等

害

が

者

こ

防

齢

う

突

高

違
）

衝

用

円

で

置

が

の

措

等

と

止

他
開

る

覚

の
、

す

視

そ
く に

者

車
時

き

害

の
閉

と

障

用
等

衝

使
下

の

す
廊

等

い

措

円
出

止

が
突

防

者
に

突

用

視

そ
が

用

に
な

置

滑
し

る

障

他
く

る

す

覚

の
な

す

き

者

障
開

き

と

害

の
、

と

廊

衝

、
に

の

者
時

等

害
閉

等
に

止

者
等

防

齢
下

突

高

の
な
そ
が

円
出

置

が
突

措

者
時
害
閉
障
開
の
、
他
く

等
に
者
等
齢
下
高
廊
、
に

円
出
が
突

報

分

い

し

部

な

閉

る

の

開

き 端

能可

末

置

過

を

措

通

法

閉

講

内

開

じ

き

置

）

）

措

法

式

た

寸

方

末

し

を

閉

分

開

部

に

る

滑

端

過通

法

閉

ガ

講

内

開

ラ

じ

）

）

の

措

法

式

ス

た

寸

方

能可過通し閉開
い

仕

置

法

閉

ガ

講

内

開

ラ

じ

）

）

の

措

法

式

ス

た

寸

方

し閉開
い
に
な
滑
し

仕

置

過通

法

閉

ガ

講

内

開

ラ

じ

）

）

の

措

法

式

ス

た

寸

方

し閉開
い
に
な
滑
し

仕

置

過通

法

閉

内

開

）

）

）

法

式

寸

方

第外号

合

合

合

）様

）

）様

）

合

合

合
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）

合

合

合

合

合

合
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す

設

エ
い

施
ー

の

る
タ

車 用

外

ベ
使

以

レ

てしと主

ターベレエ

路斜傾

平成

施
利
設

年

用
ま

８

居
で

月

室
の

８

を
利

設

ー
が

施

タ
者

の

ー

る

。
能

け

く
可

設

除
用

に

昇

ー

機

ベ

降

レ

昇

エ

）
な

駐の車動自

視

降

イ

ウ

エ

ケ

コ

サ

アす供に用の車

ビロ降乗び及ー

カ

キ

ク

ア

イ

ウ

接
ア

イ

ウ

エ

オ

ー

か
廊 及

な
イ

ウ

日

車
等

ら
下

金

い

曜

す

日

使

）

乗

乗

機

ウ

ア車駐用者用

ロ

ロ

乗

ご
障

降

降

の

か
覚

ー

ー

部

及
者

ビ

ビ

降

内
害

イ

に

は

乗
円

に

等

に

び
の

制

ご

高

ロ
な

の

か

、

降
滑

装

昇

差

ー
作

御

の

低

ビ
操

の

方

な

制
可

置

降

が

の
が

ご

か

乗

か

か

か

か

か

御
能

は

の

内

内

ご

降

ご

ご

ご

ご

に

ビ

床

車

手

に

に

内

ロ

の

り

の

着

停

ー

面

い

す

鏡

到

の

の

設

階

止

に

積

す

予

到

転

設

置

及

定

着

回

置

び

上

支

の

及

る

以

に

戸

階

す

在

の

の

鎖

現

ご

障

閉

び

か

ご

ご

降

ご

利
地

か

か

乗

か

ビ

及

居
へ

及

の

ロ

内

用
上

、
ず

昇

行

ー

び

室
通

び

奥

出

路

高

降

車
る

降

き

は

乗

い

法

差

ビ

す
入

の

内

低

ロ

使
口

出

な

に

用
の

入

）

が

ー

者
あ

口

く

車

用
る

の

勾

高

以

便
階

内

、

い

び

戸
構

廊

内法

配

さ

を
造

下

設
と

等

幅

１

以

け
し

に

以

以

内

る
、

向

後

っ

ご

以

下

ご

場
前

か

内 に

に

は
に

て

と

上

と

合

置

自
低

く

踏

段

設

、
高

開

設

す

動
差

戸

幅

併

る

開
が

を

の

場

閉
な

設

法

下廊

内

場

に

幅

等 向 開て

上

っ

以

か

２

北

向

い

い

設

車

を

の

戸

人

く

の

を

知

置
も

置

を

装
な

位

音

す

せ

る

い

ら

せ

車

知

ら

喚

置

者

意

装

用

注

声

使

る

御

床

置

制

用

設

の

起

の

用

置

降

い

知

位

昇

な

を

装

材

の

る

表

向

状

せ

の

方

形

ら

の

装

装

置

示

声

装

表

音

示

置

置

設

設

置

の

の

設

置

置

法

幅

す

上

房
に

び

用

又
停

幅

及

使

は
止

奥

者 制

す

上

き

の

い

以

行

用

車

法

装

用

内

御

使

の

者

置

用

の

駐

そ
い

け

設

上

施

置

以

車

設

他

場

は

上

は

の

る

合

以

合

の

合

、

の

、

踊

車

は

り

上

上

の

す

通

以

以

場

い

、

者

安

置

用

の

）

）

設

使

行

け

に

障

滑

支

円

に

が

全

海

が

は

者

合

用

場

使

る

す

道

安

う

の

違

行

れ

通

す

、

公

置

の

障

で

支

の

に

と

全

こ

、は）。く除

設

を

敷

び及階るあが

）積面床

直

法

）

設

内

内

幅

法

置

開

の

）

）

）

法

法
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寸

寸

能可過

置

通

措

し

い

閉
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勾
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配

さ

閉

じ 置
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式

措
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寸

）

）

）

報

置

を

措
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な
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講
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じ

合

合
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合

置

）

措
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合
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平

客

成

室

８月８年

案８

等室浴９

で

路

ま

斜

備

傾

設内

通の内地敷

日 ）日曜金

カ

キ

ク

ケ

コ

経

サ

シ

ア

イ

の

及
意

閉

イ

ア

イ

ウ

エ

オ

路

除

い

ウ

ア

イ

ウ

ア路経

聴

な

ア

イ

客

障

要

用
と

の

覚

必

利
路

は

者

応

滑
等

室

害

に

円
同

避

配

、

さ
構

、

に

じ

化
の

経

し

し

常

た

難

慮

非

れ
造

用

北

い

常

出

か

す

非

呼

路

や

た

車

粗

障

障

置

浴

場

警

装

ら

者

者

入

す

い

面

害

害

出

手

に

等

使

は

、

、

口

り

す

又

者

れ

齢

齢

戸

の

用

ぬ

高

高

等

等

設

置

が

て

者

者

を

設

円

円

る

滑

滑

が

が

け

円

も

に

に

合

利

に

滑

滑

場

に

り

し

出

ガ

で

い

利

利

で

用

く

入

入
通

入

車
び
喚

次

出

出

用

定

口

口
過

口

路
下
起

に

接
に
床

め

の

に
可

に

に
端

な

害

す
近
材

る

内

戸
能

障

法

を

る
接
の

構

造

、

部
す
敷

造

幅

設
構

者

け

分
る
設

の

る
と

高

車
分

室

以

場
し

齢

、
部

浴

路

等

上

合
、

者

設

、
後

の

を
視

の

は
前

等

勾

高
く

点
風

横
覚

直

幅

）

ブ
室

接

員

配

さ
。

字
除

１

地

ロ
を

上

以

ッ
除 。

上

下

接

内

ク
く

以

以

に

と

又
）

す

ご

等

踏

誘

併

融

部

に

は

段

消

る

用

の

装

に

幅

導

設

雪

分 、

音

場

置

屋

設
と

員

を
造

幅

戸
構

合

を

け
し

は
に

合
後

上

場
前

以

る
、

閉
な
開
が
動
差
自
低
、
高

の

室

所

報

海

置

等

置

ま

設

置

設

等

に

装

の

の

で

道

以１の路

置

経

設

公

で

ラ

き

材

用

用

利、は上

る

を

十

仕

き

き

ス

る

料

で

さ

用

な

げ

シ

高

使

分

上

る

の

ー

浴

る

間

ワ

の

す

空

ャ

設

は

保

び

の

き

確

及

槽

と

置

、

水

障

置

自
に

通

な

具

全

器

安

者

開
低

の

す
害

動
高

過

断
利

そ
が

障

部
の

閉
差

支

る
上

他
い

な

並
用

の
な

と

分

が

傾
障

障

段

に
支

の

る

び
い

、

い

が
な

者

な

斜
が

害

以

根

声

部
分

齢

る
部

高

あ

の

し

置

、

け

上

若

装

は

設 て

の

い

踊

く

設

上

等

い

場

ひ

以

置

な

り

は し

）

場

の

さ

方

、

は

行

は

置

又

進

合

設 勾

消

向

１

配

融

を

１

雪装

以

変

用使すい車の他のそ
い

に滑円が者

報

設

材

の

たれさ化滑円用

置

質

材

ス

げ

）

ラ

上

さ

ガ

仕

高

が

又
除

等

分
を

者

仕

）

の

に

に

の
）

滑

段
。

円

は
く

端
注

開

上

法

閉

大

設

内

開

最

置

）

）

）

法

式

差

数

寸

方

段

更

）

置

下

置

の

必

設

下

る

の

）

以

す

を

な

合

が

場

要

勾

高

講

講

幅

た

）

）

）

た

じ

員

配

さ

じ

可過通し閉開

置

置

措

措

能 ）式

）

方

員

閉

幅

開

第外号

合

合

合

合

）様 合

合

合

合

合

合

）

）

合

合

合

合
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）
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合

合
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宅

所

住

面

同

洗

共

所

の

便

等

室客る

ターレカスエ

成平

障害

年

者

８

、

月

高

８

等

設

戸

併

住

イ

ウ

エ

オ

カ

ア

イ

ウ

エ

ア

）。む含を

オ

現

カ

キ

ア

イ

ウ

ー

で

エ

低

イ

ウ

エ

齢

日

等者

金

が

曜

円

日

滑

）

浴

手

た
ウ

アきで用利に

の

り

関

関

所

室

す

玄

玄

便

差

地

間

床

便

段

下

土

の

の

、

の

上

表

は

は

等

と

の

座

き

置

り

は

腰

で

措

が

面

、

れ

座

限

ま

ぬ

便

る

か

、

掛

洗
き

出

段

も

小

の

て

り

ち

に

面

い

面
る

入

踏

次

粗

車

に

段

定

又

す

器
水

口

み

ぬ

用

は
器

は

及

め

は

使

に

段

く

構

れ

者

、
具

、

び

る

、

要
設

を

し

造

て

が

必
の

は

洗

滑

円

に
置

設

板

の

も に

に

じ

な

、

面

り

滑

応

け

用

す

を

の

く

利

手

い

段

所

識

設

い

降
位

降

み

障

浴

乗
在

乗

踏

に

及

者

に

口
置

口

段

害

室

高

常

、
び

、

び

、

非

に
及

動
行

意

し

齢

用

移
運

注

く

起

は

等

出

手
方

喚

板

者

呼

、

置

り
を

用

、

が

装

す
向

連
字

材

面

円

の

に
点

床

粗

車

ス

に

置

続
表

の

又

滑

設

入

入
が

い

イ

客
客

出

出
差

チ

の
の

口

口
な

す

ッ

室
室

内

、

用

類

総
総

の

は
い

使

法

障

者

は

数
数
が
が

幅

害

が

、

者

、

車

、

円

い

以
超

に

使

の
場

以

高

滑

す

下
の

用

者

合

者

利

用

場
合

上

齢

円
と

ら

用
路

か

利
経

イ

等

に

さ
の

で

化
等

ま

滑
同

キ

経

め

た
造

定

れ
構

北

の

ら

造

か

構

路

る

で

く

、

に

は

り

い

差

滑

さ

いさ小けだ

料

る

材

き

い

料

き

を

造

別

置

材

で

り

構

上

高

置

や

や

仕

る

設

上

し

得

の

、

を

い

げ

さ

し

む

す

、

場

器

者

い

面

害

な

洗

障

の

者

除

鏡

齢

を

び

高

合

及

設

ぬ

利

し
示

敷

は

設

等

く

手

も

き

定

て

で

固

れ

用

た

及

を

に

所

り

り

便

す

滑

る

料

室

し

材

浴

置

い

び

設

く

で

が

置

該

上

設

当

仕

の

、

円

き

円

１
１

が 滑

る

滑

に

床

に

閉

積

用

２
上

開

面

利

＋
以

保

る

通

確

き

上

し

を

で

以

す

な

手

能

、

造

可

し

構

過

の

客

造

り

構

海

で

置

ま

設

室

の

客

室

道

１の路経の

公

、は上以

）

置

材

措

げ

た

上

じ

仕

講

作操に滑円、

）

置

が

。

数

た

置

上

置

じ

設

仕

設

講

固

げ

）

置

）

材

）

措

数

げ

、はにりす手定

置

）

措

材

た

げ

じ

上

講

仕

後

設

前

に

、

切

し

適

と

を

高に

置

法

閉

う

内

開

ち 数

）

）

置

法

式

設

寸

方

報

れさ化滑円用利

合

合

合

合）

数総の室客

合

）

合

合

合

合

合

合

）

合

）

合

合

合

合

）

合

合

合

合
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合
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否

否

・

・

・

・

・

否

否

否

否

・

・

・

・

・

・

否

否

否

・

・

・

・

・

否

否

否

否

否

否

・

・

・

・

否

否

・

・

否

否

号



平

カ

成

ウン

年

タ

８

ー

月

等

８

用使

所

す

話

い

電

車

衆公

等

す

路

席

い

斜

覧

車

傾

観

用

び

使

及

の
て
合

し
場

と
る

主
す供

障

日 ）日曜金

ア

イ

ウ

席用者

車

エ

オ

カ

イ

ウ

エ

オ

カ

ア

イ

ウ

至

場

に

り

席

踊

用

の

者

そ

ア

イ

ア

イ

ア

路通る

齢
等

高
宅

、
住

者
同

害
共

に用利
等

の
戸

等
住

者
の

聴

要

す

車

難

必

い

ア

イ

ウ

者

使

及

応

用

す

者

に

使

い

覚

公

、

者

視

、

が

用

び

じ

円

害

フ

滑

、

障

衆

円

が

北

シ

用

に

の

ク

利

滑

者

ァ

に

奥

出

出

出

用

滑

ミ

で

利

円

法

行

入

入

入

粗

床

内

面

は

の

に

に

又

、

幅

き

口

口

口

は

水

内

戸

車

滑

平

法

を

い

り

以

け

使

上

に

上

幅

設

す

以

く

る

用 通

料

上

合

の

材

以

場

者

い 上

、

過

仕

は

両

端

勾

高

同

に

付

以
一

配

さ

側

部

上
平

１

手

近

の
面

以

す

及 必

下

り
交

内

り

び

以

踊
で

な

の
し

と

設

要

場
差

ご

の

踏

箇

設
、

に

置 さ

に

は

幅

高

所

又
置

点

接

法

車
席
席

補

車

高

内

続

い
の
の

聴

い

低

す
総
総

装

す

差

幅

使
数
数

置

使

が

用
が
が

の

用

あ

設

者

る

以

者

置

の

場

下
の

席

通

合

以
超

上

用

併

設

の

、

の
場

段

の

行

は

場
合

場

と

傾

の

障

の

合

設

置

支

の

、

関

槽

間

玄

浴

居

２
１

、

高

、

所

の

所

便

縁

便

、

に

等

、

等

室

は

室

浴

さ

浴

、

要

す

者

必

手

害

、

に

障

で

な

リ

き

り

海

置

造

る

用

設

構

き

利

の

る

造

可

の

構

が

道

タ

話

電

ン

電

な

ウ

の

能

カ

の

機

ー

台

話

公

の

置

置

設

置

設

の

設

の

等

用

な

使

と

す

障

い

支

げ

車 に

い

滑

な

円

が

が

段

者

る

字

通し閉開

場

の

下

示

る

上

以

表

す

以

は

斜

い

り

合

傾

行

踊

の

を 部

設

交

分

端

の

、

部

、

場

出

は

く

突

又

除

は

置

差

を

合

な

斜

な

続

）

し

接

。

る

路

以

は

段

及

上

が

び

以

、

上

な

そ 設の場

）

り

上

踊

以

い

の

置

者

じ

設

齢

応

の

高

に

置

に

出

全

呼

安

用

の

常

等

非 置設の

慮

置

配

装

報

数

数

置

置

置

置

設

設

設

設

な能可過

）

）

）

）

数

数

造構

法

閉

大

仕

内

奥

内

開

最

法

行

上

）

法

式

差

げ

寸

き

寸

方

段

る

い

す

）

）

）

）

）

材

法

幅踏に分部

勾

高

踏

）

）

）

配

さ

幅

法

席
う

最

内

の
ち

大 ）

）

数
置

差

法

総
設

段

寸

）
数

）さ高

第外号

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

）幅踏

）

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

・

・

・

・

合

合

合

否

否

否

否

号

否

否

否

・

・

・

・

・

・

・

否

・

・

・

・

・

否

否

否

否

否

・

・

・

・

・

否

否

否

否

否

否

否

・

・

・

否

否

否

否



整 合

の

適

時

に

常

準

非

基備

備

し

設

お

ッ

び

ロ

及

ブ

乳

字

授

点

む

ク

機売券

等口札改

平

案

成

内標

年

示

８月８

等置措替代の合場いな

場のえ替つ

誘

オ

ア

イ

ウ

ウ

必
そ

は

び

ア

イ

ウ

エ

所

ウ

エ

オ

ア

イ

ウ

エ

オ

ア

イ

る

日 ）日曜金

常

要

壁

視
導

非

必

に
ア

イ

の

応

又

障
、

口

に

面

覚
灯

は

、

床

者
動

戸

じ

は

害
自

外

斉

ら

は
災

、

一

か

又
火

き

送

突

覚
知

開

放

の

聴
報

避

設

物

害
等

等

の

出

障
器

十

安

ら

の
設

難

備

か

者
の

本

則
黄

分

全

要
の

日

原
、

曲

応
を

工

黄
色

な

で

に
旨

と
外

度

が

じ
表

業

色
以

強

の

授

格

し
）

を

り

、
示

規

な

及

定

色

し

少

乳

に

、

有

道

お

る

や

ぬ

い

び

め

彩

、

に

つ

状

状

て

筋

む

形

形

れ

の

車

粗

必

車

視

イ

替

の

も

又

に

す

障

場

い

面

要

い

覚

用

者

は

使

は

応

使

害

合

す

点

者

り

、

者

が

、

用

滑

じ

く

字

、

円

字

の

に

点

が

、

滑

に

ロ

過

い

ブ

円

滑

ブ

通

ク

支

料

ッ

に

利

ッ

の

材

ロ

上

を

用

で

の

障

仕

ク

利

用

法

可

建

病
措

次

内

と

能

物

院
置

に

な

全

、

定

幅

限

体

郵

め

上

標

案

局

構

以

り

の

便

る

お

改

案

標

に

の

準

内

等

造

図

非

て

口

用

に

い

札

内

示

利

必

号

口

、

の

記

常

は

等

び
き

応

及
で

に

さ
用

要

高

字

の
内

点

字
案

、

文
る

じ

き
示

表

大
標

北

の

他
置
の
設
そ
の
さ
板

示

す

置

切

難

や

設

適

避
置

し

な

造

離

要

構

距

必

い

な

に 又光、音に

設

所

敷

場

に

的

の

一

り

続

え

統

滑

連

は

慮

い

敷

き

配

く

に

で

に

に

の

敷

所

て

料

場

し

材

設

る 置設

設 周

敷

で

き

敷

ー

識

ビ

と

ベ

囲

段

る

構

る

設

き

る

設

な

げ

売

い

の

券

な

造

の

が

構

造

置設

置

の

設

機

の

売

機

券

示

障

使

明

覚

置

を

を

視

設

者害障覚聴は又者害

用

の

が等

海

容内示表

道

、し慮配に

公

よに示表字文

、者害障

る

に

ッ

し

ベ

別

）式方閉開

及

合

）

場

設

い

付

く

ド

）

）

材

数

げ

置

上

設

仕

数

数

大

上

置

置

最

仕

設

設

滑円

）

）

差

材

）

）

段

げ

きで用利に

法

講

設

内

じ

置

置

）

措

）

法

た

数

寸

報

滑円が等者齢高

合

合

合

合

合

合

）数置設

合

合

合

）

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

第外号

合

合

・

・

否

否

否

否

・

・

・

・

・

・

否

否

否

否

否

・

・

・

否

否

否

否

否

否
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・

否

否

否

否

否
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・
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・

・
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・

否

否

号



成平

階段

８月８年

の

１

そ

場降

路

乗

通

２

３

札改

２

整

５

考備

機通

備

交共

口

公

※
変

１
２
３
４

計
合
備
欄
の

設
適
整
印
更

容
況
準
、
合

内
状
基
は
場

欄入記※

日 ）日曜金

ウ

エ

ア

イ

ウ
な

エ

オ

ア

イ

目

）用設

項

施の関

ア

イ

入
、

」
」
に
記
は

ア

イ

ウ

な
更

は
は
合
し
変

欄
欄
適

で
係

該
該
な
い
に

、
、
し

だ
整

す
す
場
く
る

当
当
い

い
項

整
も
の
さ
備

る
る
合 措

に

項
を
替
。
目

備
の
代

点

傾

け

踏

に
で
置

つ

目
○

ブ

路

げ

寸

な

字

斜

あ

面

ら 措

ロ

の

寸

法

い 置

ッ

場

法

）

ク

合

以

下

は

、

以

上

又

は

音

北

段

壁

装

路

導

斜

誘

傾

声

の

端

端

面

を

面

粗

縁

両

両

粗

は

又

に

に

に

又

設

に

面

端

転

滑

る

、

は

、

、

、

は

け

れ

ー

意

落

り

場

突

ぬ

ホ

注

く

は

物

て

ム

喚

防

に

合

出

ア

用

の

い

、

が

も

ド

起

止

な

滑

材

く

料

の

い

り

、

床

さ

材

く

く

の

の

仕

階

に

さ

内

車

粗

い

、

設

設

上

段

や

法

い

面

使

は

整

幅

す

又

用

ぬ 滑

通

も

備

上

の

て

以

者

れ

基

障

く

共

支

に

公

の

り

過

」

て

つ
囲
等

い

施

と

い

的

、
く
は

入

て
で
欄

記

い
ん

備

く

要
さ
整

て

必
だ
、

し い

値

内

さ

数
。
の

だ

な
い

基

置

備

措

整

は

が

。

又

容

置

の

の

海

設敷の

造

等

構

公道

意

構

を

材

注

置

置

げ

の

む

用

い

上

起

な

仕

喚

造

得

料

視

の

、

等

は

材

合

床

場

げ

料

設

な

材

者害障

設

覚

敷

げ

基

が

上

備

準

段

仕

整

る

画計

の

備整

い

準

な

適

容

に

内

準

表）更

内

変

場

し

い

入

な

記

し

を

合

等

た

い

じ

さ

講

だ

に

く

合

て

代

。

報

上行通の

）

）

法

法

寸

寸

と障支 措

げ

げ

た

上

上

じ

仕

仕

講

容

）

）

置

材

材

法

大

上

設

内

最

仕

替

）

）

）

法

差

材

寸

段

げ

のそ、ていつに等置措 容内

第外号

合

合

合

合

内計

合

合

合

合

合

合

合）

容 適

合

合

合

合

。いさだくてし入記を

・

・

・

・

否

否

否

否

号

否

否

否

・

・
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・

・

・

・

・
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否

否

否

否

状

否

否

否
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適

設

に

憩

準

休

基備

５

整

４

し合

備

又

内

道

ま

所

案

で

経
案

備

に

の
の

の
は

設

等

か
所

接

路
路

路
内

直

経
経
か

ので

路

か

経
路

斜

等

の
経

傾

道 車

か

ら

路

成平 ８月８年

等置措替代の合場いな

ら

ら
ま

通
視

設

障
く

イ

除

経

出

い

車
の

る

車

乗
で

ず 付

用

販

口

使

等
路

入

す

券 合

施

待

車

、

駐

所

近

用

売

車

両

ら

利

利

得
ア

イ

ア

設

者

口

用

降

使

乗

す

の

い

等

イ

路

ま

経

房

の

便

で

用

ま 利

利

ケ

ア

障

オ

カ

キ

ク

日 ）日曜金

設

者
）

認

施
置

害
。

ウ

エ

場

造

齢

る

構

高

き

の

、

で

休

除

昇

の

を

び

等

合

及

者

便

備

）

、

設

。

機

憩

く

降

降

降

用

用

運
な

昇

昇

所

の

滑

滑

情
場

機

機

円

円

行
い

に
を

便

便

化

化

報
合

、

、

又

又

れ

れ

関
除

所

所

さ

さ

経

経

る
。

は

は

た

た

す
く

と

字

車

車

路

路

文
）

乗

乗

等

示

等

等

同

同

表

券

券

と

端

縁

用

用

の

の

及

販

販

等

滑

滑

端

側

部

端

円

円

縁

両

、

手

近

、

化

化

は

に

付

は

び

面

れ

れ

壁

す

及

壁

さ

さ

経

経

又

の

必

又

た

た

面

り

５

置

な

５

路

路

は

設

要

は

と

と

箇 に

上

等

等

以

高

所

以

同

同

点

の

の

の

上

さ

の

面

は

段
者

端

回

粗

段

階
害

上
利

付

段

又

、

の
の

部

り

及

設

滑

別

端
用

近

を

は

識

に

や

び
支

び

け

り

し

及
に

端
が

要

い

く

す

下
障

必

な

近
い

箇

材

、

に
な

な

い

く

す
合

に

仕

つ

接
場

所

料

か

手

み

に

込

側

け

両

点

上

、

の

２

り

法

す

寸 下

置

以

設

北

乗は

置

又

設

売

滑

販

円

等

の

券

客

車

旅

を

支

置

に

配

動

の

移

所

な

音

所

所

構

構

び

売

売

示

障

に

置

設

近

配

声

付

の

造

造

置

の

示

設

識

表

の

標

を

備

設

し 備

の

設

上

内

術

案

技

置

た

字

立

構

構

理

下

示

げ

上

以

表

上

造

造

立

端

部

、

斜

い

傾

行

の

を

げ

し

。

出

く

突

除

は

を

部

分

ま

踊
除

字

げ

つ

る
を

な

）

）

を

き

場
。

示

ず

り
く

表

に

、

い

分

い

く

部

行

に

の 起

突

喚

は

意

部

造

注

端

構

な

床

し

用

出

公道海

内

場

案

す

字

ぼ

点

及

す

を

の

を

板

合

由

の

）

）

数

数

置

置

設

設

りよ

置

に

設

を

に

む

易

や

容 ）

た

数

数

じ

置

置

講

設

設

い

置措

）

敷の

い

材

）

）

法

法

寸

寸

設 覚視

）

置

材

措

げ

た

上

じ

仕

講

報

合

合

合

合

）

合

合

）法寸

合

合

合

合

）

合

合

合

合

合

合

合

合

第外号

合

合

否

・

・

・

・

・

否

否

・

・

・

・

・

・

・

・

否

否

否

否

・

・

・

・

否

否

否

否

否

否

・

・

否

否

否

否

否

・

否

否

号



２

平

立

成

体横

年

断

８

施

月

設

８

道歩

３

整

の

１

そ

４
５
６

考備

）

備

用路道

１

※
変

１
２
３ ら

備
欄
の

設
適
か
整
印
更

、
合

内
状
５
基
は
場

計
合

欄入記※

容
況
ま
準

日 ）日曜金

ア

イ

ウ

ウ

目項

分

等
設

エ

オ

カ

キ

入
、

」
」
で
に
記
は

ア

イ

は
は
掲
合
し
変

欄
欄
に
適

る
な
い
に

、
、
げ
し
な
更

く
る

当
当
整
い
で
係

該
該

る
る
項
合
だ
整

す
す
備
場

以
代
い
項

整
も
目
の
さ
備

措

に

項
を
外
替
。
目

備
の

冬

粗

に
で
部
置

つ

目
○
の

の

又

段

段

部

期

面

階

階

端

用

ぬ

は

び

近

利

は

に

並

付

配

て

回

傾

び

に

れ

、

に

及

し

滑

段

路

要

慮

も

り

斜

必

を

及

な

北

け

そ

所

材

に

設

び

箇

た

り

で

い

踊

点

い

な

の

に

質

く

道
段

覚

道
視

排

歩
の

視

歩

害

巻
障

溝

の
差

障

の
覚

水

者

は

込
す

者

込
害

に

巻
の

、
つ

円

、
の

、

部
り

の

部

な

断
行

え

横
け

滑

横
通

つ

勾

、

断
１

行

道
安

車

歩
配

通

歩
の

を

に
全

い

道

す

に

確

接
を

又

効

坦

面

有

平

粗

以

の

接

確

ぬ

員

の

は

整

幅

性 保

れ り滑

上

も

備

以

て い

的

者

基

く

共

行

に

公

歩

が
」

て

つ
囲
分
等

い

施

の

る
は

入

て
で
あ
欄

記

い
ん

合
整

て

必
だ
場
、

し

、
く

、
の

だ

な
い
は
備

く

要
さ

又

築
容

い

値

建
内

さ

数
。

置

の
備

措

用
整

は

物
が

。

り

字

材

の

公
基

海

げ

、

を

上

に

示

仕

場

表

料

両

行

道

の

は

り

部

す

端

手

、

側

い

公

す

保

す
確

なし

置

出

設

突

る

部
す

ャ

る

す

る
保

下

キ

で

、
上

タ

分

上

分
る

ス

部

要

体
必

等

び

必

立
で

ー

及

部

断
な

落

断

な

横
要

が

横

に

設
分

込

道

分

施
部

ち

歩

導

び
注

な

中

誘

及
に

ま

が

設

往

材

溝

分

用

地
意

い

央

基

多

上

備

準

の

仕

整

来

料

計

は

の

備

合

整

場

準

い

げ

有

画

、

）

員

更

幅

内

変

効

等

施
適

容

的
に

内

共
準

表

い

入

備
な

記

整
し

を

設
合

備
に

く

整
合

て

準
場

し

基

さ

講

だ

）
代

。

更
た

い

変
じ

報

い

下
喚

）材

）

げ

質

上

材

仕

道
用

た

帯

材

歩
起

ぶ

離

床

昇
材

設

横

敷

の
床

の

を

の

部

口
敷

る

降
の

置

切

設

勾けつりす

）上以

容

）

員

材

幅

げ

効

上

設

有

仕

に
当
等
該
置
の
措
表
替

）

そ
入
、
記
て
に
い

分
つ

部 だ
容

く
内
て
の

し

第外号

合

合

合

合

合

内計

合

合

合

合

）配

容 適

合

合

合

合

だくてし
。
入
い
記

さ
を

・

・

・

・

・

。いさ

否

否

否

否

否

号

・

・

否

否

否

否

・

・

・

・

・

状

否

否

否

考備※況



４

整

考

の

１

備

そ

路園２

入出

１
２
３
４

口

※

公

計
合
備
欄

用

設
適
整
印

園

容
況
準
、

内
状
基
は

）

備

適に準

欄

基

入

備

記

整

※

示標内案３

し合

成平 ８月８年

適
入

」
」
に
記

イ

ウ

ア

イ

、
し
な

項

は
は
合
し

欄
欄

く

当
当
い
で

該
該
な
い

、

の
さ

目

る
る
合
だ

す
す
場

項
を
替
。

備
の
代
い

整
も

場いな

に
で
置

ア

目
○
措

イ

ウ

エ

等置措替代の合

滑

カ

ア

日 ）日曜金

い

面

員

面

車

粗

幅

粗

エ

オ

又

す

又

は

使

は て

て

上

者

れ

れ

以

用

ぬ

ぬ

の

り

り

過

滑

滑

通

も

も

の

等

と

い

い

障

く

く

支

に

に

て
で
欄

員

い
ん
」

幅

つ
囲

、
く
は

整

い
備

上

要
さ
整

以

必
だ
、

備

数
。
の

な は

が

公

め

又

容

止

値

内

車 を

置

備

的

く

基

措

整

共

さ

雪

必

高
に

必

可

積

の

基

施

及
用

に

な

等

要

さ
利

要

能

じ

り

配

応

び
で

応

限

に

に

し

、

字
る

、

標

慮

じ

文
き

大
内

字

案

た

屋

の
案

点

準

示

用

さ

又

き
標

表

内

高

根

記

設

消

そ
板

図

に

は

さ
示

段

視

雪

他
設

号

置

融

の
の

し

の

別

者

識

害

、

障

は

覚

く

の

す

行

や

通

北

材

材

、

確

つ

を

か

全

、

安

が

上

上

段

仕

仕

る

料

料

な

整

け

内

準

設

設

いな

げ

げ

合

基

場

等

適

備

準

る

容

に

、

入

な

整

は

記

し

準

合

を

画

く

て

場

計

さ

の

し

い

備

だ

に

ま

く

合

間

い

じ

更

の

内

さ

講

変

で

装

の
置

を

代

表

隔

。

た

）

置

容

設

内

の

示

用

置

表

使

保

、者害障、し慮配に

つ

海

に

で

き

上

ず

る

ま

す

道

分

造

部

構

な

い

要

く

必

公

喚意注に

く

大

上

員

上

さ

最

仕

幅

仕 ）

で

差

材

材

ま

段

げ

）

げ

の

）

）

替 いつに

）

等

上

置

以

措

容

て

高

容内

）

の

員

そ

設

幅

、

円、が等者齢 ）数

）

置

さ

設

高

報

設敷の材床用起

置

置

措

措

た

た

じ

じ

講

講

）隔間

し入記

計

を

合

合

合

合

合

だく

内

て 。

容

いさ

適

合

合

）

）

合

合

合

合

合

第外号

合

合

否

否

否

否

否

・

・

・

・

・

・

状

否

考備※況

否

否

否

否

否

・

・

・

・

・

・

・

否

否

号



成平 ８月８年

段階３

び及路斜傾

日 ）日曜金

イ

ウ

エ

カ

キ

ク

ケ

ア

ウ

エ

オ

な

オ

カ

キ

ア

イ

場り踊のそ

り

面

は

冬

回

粗

段

能
ウ

エ

別

利

を

は

識

の

段

又

、

期

な

に

や

に

け

り

し

用

設

滑

し

い

く

慮

い

く

す

配

北

、

質

仕

つ

材

料

か

た

材

、

側

部

粗

踊

傾
い

縁

両

端

上

路
合

は

に

付

面

り

斜
場

端

及

は

、

の
を

、

手

近

又

場

く

面

り

び

滑

周

踊
除

壁

す

に

の

場
。

又

の

必

り

囲

り

５

置

な

く

廊

の
）

は

設

要 箇

い

下

部

上

に

料

と

に

以

所

材

等

分

上

別

意

の

点

仕

識

注

両

端

冬

高

同

に

付

の

以
一

さ

側

部

期

上
平

手

近

利

び

に

踊
で

以

す

及

用

の
面

場
差

ご

の

必

配

り
交

内

り

に

置

な

し

の
し

と

設

要

慮

踏

箇

た

設
、

さ

に

質

は

幅

高

所

材

又
置

点

接

勾

続

視

必

必

冬

便

幅

１

覚

要

要

期

所

員

配

障

に

な

の

等

害

応

箇

利

公

に

に

内

以

以

者

じ

所

用

園

円

手

点

配

の

上

下

の

、 り

表

し

築

段

滑

す

字

慮

建

材

の

設

通

の

示

た

物

併

な 確

入

場

を

置

質

出

の

行

設

差
降

溝

低
昇

水

高
な

排

合

つ

る
設

、

あ
の

は

が
機

に い

、

車

は

、

合

え

場
置

げ

つ

傾

の

の

す

海

にきずま

道

造構いく

公

示

や

起

上

表

げ

し

喚

立

字

の

い

材

行

い

床

を

す

用

げ

部

設

端

敷

、

者

な

害

し

障

出

覚

突

視

は

字

場

の

下

示

る

上

以

表

す

以

は

斜

い

り

合

傾

行

踊

の

を 部

設

交

分

端

の

、

部

、

場

出

は

く

突

又

除

は

置

差

を

付

は

保

口

な

続

）

し

接

。

る

近

、

す 上

は

な

）

要

坦

上

必

平

以

で

、

路

ャ

斜

キ

ブ字点に分部

踊

が

の

等

そ

ー

び

タ

及

ス

車

な

は

ま

又

込

場

ち

り

落

す

溝

い

い

報

措

）

げ

た

質

上

じ

材

仕

講

障支に用利の

い

）

置

材

が

措

げ

た

）

上

じ

法

仕

講

寸

踏に分部る

い

す

）

置

材

幅

ロ

）

）

）

さ

幅

質

高

踏

材

設敷のクッ

勾

材

幅

用

た

使

ぶ

）

）

）

質

員

配

可用利

置

が

設

者

の

）

置措たじ講

第外号

合

合

合

合

）

合

合

合

合

合

合

）幅踏

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

・

・

・

・

合

合

）

合

合

否

否

否

否

号

否

否

否

否

・

・

・

・

・

・

否

否

否

・

・

・

・

・

否

否

否

・

・

・

・

・

・

・

否

否

否

否

・

・

否

否

否

否

否

否



等

示

チ

標

ン

内

ベ

案

７

８

等口

機

札

売

改

券

５

６

用使
路

す
通

い
の

車
内場

４

用使すい車

平

駐

成

車場

８月８年

イ

ウ

エ

オ

ア

必

滑

イ

ウ

ア

至に設施車駐用者

オ

ア

者

用

オ

ア

イ

ウ

エ

車駐る

に

ア

イ

ウ

エ

設施車駐用

日 ）日曜金

に

さ
利

視

イ

要

高
に

敷
オ

じ

び
で

障

場

応

及
用

覚

の

障

字
る

者

は

、

文
き

害

合

者

大
内

、

点

害

の
案

が

、

高

さ
示

滑

ブ

、

き
標

円

字

者

の
の

利

ッ

齢

そ
板

に

ロ

粗

必

車

で

の

等

他
設

用

ク

法

い

面

要

い

排

次

内

車

水

に

は

応

使

溝

定

幅

す

又

に

す

使

に

め

用

滑

じ

用 が

、

構

以

者

り

、

者

は

る

通

く

字

、

つ

造

上

の

に

点 ロ

滑

、

改

過

い

ブ

円

え

の

い

口

支

料

ッ

に

車

札

の

材

と

上

を

用

す

等

障

仕

ク

利

低
能

必

粗

段

幅

高
可

の

の

差
な

要

面

を

員

に

又

設

が
昇

応

は

け

れ

場

る
機

以

じ

ぬ

る

あ
降

は

合
設

出

て

合

場
の

上

、

り

３

、

口

滑

、

は
置

入

も

の

く

階

の

で

に

の

２

ま

車
駐
駐

出
配

幅

車

経

い

段

す

い
車
車

入
慮

員

い

す
台
台

口

使

使
数
数

ま

総
総

の

者

以

用
の
の

で

用

が

路

駐

用
数
数

経

用

上

者

が

車

駐
が
車

で

施

る

で

下
の

設

き

設

以
超

施

階
設

場
合

数

だ

あ

の
場

の

端下び及端上の段

北

表

き

敷

が

の
置

す接近に

容

造

滑

内

構

円

示

る

設

、 で

慮

売

用

配

券

利

に

の

に

置

構

障

設

る

、

の

き

し

機

な

げ

敷

で

ベ

、

の

者

造

害

ス

段

る

ャ

置

る

設

き

キ

設

券

等

い

の

ー

な

造

タ

が

構 置

ま

設

込

の

ち

機

落

売

が

料

構

傾

路

材

の

の

溝いな

げ

及

導

上

路

誘

仕

造

斜

を

は又場り踊のそ

示

び

標

１
１

く

を

短

旨

合

け

る

車

な

積

る

雪

位

等 慮

以

に

配

２
上

置

に

＋
以

積

法

、

方

し

た

置

し

上

設

る

雪

に

海

及等路園

道

の場り踊び

公

等

者

チ

齢

ン

高

注に分部

円

置

、

設

が

の

等 ）

数

数

数

置

置

置

設

設

設

置設のたぶ

）

）

法

大

上

置

設

内

最

仕

設

置 ）

法

差

材

）

数

寸

段

げ

数

利が者用使すい

）

）

）

措

げ

）

た

上

員

じ

仕

幅

講

示

通

表

は

り

又

よ

）

置

材

結凍の路

）

方

駐
ち

員

示

全
う

幅

表

数
数

）

台
置

法

車
設

報

合

合

合

の材床用起喚意

合

）

合

合

合

合

合

合

合

）
）

合

合

合

合

合

合

合

合

合

第外号

合

・

・

否

否

否

否

・

・

・

・

否

否

否

否

否

・

・

・

・

・

否

否

否

・

・

・

・

・

否

否

否

否

否

否

・

・

・

・

否

否

・否

号



成平 ８月８年

の

路

そ

車

車

駐

５

整

外

用

車

備

使

駐

す

外

場

い

路

※
変

１
２
３
４
５

考備

場

計
合
備
欄
の

設
適
整
印
更

容
況
準
、
合

内
状
基
は
場

適に準

欄

基

入

備

記

整

※

し合

日 ）日曜金

車駐

）

用

用

者

イ

ウ

エ

オ

ア

目

設施

項

欄
欄
適
入
、

」
」
に
記
は

、
、
し
な
更

は
は
合
し
変

当
当
い
で
係

該
該
な
い
に

る
る
合
だ
整

す
す
場
く
る

備
の
代
い
項

整
も
の
さ
備 つ

目
○
措

に

項
を
替
。
目

替代の合場いな

に
で
置

車

案

イ

ウ

エ

オ

カ

等置措

す

標

入

員

い

内

出

幅

口

使

識

に

用

積

上

い

者

、

以

近

用

は

に

車

等

置

駐

雪

位

北

あ

し

で

慮

置

設

配

設

施

に

整

す
台
台

い
車
車

車
駐
駐 数

者
総
総

用
の
の

使
数
数

駐
が
が

備

用
数

車

基

の

共

下
の

設

公

以
超

施

囲
等

い

施

場
合

数

的

の
場

入

て
で
欄

記

い
ん
」

て

つ
さ
整

て

必
だ
、

し

、
く
は

さ

数
。
の

だ

な
い
備

く

要 措

整

は

が

。

又

容

い

値

内

な

等

能

雪

可

積

の

基

置

備

案

た

準

し

標

慮

り

配

限

に

号

置

記

設

図

に

用

さ

内

高

応

に

口

に

要

入

要

必

出

必

ほ

視

、

の

、

じ

近

じ

応

付

示

園

害

表

、

障

字

か

覚

点

る

た

要

音

の

の

内

者

海

示表の

さ

旨

高

公道

備

準

１
１

整設

合

基準

上

計

以

の

備

２
上

整

＋
以

画

適

容

に

内

準

表）更

内

変

場

し

い

入

な

記

し

を

合

等

た

い

じ

さ

講

だ

に

く

合

て

導

に

誘

所

声

用使を

代

。

置設の等置

置

装

設

報

法

）

方

）

員

示

さ

幅

表

高

容

）

数
台
置
車
設
駐
ち

設

全
う

、ていつに等置措替

数

容内のそ

）さ高

置措たじ講

第外号

合

合

合

合

容内

）
）

計 適

合

合

。いさだくてし入記を

・

・

・

・

合

合

合）

合

合

否

否

否

否

号

・

状

否

考備※況

否

否

否

・

・

・

否

否

・

・



び及路斜傾

段階

平

場

成

車
内
い
の

年

す
通

８

使
路

月

用

８

な

カ

キ

ク

ア

イ

ウ

エ

オ

場り踊のそ

ケ

エ

オ

カ

キ

ク

者

能

ウ

エ

オ

ア

イ

ウ

日

駐用

金

車

曜

施

日

設

）

踊

傾
い

ア

イ

車駐る至に

合

部

期

面

り

斜
場

端

冬

粗

利

は

、

の
を

付

の

又

場

路

囲

り
く

及

用

滑

周

踊
除

近

）

必

配

に

の

場
。

び

に

り

な

し

い

下

部

要

慮

く

廊

の

所

材

料

と

に

箇

た

材

等

分

点

上

別

意

に

質

仕

識

注

両

勾

高

同

縁

幅

に

以
一

端

員

配

さ

側

１

上
平

は

手

の
面

、

以

す

り
交

面

内

り

以

以

踊
で

壁

と

設

場
差

又

ご

の

上

下

踏

併

、

５

に

置

段

し

は

さ

は

の

以

幅

高

又

設

上

接

場

の

面

は

け

両

端

回

粗

段

続

合

み

に

付

段

又

、

込

側

部

り

及

設

滑

別

寸

手

近

を

は

識

に

や

２

り

び

け

り

し

法

す の

必

な

置

な

い

く

以

設

要

い

く

す

に

仕

つ

所

料

か

箇

材

、

下

幅

高
な

排

内

け

踏

点

上

、

法

あ

面

員

低
昇

水

差
降

溝

幅

げ

寸

寸

法

が
機

に

法

あ
の

は

以

る
設

、

以

上

以

下

合

え

以

上

上

場
置

つ い

す

、

車

手

は

、

を

粗

段

幅

傾

の

の

の

す

り

合

れ

場

ぬ

る

は

け

又

設

面 滑

、

も

は

て

北

げ

し

喚

い

段

く

階

に

の

り

を

い

床

示

す

用

表

や

起

字 部端

設

、

敷

い

の

行

材

な

者

し

害

出

障

突

覚

は

視

下

る

、

上

上

以

す

は

以

立

の

げ

の

場

踊

傾

の

、

上

部

場

は

以

斜

り

合

く

又

除

置

差

を

設

交

）

分

表

ま

字

げ

つ

続

）

接

。

は

、

い

い

く

行

に

を

き

示

ず

キ

なし出突は部

造

端

構

及

ス

、

路

ャ

は

斜 び

タ 落

不

踊

が

で

の

等

ま

そ

ー

は

ま

）

又

込

入

場

ち

算

り

材

の

す

溝

い

い

車

な

海

げ上仕

造

料

構

公道

が障支に用利

い

の

措

）

げ

た

質

上

じ

材

仕

講

幅踏に分部るす

）

置

材

勾

高

踏

寸

幅

）

）

）

）

）

法

員

配

さ

幅

い

措

）

げ

た

法

上

じ

寸

仕

講

設

者

の

用

た

使

ぶ

）

置

材

可用利

置

が

法

法

法

幅

講

内

寸

寸

員

じ 置

）

措

法

）

た

寸

）

）

報

合

合

合

合

）

）材げ上仕

合

）幅踏

）

合

合

合

合

合

合

）

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

第外号

合

合

否

否

否

否

否

・

・

・

・

・

否

否

否

否

・

・

・

・

・

・

否

否

・

・

・

・

・

・

否

否

・

・

・

・

・

・

否

否

否

否

・

・

否

否

否

否

否

否

否

否

号



道
す

海
平

海
用

北

平

福
る

道
成

成

祉
こ

立

の
と

農
年

年

ま
を

業
８

８

ち
妨

大
月

月

づ
げ

学
８

８

１

２

く
な

校
日

別

別
別

第

の

記

こ
規

別

記
記

こ

第

記

の
条
の
定

附

第
第

７

８
９

規
の
規
に

第
号

則
改
則
基

７

則

号
号

様

様
様

は
正
の
づ

号
式

行
て

式

式
式

、
規
施
い

様

成
は
の
作

を
削
そ
を

平
定

合
添

次
除
の
削

別

別
に
え

記

記
は
ま

別
第

第
、
す

記
４

６
道
。

３
４
５
第
号

号
条
」

４
様

※
変
号

様
例
を

式

式
第
削

整
印
更
様
及

る

備
欄
の
式

中
び

基
は
場
及

条
。

別

１
２

記

考

※

備

準
、
合
び

欄入

備整

容
況

内
状

計
合

設
適

し合適に準基

日

条
。

理

り
い

管

金

例

規

曜

施

則

日

行

の

）

定

正

規

改

の

を

則

部

規

一

、
際
成

か

規

か

る

に

す

の

１
る

布
に
れ

よ

末
。

年
公
現
さ

う

尾

１
日
の
い

に

欄

月
の
こ
て

則
用

め

備

日
か
規
る

改

外

。

の

ら
施
に
紙

る

考

か
ら

の

行
す
る
あ

１

施
行
よ
が

中

る
。
正
場

項

す
る
改
る

。

前
合

第
の

記

規

に
記
は
別
第

適
入
、
記

条
定

５

第
に

合
し
変
第
号

３
よ

し
な
更
５
様

項
り

な
い
に
号
式

場
く
る
式

」
、

い
で
係
様 次

除

の

合
だ
整
を
削
を
そ

の
さ
備

を

代
い
項
の

第
旨

替
。
目
よ

置

つ
に

」
表

措

に
う

条
公

該
該

、
、

は
は

欄
欄

」
」

備
の

整
も

る
る

す
す

当
当

合場いな

に
で

目
○

項
を

を

わ

則

ケ

等置措替代の

公

海

当

に

北

、

こ

ず

こ

ら 、

る

事

間

す

知

の

布

道

分 必

。

北

不

た

の
に

整調

橋

な要

高

道
て

定

し

海
い

特

だ

北
お

」

２

祉
、

つ

第

福
は

か

、

ち
規

削

か

ま
の

を

条

の
こ よ

３

く
に

。

第

づ
則

る

ら

に
す

２

例
改

の

条
る

条

り

め
こ

」

て
め

改
る

等

い
改

し

が

は

入
。

、
と

欄

記
る

、

、
ま

備

く

お
り

整

て

な
あ

容

い

示
の

内

さ

指
す

の

だ

備

わ
念

整

従
、

が

。

に
で

く
て
で

い
ん

つ
囲

基

な
の

値数
。

な
い

要
さ

必
だ

、

壁、は端縁

の置措は又

５は又面 の上以

海

使て

み

し

る

を

は

道

第

せ

力

識
８

公

を
修
技
第

る
研
等
研
、
条

等
項

め
課
修
部
術
１

た
究

施
正

実

さ

に
中

の
程
め
門

び

則
北

及

規
の

で

行
後

ま 第

２）
第

う
号

１

」
１
課

。
に

条

に

条
程

）
定
養

の

、

の
等

第
め
成

２

２
に

４
る
課

け

に
育

北

第

を
お

条
教
程

た
申

に

っ
め

準

か
た

５

次

なし合

場
し

適

北

北

目

い

海

海

次

場

道

北
道

中

合

規

海
立

に

則

講

道
農

第

第

立
業

４

じた

農
大

章

号

くてし入記を等容内

代

げ上立

。いさだ

報

践
養
せ
農
関

た
に
る
類

教
成
る
村
す
書

け
修
の

程
め
お
研
」

育
課 業

践
指

に

卒
実
る

次

を
の

し
教
導

等

を

入

者

等

び

た
育
者

及

規
等
農

海

対

象

検

を

対

校

」

よ
教

定
を
業

道

章

の
る

う
志

農

を

う
育

す
行
を

立

に
等

る 業

青

大

第

改
）

農
。
す

業
学

年

校

章

る

大

少

学

６

め

改

の

対

例

に

校

を

条

」

。

め

課

象

業
学

。

和
等

し

る

程

と

昭

部

置

学
管

修

措

大
校

研

替 つ

理
則

に

管
規

門

等

校
理

い

規

第

て

則
昭

－

、

の
和

条

そ

一

の

部
年

第

内

を
北

容

改
海

条

た

と

し

料

象

と

定

）法寸

し

５

業

的

第

農

導

例

た

指

条

す

を

第

関

割

条

に

役

号

高

た

項

る

果

２

外

度

す

第

第

の

者

１

に

た

経

と

号

関

海
て

に

北
い

業

年
お

農

に

高

例
次

る

条
、

す

道
は 掲

度

第
げ

の

下
分

及

以
区

識

。
る

知

号

記

す
規

」

を

正
道

）

に

び

し

規
第

入

る
則

を 第
第

て

則

さ

の

だ

）
章
章

く

号
４
５

部
施

。

部
修
泊

い

一
研
宿

の

使

次
門
設

を よ
第
用

営

し

に

合

能

て

規

号

指

な

る

、

要

す

力

必

定

導

知

入

応

技

と
当

修

」
、

を

例
じ

術

条

料

い
各

さ

該

め

うに
条
改
－
第

正
第
条

す

否・

。
）

る
条
の



第
検
第

校 定

り
つ

る

の
の

課
い
地
と
前
条
料
条

号
５
額
７

す
て
方
こ
３
の

法
に
に
中
に
中

る
非
税
ろ

得
税
の
よ
掲

相

所
課
割
と
規
り
げ
書
当
第

を
さ
定
免
る
類
す

第

第

が

が

で

さ

条

特
授

条

き
生
れ
地

の

に
業

の

る

て
方

４

必
料

３

校

る
法

保

要
の

。

い
税

活 法

に
あ
除
長

世
護

既
が
免

納
る
）
は

帯
昭

３

４

昭

付
と

、

を
和

授

期

ら 規
民
土
業

業
前
に
第
の

授

っ
項
定
法
曜
料

料
項
あ
１

つ
規
て
又
に

日
等

に
の

か
治

返

い
定
は
は
か
明

の 還

て
に
２
前

は
よ
月
項
わ
に
ら
年

）

２
、
り

第

海

月
を

に
道
第

そ
校

条

授

住
収

日
れ
長

の

ま
ぞ
は

民
入
条
業
２

紙
次
の

で
れ
、

票
証
の
料

済

び
を
に
納
授
に
納
経

及

条
な
的

入
ち
次
付
業
、
め

法
は
例
け
理

校
ょ
の
方
料

定
第

検
項
第

校
同

料
う
３

料
４

平

の
号
条

成

額
中
第１

に

年

項

相
３

８

当
箇
中

月

す
月

８

額
」

除
れ
に
除
場
」
る
条

の
次
面
を

く
て
よ
さ
合
の

る
市
た
ほ
に
の

。
い
る
れ

次号
世
町
者
か

北
第

に
帯
村
と
、
並
海 収
の

お
に
民
同
こ
び
道
条

ら
入
入
２

い
属
税
一
れ
に

天
世
に
校
証
」

て
す
を
の

じ
者
災
帯
準
検
紙
に

同
る

入
め

。
で
そ
に
ず
定
を
改

）
あ
の
属
る
料

和

さ
認

学

除

れ
め

生

く
年

と

次

）
律

年

た
た

が

。
法

律

校
き

の

に
第

法

入

第

検
は

各

属

定
、

号

す
号

料
こ

の

る

ず

で
）

の

、
の

い

者
号

）

よ

定

校
り

れ

あ
に

規

入
限

及
な

に

場
る

に

料
で

か

る
よ

と
定
、
律

納
納
日
規
ず
法

期
期
し
す
こ
第

付
付

限
限
、
る
れ

割
付
の
）

を
を
分
納
ら
号

更
更
し
期
日
第

変
変
し
す
て
限
の

場
付
次
日
条

、
る
納
が
翌

各
納
規

は
合
す
の
を
に

又

す

割
納
場
号
付
定

分
の
る

付
条
）
、
第
れ
由

条
な
よ

条
用
を

年
５
ば
に

に
え

期
第
ら
り

例
紙
加

２

い
業

５
は
る

に
２
な
授

第
付

付
第
。
料

条
り
。

納
項

る

る
号

納

２
け

す
３

を

第
と

の
規

す

第
こ

も
に

付

項
）

し
す

こ

号
。

と
定

る

２

る
」
す

に

日

。

額
を
る

面

金

」

の
３

曜

北
月
の

日

海
」
次

）

道
に
に

。
に

証
る
項

入
め
次

収
改

す
場

校
る

て

入

い

を

お

紙

が
る
他

例
書

そ
場
特
る
合
条
願
。

の
で
し
第
に

の
合
別
者
と 知

条
り

と

事
あ
て
５
は

者

け

計

に
場
事
第
付

生

情
る

一

り

認
項
る

を

よ
合
が
２

す

町

る
１
と

に

市

め
第
こ

者

の

合
に
）

る

村

場
号
。

る

び
い

該

合
保

の

条

規
」

受

町

業

す

を

市

授
。

当

護

、

合

て

民

は

場

け

村

料

る

る

返

は

い

税

な

業

帯

法

し

授

世

同

還

、

い

料

第

そ

。

を

の
期

だ

除

の

保

た

免

条

の

休

て
期
の
い
限
る

し
付
合

は
割
れ
み
日

納
限
分
ず
と

前
数
の
す

さ
、
回
か
な

付 こ
に
６
に

る
期
は
日
。

せ

限
す

が
っ
を
当

と
あ
回
該

る
８
と
と

き
は
度
る

で
て

が

規
を

、
る

と
。
月
す
き

難

す
え

期
業

困

定
添

前
授

あ

入
」

は
の

で

る
て

分
料

と

料
改

月
額

る

校
に

５
年 の

の
め
に
。

ま
分

め

額
る

日
２

認

に

る

当

に
１

れ

相

で
の

ら

じ

願

同

校

る

後
相

学

す

、

え

付

加

り

を

は

」

に

。

書 こる

、

け

北

定
を

」

民

）

住

。

び

と

及

て

定

る
え

べ

で

す
加

す

例
を

に
。

に

め

入
る

改める。

に

停

、

る

定

を

し

す

規

護 ２

長

と

止

よ

校

こ

第

規
す
項

準
別

定

」
第
用
記

条

す
第

る
す

と

の

。

第

る

読
条
る
１

２

様

の

章

使

み
の
。
号

こ

５

え
の

式

場

第
用

替
５

る
は

宿

２

後

れ

、

こ

日
。
、 第

第

第

第
る

第
５

条

研
条

章

１
。
研

の

修
の

項

修

条
を

５

受
４

講

講

の
第

中

受

修
の
章

別

料
条
料
研
３
６

す

に

額

期
当

生
記

を
例
の

額

る

の

は
る

係

面

分

北

第

第

で

格
第

及
条

準
条

入

研
取

び
の

用
の

第

修
得
条
校

３

）
２

部
研
の
検

門
修
次
定
例

８
の

の
と
に
料
条

第
条

研
す
次
、

海

、

を

え

」

加

を

を

票

道

。
の

第
う
次
い
に

公

加

２
を
を

第
」
項

条
）
１

項を
研
え

北海道収

入

入

入

証紙は

校

り

校

付け

合
も
定

び

に

泊
条
同

る
規

及

設
２
第

の
は

別

お

施
の
条

条

第

て

使
第
３

と
、

記

い

項
に

る
例

１

、

用
１
項

す

及
規

。
第

号

第

料

の

第
す

条

式

条

び
定

８

様

第

項
使

３

２

２

４
る

第

の

と

項

び
を

に

４

並
用

項

中

付
講
定
し

第

徴
第
納
受
規

号

す
条
方
料
は
、

１

収
６

、
研
４

様

る
第
法
は
、
第

修
項
）
研
修
章

式

研
１
等

を
講
次

と

）
の

修
受
の

」

講
に
次

る

則

受
料
に

あ

規

る
い
１

は

定

す
つ
の

の

で る

期
て
章

、

め

５

か
定

修
る
の
入
第

条
規

。
４
校 及
第

第
、

以

条
料
条

ら
は 稲

下

を加
び
１
業
の

ま
経

研

え
授
項

条
作

、
専

」

。
料
規

で
営

修

る

研

い

徴
で

第
攻

と

を
則

う

収
定

）

る
る

の
に

。

す
め

条
修

報

３
、
第
に
条
」
。

同
修
る

項 条同
を
、
」
し
条

と
次

第
第
１

欄

項
条

願

願

割印す

書

る

書

こと。）

。

す

第
く

定

中

に
除

規 用

項

の
に

使

１

条
）

る

第

規
宿

係

は

の
る

に

又

３
係

泊

」

は
施

宿

項

定
泊

る

前

例
用

設

あ

条
使

施

と

、
設

加

別

研

間
準
を

第
料

使

る

る

第

は

初
す
え

記

修

の
用

納

号

資

に
。
。

１

、

日
る

研

け

の

得

な

式

取

め

様

格

読

す

な

と

と

ば

」

修

れ

３

研
研

２
つ

替

。

な

み

る

ら

）
は

ら
て

、

修
修

か
い

は

用

作

、

第
準

稲 経

稲

４
。

専

経

の
る

営

作

条
す

修

攻

で
の

研

専

ま
こ

攻

営

に

一

修

第
合

、

研

、
場

般

と

に
中
」

普

す

条
お

に
項
門
同

部
、

修
め
研
改

る
条

け
同
お
を

号

研
第

外

修
２

第

項
以
と

条
つ

料

は

８
に

用

の

」

」

１
て

つ

第
い

に

、

え

い

に
用
１

て

項
準

い

第

及

る

か
い

すとのもる

。

第

修

第
、

研

。

ら
て

及

下
し

資

ま
条

び

条
８

、

号

」
の

修
項
研
同

と
前



海北

北

道

海
平

平

北
規

道
成

成

海
則

立

道
第

漁
年

年

立

業
８

８

漁
号

研
月

月

修
８

業

８

め
別
め
別

こ

改

改

所
日

研

規

記
る
記
、
記

の

別

附

第
。
第

第

は

２

３
平
４

則
則

平

様

様
」
様

、

号

号
成
号

中

中
削
中

成

式

式
を
式

道
し

海
申

望

北
て

希

え

る

す

地

業
ま

農
み

験

立
込

受

学
。

大

北海道立農業大学

別記

別
第

記
１

第
号

１
様

号
式

様
の

式
３

の２

日

例

所

条

修

金

施

条

曜

行

例

日

規

施

）

を

一

部

の

一

則

の

規

則

行

す

改

正

を

改

部

。

年 月

第

第

第

４

８

係

か

関

関

関

日

条

条

条

１

」

」

」

施

）

）

）

ら

係

係

す

を

を

を

行 る

第

第

第

。

８

経作稲の門部修研の校

校

攻専営

校長

入

様

校

志

保

願

護

願

者

者

北海

の
第
次

道収

に
条

入

次
の

証

の
３

紙

１
関

は

様
係

り

式
）

付

を

け

加

欄

える。

北

則

を

規

則

る

規

す

る

正

す布

事

公

知

に

道

こ

海

こ

北

、

、

、

条

条

条

橋

。る

高

第

第

第 関

５

７

７

の

の

の

条

条

条 ）

第

第

係

、

、

め

３

３

改

の

の

に

条

条

」

人

に

氏
生
本
職

修研

関

関

し

名
日
の
業

校

月
と

入

年

書係関、でのい

係

た

関

住
氏
住

書

所
名
所

年 月

割印すること。）

海

みるは

道

修

合

２

３
４

所
の
前
既
は
研

公

の
納
こ
受

長
受
項
に
、
修

限
料

、
者
規
付
の
講

は
講

済
係
に
れ
り
の

経
に
定
さ

に

に

」

」

）

）

。

係

係

る
第

を

３

３

第
加

か

納
条

３
条
る
修

め

わ

第
３
え
研

曜
条
第
。
受
研
な

ら
民
土

、

日

１

講
修
け

ず
法

の
講
ば

こ
明

第
項

料
受
れ

２

添を類

れ
治

１
中

第

す

る

７

第
る
第
第
。

前
条

」
条
条

泊

項

２
者
６
４

宿
泊
規

第
に
を
中

施
宿
に

条 ２
、
第

設

項

９
研

使
施
定

か
研
条
修

用
設
す

日
識
要
漁
術

研

得

知
必

技

る

せ
く
及
な
業
を

修
総
さ
つ

内
研
る
り
び
知
就
修

の
合

促
さ

容
修
た
育
技
識
業
得

は

め
て
術
及

条
海

海
る
２
北

北
す
第
正

出
漁

漁

見
立

立

の
道

道
。

し
業

業

報

り
研
な
免

的
る
よ
た
で
減

受
。

由
修
納
修
い
）

理
研 料

限
料

よ
講
期
講

に
受
付

返

修
つ
変
、

研
に
を
は

り
は
る
し

講
て
す
還

受
い
更

な
納
納
合
い

を
、
場
な

料

項

納
料

ら

方
、
な

の
年

を
研

付
は
ら

律

く
生

法
当
い

日
法

除
修 を

研

翌
第

。
」

）
該
。

の

）

日を
号

の

修

付
第

定
」

受

納
）

規
者

を

は
に

講

期

、
改

す

泊
、

期

に
と

宿
め

る

条
限

納

ら
修
と
生

料
使
る

規
み

を

納
料
付

第
生
し
」

の
用

項
を
第

付
は
期

４
」
、

ま

５
受

方
、
限

）
該
次

で
受
条
講

法
当
が

削
生
第
」

宿
の

を
講
を
生

条
改

施
号

り
」
８
に

泊
各

を
い

同
改
と
め

設
の

、
に

第
、
る
同

使
ず

条
め
す
、

研
る

、
漁
の
る
を
び
進
せ

得
術
修
た

次
業
研
漁
修
技

掲
業

技
さ
を

め

に
就
修
業

得
業
研

げ
者

術
せ
修
漁
の

び

修
た
さ
就
修

る
及

研
る

漁
の
る
者

修
漁

め
せ
業

研

め
対

区
を

業
研
た
を

の
業

に
す

業
並
の
象

分
志

就
修

修

を
研

研

応
者

者
び
研
と

所

修

条

所

例

研

規

容

行

内
下

施

修
以

」
業

則

）
漁

め
所

和

改
修

昭

に
研

期
納
た

付
付
の
。

年

、
」

、

こ
を
期
し

る
限
付
だ

す
し
、
長

が
更
は
所

と
変
限

で
納
長
特

難
て
所
が

困

号

る
さ
別
必

あ
付
が
に

外

と
せ
に
要

第

認
る
定
が

の

定
な

施
同

間

め
こ
め
あ

日

る
。

使
を

初

す
す

設
条

に
条

当

日

料
５

に

休

用
第

に

て
、

修

い
し

研

つ
と

該

の

研

す
条

る

用
２

係

準
第

５
同
。
条

用
れ

。
次

修

る

中
を

第

る
の

項
項

を

す
か

同

６

期
日

修
第

と

の
該

研
条

条

間
に

参
項

、

日
す

に
２

し

初
当

す
す

条

納
と

加
と

同

に
る

者
。

次

な
は

る
る

の

め
き

修
し

を

次

れ
同

」

に

け
、

経

、
対

対
漁

た

じ
を

を
に

改

該
と

と
に

営

当
象

象
村

等

号
た

た
け

善

各
し

し
お

図

定
業

源
指

を

に
漁

資
る

た

る
必

理
的

る

め
に

管
導

に

お
な

栽
割

め

と
要

、
役
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